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－ 1 － 

平成２３年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

    第１日（平成２３年９月１２日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第３０号まで 

      議案第 １号 平成２２年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ２号 平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第 ３号 平成２２年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第 ４号 平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ５号 平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

      議案第 ６号 平成２２年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ７号 平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第 ８号 平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ９号 平成２２年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１０号 平成２２年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１１号 平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１２号 平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１３号 平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第１４号 平成２２年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

      議案第１５号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第１６号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 
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      議案第１７号 平成２３年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１８号 平成２３年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

      議案第１９号 平成２３年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

      議案第２０号 平成２３年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第２１号 平成２３年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第２２号 平成２３年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

      議案第２３号 平成２３年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

      議案第２４号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 

      議案第２５号 宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について 

      議案第２６号 宿毛市児童遊園設置条例の一部を改正する条例について 

      議案第２７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

      議案第２８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

      議案第２９号 市道路線の変更について 

      議案第３０号 市道路線の廃止について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３０号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 髙 倉 真 弓 君     ２番 山 上 庄 一 君 

   ３番 山 戸   寛 君     ４番 今 城 誠 司 君 

   ５番 岡 﨑 利 久 君     ６番 野々下 昌 文 君 

   ７番 松 浦 英 夫 君     ８番 浅 木   敏 君 

   ９番 中 平 富 宏 君    １０番 浦 尻 和 伸 君 

  １１番 寺 田 公 一 君    １２番 宮 本 有 二 君 

  １３番 濵 田 陸 紀 君    １４番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        岩 本 昌 彦 君 

   次長兼調査係長  朝比奈 淳 司 君 

   議 事 係 長        田 村 泰 生 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   副 市 長  岡 本 公 文 君 

   企 画 課 長  山 下 哲 郎 君 

   総 務 課 長        弘 瀬 徳 宏 君 

   市 民 課 長  野 口 節 子 君 

   税 務 課 長  沢 田 清 隆 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 

   保健介護課長  村 中   純 君 

   環 境 課 長        松 岡 博 之 君 

   人権推進課長  岩 田 明 仁 君 

   産業振興課長  三 本 義 男 君 

   商工観光課長  河 原 敏 郎 君 

   建 設 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   福祉事務所長  滝 本   節 君 

   水 道 課 長  岩 本 克 記 君 

   教 育 委 員 長  松 田 典 夫 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
出 口 君 男 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

金 増 信 幸 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
乾     均 君 

   千 寿 園 長        杉 本 裕二郎 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
島 内 千 尋 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（中平富宏君） これより平成２３年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において岡﨑利久君及び野々下昌

文君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（宮本有二君） おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

９月８日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎重

に審査をした結果、本日から１０月３日までの

２２日間とすることに、全会一致をもって決定

をいたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（中平富宏君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から１０月３日までの２２日間といたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から１０

月３日までの２２日間と決定いたしました。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 本日までに、陳情１件を受理いたしました。

よって、お手元に配付してあります陳情文書表

のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を９月１３日午後５時と定め

ますので、質問者は期間内にその要旨を文書で

通告してください。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、皆さん、おはよ

うございます。 

 残暑がまだまだ厳しい折でございますが、本

日、平成２３年第３回宿毛市議会定例会に御参

集をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 国のほうも、新しい野田内閣になって早々に、

また大臣が入れかわるような、よく内閣がかわ

るたんびに、大臣がすぐに入れかわるというふ

うなことがなされております。非常に残念なこ

とではございます。そういった騒動もございま

す。 

 また、３月１１日の東日本大震災に続きまし

て、９月３日に高知県に上陸いたしました台風

１２号でございますが、御存じのとおり、近畿

地方を中心にして、記録的な降雨量がなされま

した。このことで、土砂崩れ等で多くの方々が

被害に遭われましたことにつきまして、お見舞

いの言葉を申し上げたいと思います。 

 幸いにも、当市では、台風１２号では大きな

被害はございませんでしたが、７月の台風６号

でございますが、人的被害はございませんでし

たが、土砂の崩落等で１億３，０００万円余り

の被害が出ております。 

 たび重なる災害によりまして、学校の耐震化

を初めとする市民の皆様が、安心して暮らせる

まちづくりを目指す事業の必要性と、その推進



 

－ 5 － 

について、今、強く感じているところでござい

ます。 

 それでは、報告事項の説明をさせていただき

ます。 

 報告第１号及び報告第２号は、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健

全化法でございますが、これに基づく健全化判

断比率及び資金不足比率についての報告でござ

います。 

 この報告は、財政健全化法第３条第１項及び

同法第２２条第１項により、財政の悪化状況を

見きわめる四つの健全化判断比率、及び公営企

業の資金不足比率を明らかにしまして、監査委

員の意見を添えて議会に報告することが義務づ

けられております。 

 お手元の報告書にありますように、健全化判

断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字

比率につきましては、赤字になっていませんの

で、数値は出ていません。 

 また、実質公債費比率。この実質公債費比率

というのは、標準財政規模に対する実質的な公

債費、いわゆる借金のほうでございますが、が

占める過去３年度間の平均の割合、２５％以上

は財政健全化団体になりますし、３５％以上に

なりますと、財政再生団体に指定されるという

数字でございまして、実質公債費比率は１９．

５％でございます。昨年度は２０．２％でござ

いましたが、今年度は１９．５％ということで、

早期健全化基準の２５％は下回っているところ

でございます。 

 さらに、将来負担比率でございますが、これ

は標準財政規模に対する将来負担すべき実質的

な負債でございます。この将来負担比率につい

ても、１６６．３％ということで、昨年度は１

６９．６％でございました。早期健全化基準は

３５０％ということでございますので、これを

下回っているという報告でございます。 

 次に、資金の不足比率でございますが、この

資金不足比率というのは、公営企業の歳入に対

する資金不足額の割合でございまして、これが

２０％を超えると、経営健全化団体に指定され

るものでございまして、この資金不足比率につ

いては、いずれの特別会計も資金不足はありま

せんので、数値は出ていません。 

 このように、おおむね堅調な状況ではござい

ますが、今後、各種施設の耐震化等の大規模事

業が控えておりまして、依然として厳しい財政

状況であることに変わりはないという認識のも

とで、引き続き、効率的で適正な行財政運営を

推進していかなければならないと、このように

考えておるところでございます。 

 議員の皆様方には、今後ともより一層の御支

援、御協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、報告事項の説明とさせていただきます。 

○議長（中平富宏君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第３０号ま

で」の３０議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、提案申し上げま

した議案につきまして、提案理由の説明をいた

します。 

 議案第１号から議案第１４号までの１４議案

は、平成２２年度宿毛市一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の決算認定をお願いする

ものでございます。 

 各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出していますので、説明は省略

させていただきます。 

 議案第１５号及び議案第１６号は、平成２３

年度宿毛市一般会計補正予算でございます。 

 議案第１５号は、ＳＷＡＮテレビへの経営支

援のため、日本政策投資銀行からＳＷＡＮテレ
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ビが借り入れをしています借入金の償還額の一

部に対して、貸し付けを行うため、ＣＡＴＶ事

業経営安定化支援貸付金として、２，０８２万

円を増額しようとするものでございます。 

 なお、その財源としては、財政調整基金から

の繰入金を計上しています。 

 議案第１６号は、総額で２億５，２１６万７，

０００円を増額しようとするものでございます。 

 歳入で増額する主なものは、地方交付税が３

億４２２万円、国庫支出金が４，７２９万１，

０００円、県支出金が２，２８８万８，０００

円、繰越金が５，３４８万４，０００円。市債

が４，８２７万円でございます。 

 減額する主なものとしましては、地方特例交

付金が１５７万２，０００円、繰入金が２億３，

３０８万２，０００円でございます。 

 また、歳出の補正の主な理由でございますが、

人事異動に伴う人件費の調整のほか、増額する

主なものとしては、総務費で四季の丘地区屋外

放送施設整備事業補助金として１８０万円、鵜

来島待合所建設工事費に４４０万円、施設等整

備基金積立金として５，０００万円を計上して

います。 

 民生費では、認知症高齢者グループホームの

防災対策のため、避難用ブリッジ、これは渡り

廊下でございますが、この設置を行うことに対

しまして、宿毛市認知症高齢者グループホーム

防災改修費等事業費補助金として、６５０万円

を計上しています。 

 労働費では、宿毛湾水産物付加価値向上事業

として３０２万３，０００円、光ケーブル自営

柱設置用地使用契約業務として１２３万２，０

００円を計上しています。 

 農林水産業費では、森林を集約化し、施行の

効率化を図ることを目的に、境界の確認である

とか、作業道の改良を行う事業、宿毛市森林整

備地域活動支援交付金を３２３万７，０００円、

台風による漁港の瓦れき等撤去費として、市単

独工事費５００万円を計上しています。 

 土木費では、台風災害等による土砂撤去にか

かるものとして、市道維持補修工事費に４００

万円、河川等環境整備工事費に８８０万円、県

道宿毛宗呂下川口線ほか２路線の県営道路事業

負担金として９３８万４，０００円を計上して

います。 

 消防費では、東日本大震災により、消防団員

の公務災害補償に伴う財源として、消防団員等

公務災害補償等責任共済掛金が、団員一人当た

りにつき、１，９００円から２万４，７００円

に増額されることによりまして、高知県市町村

総合事務組合分担金として１，１３５万５，０

００円、女性防火クラブの視察研修への補助と

して、女性防火クラブ活動支援事業費補助金３

０万円を計上しています。 

 教育費では、平田小学校、山奈小学校、橋上

小学校、東中学校の２次耐震診断業務委託料と

して１，２２６万４，０００円、市民体育館の

シャワー室給湯器取りかえ工事費として１９２

万９，０００円を計上しています。 

 災害復旧費では、台風被害に伴う土木施設災

害工事費として、７，０４７万円を計上してい

ます。 

 諸支出金では、宿毛市土地開発公社保有土地

購入費として、４，４２９万５，０００円を計

上しています。 

 議案第１７号は、平成２３年度宿毛市国民健

康保険事業特別会計補正予算でございます。 

 総額で３，２８７万８，０００円を増額しよ

うとするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整のほか、平成２２年度実績に伴い、療養

給付費等負担金等を返還しようとするものです。 

 議案第１８号は、平成２３年度宿毛市へき地

診療事業特別会計補正予算です。 
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 総額で、１０８万９，０００円を増額しよう

とするものです。 

 内容につきましては、人件費の調整及び施設

の修繕費でございます。 

 議案第１９号は、平成２３年度宿毛市定期船

事業特別会計補正予算です。 

 総額で、２７３万２，０００円を増額しよう

とするものでございます。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整及び燃料費の高騰、定期船のミッション

のオーバーホールに伴うものでございます。 

 議案第２０号は、平成２３年度宿毛市特別養

護老人ホーム特別会計補正予算でございます。 

 総額で、１，０６１万４，０００円を増額し

ようとするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整、及び入所者の重度化により、リクライ

ニング式車いす等の備品購入に伴うものでござ

います。 

 議案第２１号は、平成２３年度宿毛市学校給

食事業特別会計補正予算です。 

 総額で、３８３万円を減額しようとするもの

でございます。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整、及び沖の島学校給食センター休止によ

り、その関係する予算について、減額しようと

するものでございます。 

 議案第２２号は、平成２３年度宿毛市後期高

齢者医療特別会計補正予算です。 

 総額で、２２６万２，０００円を減額しよう

とするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整によるものでございます。 

 議案第２３号は、平成２３年度宿毛市水道事

業会計補正予算でございます。 

 主な内容といたしましては、事業活動に伴い

発生するすべての収益及び費用が計上される３

条予算、これは収益的収入及び支出ということ

でございますが、これにつきましては、人事異

動に伴う人件費の変更と、中筋川ダムの耐震診

断が実施されることになりましたので、県補助

金を５５万７，０００円受け入れまして、１１

１万３，０００円を負担しようとするものでご

ざいます。 

 また、建設改良や企業債償還金等の支出、及

びその財源となる収入が計上される４条予算に

つきましては、老朽化しています宿毛上水道施

設のポンプ取りかえ工事、２，５０６万４，０

００円、及び小筑紫簡易水道施設の減圧弁取り

かえ及び配水管布設がえ工事を行う必要が生じ

ましたので、企業債を借り入れし、９８９万３，

０００円の事業を実施しようとするものでござ

います。 

 議案第２４号は、宿毛市税条例等の一部を改

正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、現下の厳しい経済状況

及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るため

の地方税法等の一部を改正する法律、並びに地

方自治法の一部を改正する法律が公布されたこ

とに伴い、個人住民税の寄附金税額控除の適用

下限額を、５，０００円から２，０００円へ引

き下げることや、租税罰則に係る過料を、３万

円から１０万円に引き上げること等につきまし

て、改正しようとするものでございます。 

 議案第２５号は、宿毛市スポーツ振興審議会

条例の一部を改正する条例についてです。 

 内容につきましては、本年８月２４日から、

スポーツ振興法がスポーツ基本法に改正された

ことに伴いまして、法令に基づき、宿毛市スポ

ーツ振興審議会を宿毛市スポーツ推進審議会へ、

名称変更等の改正をしようとするものでござい

ます。 

 議案第２６号は、宿毛市児童遊園設置条例の

一部を改正する条例についてです。 
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 内容につきましては、平成２３年第１回宿毛

市定例議会において議決をいただきました「貝

礎児童遊園」の地番につきまして、錯誤があり

ましたので、地番の改正をしようとするもので

ございます。 

 議案第２７号及び第２８号は、辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の策定についてでござ

います。 

 沖の島辺地につきましては、消防施設として

軽積載車の購入事業を、それから栄喜辺地につ

きましては、簡易水道施設の整備事業につきま

して、辺地対策事業債の申請を行うため、計画

を策定する必要がありますので、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特例措置

等に関する法律第３条第１項に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

 議案第２９号は、市道路線の変更についてで

ございます。 

 市道田ノ浦団地１号線は、田ノ浦漁港沿いの

部分は、臨港道路として高知県が整備を進めて

おりまして、管理が重複する部分を、市道から

除外する必要があるため、本路線を変更するこ

とについて、道路法第１０条第３項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３０号は、市道路線の廃止についてで

す。 

 市道池島樺線は、宿毛湾港の工業団地を土地

造成する計画の際、同道路の南北の土地を一体

的に利用する目的で、工業団地の一部とするこ

とを決定しておりまして、高知県による造成工

事が、本年度完了することで、道路として利用

できなくなるため、本路線を廃止することにつ

いて、道路法第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。よろしく御審議の上、適切な御決

定を賜りますようお願いを申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（中平富宏君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時２５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１５分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 議事の都合により、ただいま議題となってお

ります議案のうち、議案第１５号を先議いたし

ます。 

 これより、議案第１５号について、質疑に入

ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１５号については、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会の付託を省略いた

したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号は、委員会の付託を省

略することに決しました。 

 これより、議案第１５号について、討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１５号」を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 
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（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１５号」は、原案のとおり可

決されました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、９月１３日から９月１６

日まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月１３日から９月１６日まで休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月１３日から９月１９日までの７日間休会

し、９月２０日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時１８分 散会 



 

－ 10 － 

陳 情 文 書 表 

                           平成２３年第３回定例会 

受理番号 
受理年月

日 
件       名 提 出 者       付託委員会 

第 ３ 号 
平成 

23. 8.26 

大規模自然災害に対する防災

対策など、住民の安心・安全

を支える行政サービスの体

制・機能の充実を求める意見

書の提出について 

高知県国家公務員労

働組合共闘会議 

 

 議長 小松 貴徳 

総 務 文 教 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     平成２３年９月１２日 

                     宿毛市議会議長 中 平 富 宏 

 

 

 

 



 

－ 11 － 

平成２３年 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（中平富宏君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 皆さん、おはようご

ざいます。６番、野々下昌文でございます。 

 一般質問に先立ちまして、先の紀伊半島豪雨

で亡くなられました方々に、心からお悔やみを

申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興

を願うものでございます。 

 それでは、通告に従いまして、一括方式で質

問を行います。 

 先日、私たちの地域で高齢者のひとり暮らし

の方が家で倒れ、救急車で搬送されるというこ

とがございました。地域の方たちは、救急車が

来るまで、その方の体調が悪化していたことを

だれも知らなかったということであります。私

たちの地域でも、核家族化に伴い、地域コミュ

ニティーが希薄になっていることを強く感じた

ことでした。 

 そこで、１点目は、高齢者のひとり暮らし対

策。２点目は、さきの台風１２号の紀伊半島豪

雨災害を受け、地域防災対策について、市民目

線に立った質問を行いたいと思います。市長に

は、的確な答弁をよろしくお願いいたします。 

 この６月末に総務省が発表した２０１０年国

勢調査の抽出速報で、ひとり暮らし世帯が最も

多い家族形態となることが明らかになったと、

新聞に掲載をされておりました。 

 それによれば、一般世帯の家族形態割合にお

いて、ひとり暮らし世帯は３１．２％となり、

今まで最も多かった夫婦と子供世帯の２８．

７％を上回った形となりました。 

 このことは、１９６０年の世帯に関する調査

開始以来、初めてのことで、将来、この単身世

帯はさらにふえ続ける見通しであるそうであり

ます。 

 日本の社会保障システムは、従来、夫婦と子

供世帯を標準としてきました。これまでの国の

施策は、人口減少や高齢化がキーワードでした

が、これに単身化が加わることになり、ひとり

暮らし世帯の増加がもたらす影響は、決して小

さくありません。新たなセーフティネットの構

築が必要となってまいります。 

 特に、高齢者のひとり暮らし対策は、早急に

具体化しなければなりませんし、全国では高齢

者の１５．６％、４５７万７，０００人が単身

で生活を送っていて、男性の１０人に１人、女

性の５人に１人にまで達しているといわれてお

ります。 

 ひとり暮らしの高齢者は、引き続き増加が見

込まれ、団塊の世代が６５歳を超える２０１５

年以降は急増し、２０２０年には人口の４割が

単身世帯となることが示されておりました。 

 昨年夏に見られたような高齢者の所在不明問

題のような事態を、二度と引き起こさないため

にも、地域ぐるみで高齢者を見守る仕組みが必

要ではないかと考えています。 

 そこで、現状の認識と、具体的な見守り強化

策を提案をしたいと思います。 

 初めに、本市の実態でありますが、高齢化率

が２８．７２％、実数として６，５３１人、そ

のうちの９４７人がひとり暮らし高齢者であり

ます。 

 介護認定者は２１０人、うち約４３人が認知

症患者となっております。 

 単身世帯の増加、特にひとり暮らし高齢者の

実態や、認知症患者の実態について、どのよう

な認識を持っておられるのか、お伺いをいたし

ます。 

 続いて、ひとり暮らしの高齢者や、高齢者の
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みの世帯、また常時、注意が必要な高齢者がい

る世帯が年々増加している中で、高齢者が住み

なれた地域で、安心して生活できるようにする

ためには、介護サービスを初め、さまざまなサ

ービスが高齢者のニーズに応じて、継続して提

供される必要があります。 

 こうした高齢者の生活を支える役割を果たす

ための総合的な機関として、地域包括センター

が設置をされておりますが、ひとり暮らし高齢

者の見守りは、地域においては既に老人会であ

るとか、社協、民生児童委員などが行っておら

れますが、日ごろからの安否確認を、今後は地

域の社会資源としての薬局や新聞販売店、郵便

事業会社や消防署、地域医療機関などの連携や

協力、情報提供などが考えられると思います。 

 そこで、地域包括支援センターを中心にした

見守るということに関して、民間事業者と連携

して、強化する施策は考えられないのか、お伺

いいたします。 

 また、高齢者の方、急病や、災害などで動け

なくなったとき、駆けつけた救急隊員が迅速か

つ適切に救援活動ができるよう、かかりつけ医

や服薬内容などの医療情報を、あらかじめ自宅

に保管しておく緊急医療情報キットというもの

がございます。 

 緊急医療情報キットは、円筒状のプラスチッ

ク容器、Ａ４サイズの書類を丸めて入れられる

ようになっておりますが、この中に病歴や服薬

内容、かかりつけの病院などの医療情報を入れ、

自宅の冷蔵庫に保管をしておきます。 

 このキットが家の中にあることを示すための、

玄関ドアの内側に張るステッカーや、冷蔵庫の

扉に張るマグネット式ステッカーもセットにな

っております。 

 これは、緊急時、災害時において、駆けつけ

た救急隊員の迅速な措置が可能になるというこ

とであります。本人が用意するものは、健康保

険証のコピーや、本人確認できる写真などです。

本市においても、この災害緊急時などに、高齢

者、障害者、介護認定者、６５歳以上の要支援

者の安全、安心のために、緊急医療情報キット

を作成し、対象者に配付できないか、お伺いを

いたします。 

 最後に、介護予防のために、市町村が行う地

域支援事業の一環として、介護支援ボランティ

アを行った高齢者に対し、換金できるポイント

を与える介護支援ボランティア制度が平成１９

年にスタートをしております。 

 ６５歳以上の人が、特別養護老人ホームなど

の高齢者施設で配ぜんの手伝いや高齢者の話し

相手などのボランティア活動を行うとポイント

がもらえ、ためたポイントを現金に交換できる

ということです。 

 結果的に、介護保険料の負担が軽減されると

いう仕組みであります。対象になる活動やポイ

ントの換算方法などは、自治体によって異なり

ますが、多くは、１時間当たり１００円程度の

換算で、年間５，０００円を上限としています。 

 中には、ポイントを特産品や地元の商店で使

える地域通貨や、商品券にかえられるほか、福

祉団体に寄附できる自治体もあるようでありま

す。元気な高齢者の社会参加を促し、介護予防

につなげるとともに、地域を活性化させるのが

制度のねらいであります。 

 換金などの経費は介護保険から支出するため、

財政負担を懸念する声もありますが、東京都稲

城市では、市内の高齢者の２．２％に当たる約

３００人が参加した平成２０年の実績をもとに

試算したところ、介護予防効果がポイント換金

の負担を上回り、高齢者一人当たり月額で約１

１円、費用削減効果があったと報告をされてお

ります。 

 稲城市の高齢者福祉課では、参加者がさらに

ふえれば、効果も高まるのではと期待をされて
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いるようであります。 

 高齢化の進行で介護保険の給付額がふえ、今

後も介護保険料の上昇は避けられない見通しで

あり、２４年度からは、６５歳以上の保険料が、

全国平均で月額５，０００円を超える可能性が

あると指摘もされております。 

 保険料抑制策として、介護支援ボランティア

制度の導入を提案し、市長の所見を伺いたいと

思います。 

 また、私たち公明党は、一昨年の１１月、１

２月、全国で取り組んだ介護総点検で、約１０

万人の介護現場の声を集め、これをもとに、新

介護公明ビジョンを作成をしております。 

 このビジョンにおいて、介護保険料の軽減策

の一つとして、介護保険を３年間利用しなかっ

た６５歳以上の元気な高齢者に対し、介護予防

に取り組んでいることを評価し、お元気ポイン

トのような介護保険料や、サービス利用料の負

担を軽減するポイントシステムの導入を、この

ビジョンの中で提言をしております。 

 この点についても、市長の御所見を伺いたい

と思います。 

 次、地域防災についてであります。 

 去る９月３日、本県に上陸した台風１２号の

集中豪雨により、紀伊半島地方に死者、不明者

１０４人、奈良県、和歌山県においては、川の

はんらんや土砂崩れにより、道路が寸断され、

９月６日時点で２６地区、２，５００人が孤立

をするという、大変な災害を引き起こしました。 

 今回、住民への避難勧告、指示が出された地

域で実際に避難した住民が少なかったこと。あ

わせて、避難勧告の指示が出されていない地域

で、被害が拡大したという状況があったことを、

新聞報道されておりました。 

 このような実態を踏まえ、本市においても、

住民への情報伝達のあり方や、自治体の防災対

策を再検証する必要があるのではないか。そこ

で伺います。 

 本市においても、台風１２号の集中豪雨のよ

うに、孤立集落が出ることは十分考えられるこ

とであります。山間部や沿岸地域にある集落の

自主防災組織と、災害に備えてのシミュレーシ

ョンを行い、防災訓練、避難訓練をしておく必

要があるのではないか、お伺いをいたします。 

 続いて、私の住んでおります野地、小川、草

木薮、また高石といった地域には、緊急放送屋

外施設がございません。このように、緊急放送

が入らない地域は、市内にどのくらいあるのか、

お聞きをいたします。 

 また、防災行政無線が未設置の地域や、設置

されていても聞こえづらい地域も多くあり、災

害時の緊急情報は一人一人に確実に伝えること

ができるかできないかで、生死を分けることに

なります。 

 周辺市町村では、告知情報端末が全戸に取り

つけられているところもあり、先日は、須崎市

がラジオ電波を使った防災情報端末を全戸に配

布することを決めております。 

 本市はどのような対策を行うのか、お伺いを

いたします。 

 次に、このような自然災害で、高齢者や障害

者の皆さんが逃げおくれないように、市町村が

情報伝達の方法など、事前に定めることになっ

ている避難支援全体計画はでき上がっているの

か、お伺いをいたします。 

 最後に、６月議会で質問しました、被災後、

家を失った住民が、生活再建に向けて、なくて

はならない罹災証明の発行から、支援金や義援

金の交付、また救援物資の管理、仮設住宅の入

退去など、一元的に管理できる被災者支援シス

テムについてでありますが、市長は、答弁の中

で、今後、当市でも使用するに当たっての問題

や、課題について、再検証を行い、いいシステ

ムであれば、取り入れていくとおっしゃられて
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おりましたが、どのような検証を行われてきた

のかお伺いをいたしまして、最初の質問を終わ

ります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。野々下議員の一般質問にお答えをいたし

ます。 

 ただいま、るる、いろいろなお話がございま

した。いろいろな、いつも大変よい提案をいた

だいている状況でございまして、今回も非常に、

我々にとって参考になる提案をいただいたとい

うふうに、私は思っております。 

 宿毛市の高齢者の関係、それからひとり暮ら

し、そして認知症患者等の実態ということもご

ざいまして、いろんな御説明を受けたわけでご

ざいます。 

 昨日、敬老の日で、各地にも出かけていきま

して、老人が、保育園の生徒さんであるとか、

地域の人たちのいろいろなもてなしを受けたと

いうふうな形で、お年寄りたちが大変喜んでい

たという事実もございます。 

 そういった形で、地域の皆さんが、やっぱり

こういった高齢の方々と一緒になって、いろん

なことをするというふうなことが、非常にすば

らしいことだというふうに、私自身感じたとこ

ろでございます。 

 宿毛市の高齢者。高齢者、６５歳を高齢者と、

一応、定義づけているわけでございますけれど

も、ただいま、いろんな政府からの発表のこと

もございましたけれども、１００歳以上の方が、

宿毛市には１６名ほどおられます。それから、

６５歳以上の方が、今、人口が２万２，７５８

人おりますが、６，５４４人という数字で、高

齢者、いわゆる６５歳以上の方が、全体の人口

に、比率でいいますと２８．７５％というふう

な宿毛市の人口構成になっておるわけでござい

ます。 

 野々下さんから、さまざまお話がございまし

たが、基本的には、やはり私自身も親子、それ

からじいちゃん、ばあちゃんが一緒になって、

やっぱり暮らせるという家族構成というものが、

日本の非常にいい社会だというふうなことは思

っているわけですが、何さま高校を卒業したら

都会に出ていくとか、そのまま就職していくと

いうふうなところで、親御さんが残されたり、

または高齢者になっても、ひとり暮らしをせざ

るを得ないとかいうふうな、いろんな事情があ

るというのも、我々の社会情勢かなというふう

なことを思っているところでございます。 

 るる御質問がありました件につきまして、一

つずつ答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど申しました宿毛市の高齢者の実態では、

他の、この幡多地域と同様でございますが、増

加傾向にあります。特にひとり暮らしの高齢者

世帯に対する日常的な見守りであるとか、緊急

時の支援策につきましては、きめ細かな対策が、

今後ますます求められていくというふうなこと

を、認識をしているところでございます。 

 高齢者支援の一つとしまして、ひとり暮らし

の高齢者や、高齢者のみの世帯、それから障害

のある方などが、災害のときとか、日常時にお

ける支援を、地域の中で受けられるようにする

ための施策といたしましては、宿毛市災害時要

援護者登録制度というのをセットしております。 

 この制度は、平成２１年度に制定をしまして、

地域での支援を希望する方からの届け出により

まして、要援護者台帳を整備しておりまして、

登録者には見守りカードを配布しまして、関係

機関に台帳の副本を保管することで、関係者間

での要援護者の把握と、共有を行っています。 

 この「届け出により」というところがござい

ますが、どうしても個人情報の関係等がござい

まして、こういった「届け出により」というふ

うなことで、させていただいているわけでござ
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います。 

 あとは、地域の社会資源、先ほどございまし

た電力の検針者だとか、新聞配達の人だとか、

こういった方々を社会資源というふうな呼び方

を、今、されているようでございますが、こう

いった方々の協力を得た高齢者の見守りにつき

ましては、現在、高知県の取り組みの中で、県

と、高知県民生委員児童委員協議会連合会と民

間業者との間で、高知県における地域の見守り

活動に関する協定の締結がございまして、新聞

販売所とか、電力会社等、日ごろから地域住民

と接する機会の多い事業者が、商品の配達であ

るとか、メーター検針のための各戸訪問時にお

いての声かけであるとか、異変に気づいた場合

には、関係機関へ連絡するなどの体制が整備さ

れています。 

 現在、協定は７つの事業者でございますが、

市内でも見守り活動が行われているところでご

ざいます。 

 ただ、７つの事業者と申しましても、宿毛市

に全員が、事業者があるとは限っておりません

ので、宿毛市といたしましても、この事業者環

境をこれからふやしていく施策が必要ではなか

ろうかというふうなことを思っております。 

 宿毛市における高齢者の見守りにつきまして

は、宿毛市食の自立支援事業、それから宿毛市

緊急通報装置給付貸与事業、それからＳＯＳネ

ットワークシステムなどがございまして、日常

から緊急時におきまして、さまざまな機関と連

携した支援のネットワークが構築されておりま

す。 

 ある一定の役割を果たしていると、これが認

識をしています。 

 しかしながら、今後、予想される高齢者の単

身世帯の増加、それから高齢者のニーズとか状

況、状態の変化に応じた対応が、いろいろな対

応が求められるというふうに考えますので、こ

れまで以上に、地域の実態によって、把握して

いる宿毛市民生児童委員会協議会とか、地域包

括支援センターとの連携を密にしまして、高齢

者の暮らしを守る活動を推進していかなければ

ならないというふうに認識をしております。 

 次に、緊急医療情報キットの導入でございま

すが、これは緊急医療情報キット、野々下議員

からも御説明ございました、個人の体に関する

こと。医療関係書類ということになろうかと思

いますが、宿毛市では、これにかわるものとい

たしまして、宿毛市災害時要援護者登録制度の

登録者に、宿毛市見守りカードというものを配

布しておりまして、この見守りカードには、本

人の基本的な情報のほかに、家族とか親族など

の緊急連絡先、それから災害時などに支援いた

だく地域支援者、それからかかりつけの病院、

車いすやつえ、服用薬など、日常に必要な生活

用具など、申請時に提供していただいた情報が

記載をされておりまして、冷蔵庫に保管する緊

急医療情報キットとは、ちょっと形状が異なり

ますが、内容につきましては、同じような形で

はなかろうかというふうに思っております。 

 ファスナーつきのクリアケースでございます

ので、見守りカード以外の書類を収納すること

は可能でございまして、機能として、十分、果

たせるんではなかろうか。 

 これは、今、ここに持ってきておりますが、

こういったクリアケースでございまして、この

中に見守りカードの、いろんなことを書くとこ

ろがございます。 

 それから、支援組織の連絡先、電話番号等も

書いておりまして、御本人に関して、余り、別

にプライバシー的なことの、立ち入ったことで

はなくて、ここを救護支援するときには必要な

ことを書かせていただくというふうな状況のも

のを導入しておるところでございます。 

 次に、介護支援のボランティア制度の導入で
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ございます。非常によい御提案だというふうに

思います。 

 一応、介護支援ボランティア活動は、介護保

険制度におきます地域支援事業を活用すること

で、地域の高齢者が他の高齢者のために介護支

援ボランティア活動を行うことによりまして、

みずからの介護予防に役立つ取り組みを行うこ

とを目的としているところでございますが、具

体的には、高齢者が介護支援ボランティア活動

をすることで、社会参加をしていく。また、活

動を通じまして、お互いに助け合うことで、地

域貢献を行うとともに、ボランティアを通じま

して、自身の健康増進とか、介護予防を図って

いくことを支援する内容となっております。 

 多数のボランティア参加によりまして、介護

予防が推進されまして、介護保険料の抑制とな

っていくのは、野々下議員御指摘のとおりでご

ざいます。 

 御提案いただいた制度の導入につきましては、

市内のボランティア活動参加状況などの現状把

握をするということ。それから、高齢者の介護

予防に役立つ取り組みの一つの方法としまして、

費用対効果も考慮しながら、検討もしていきた

いというふうに考えております。 

 それから、公明党の１０万人の声を聞くとい

うふうなことの御提案ございました。そういっ

た形での、介護保険を利用しない人に対するポ

イント制ということも、これは非常によいこと

かなというふうなことを、今、思っておりまし

て、どういった形でできるか、ちょっとまた検

討もさせていただければ幸いでございます。 

 次に、地域防災対策でございますが、まず、

集中豪雨による孤立集落対策でございます。こ

の孤立集落対策につきましては、各市町村でも

大きな課題となっています。 

 県内の市町村と、高知県の防災担当職員で構

成をいたします市町村課題検討会の中でも、大

きなテーマの一つとしてあがっているところで

ございまして、その中で孤立の定義について、

議論を行ったということでございまして、高知

県内では、がけ崩れなどの危険箇所が、県内で

１万８，１２２カ所あるそうでございます。 

 それから、宿毛市内では、５９４カ所が指定

されておりまして、この指定箇所のどこが崩れ

るかによりまして、これは孤立する集落の位置

とか、範囲が大きく違ってくるというふうにな

って、定義を定める。そういったことで定義を

定めるのではなく、それぞれのケースによって

判断していくということが必要ではなかろうか

というふうな、この会議での結論となっている

ところでございます。 

 その中で、大きく分けまして、各国道、県道、

主要市道、その他の市道の寸断というふうに、

各ケースにより考えていく必要があるとの見解

が、結果として出されて、この市町村課題検討

会の結果として、出されているところでござい

ます。 

 これを踏まえまして、一自主防災組織の枠を

超えまして、近隣の自主防災組織との連携であ

るとか、通信手段の確保、地域内での備蓄等を

含めまして、救助が来るまでの、地域内でどの

ような対策を検討していく必要があるかを、協

議しなきゃいけないというふうに考えておりま

して、現在、沿岸部の津波避難対策を中心に進

めていますが、今後は山間部の孤立対策も、同

時に進めていかなきゃいけないというふうなこ

とを考えておるわけでございます。 

 次に、緊急放送の屋外施設でございます。 

 まず、現在、当市で防災行政無線の放送施設

を設置している地域でございますが、津波から

の避難を目的にしまして、５６基の屋外子局を

津波浸水予測地域に設置しております。 

 津波浸水予測地域以外の地域には、今のとこ

ろ設置をしていない状況でございます。 
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 また、この消防無線は、宿毛市内に２３基を

配置しています。この二つの緊急放送屋外施設

で対応できない地域でございますが、野々下議

員からのお話もございました、草木藪から高石

にかけての地域、それから中角、押ノ川、都賀

川、小三原、山奈、平田の一部などの地域が、

緊急放送施設がない地域となっています。 

 次に、告知情報端末やラジオ電波を使った防

災情報端末の配備でございますが、現在、防災

行政無線が設置されてない地域とか、聞き取り

にくい地域がございまして、いろいろな情報伝

達手段を検討しているところでございます。 

 私も９月４日の防災訓練に、実は宿毛土木事

務所へ行きまして、市役所からそっちへ向かっ

たわけでございますけど、サイレンの音が非常

に小さく、聞こえない状況でございました。こ

れはもう、非常に認識を強くしたところでござ

います。 

 屋外緊急放送、これはやはり野々下議員おっ

しゃるように、一人一人に確実に、津波が来る

ぞといっても、これは山の人には関係ないとい

うことではなくて、宿毛市全域の人たちに、山

に住んでいる人も海岸端にいるかもしれません。

そういったことも、いろんな、含めた形で、伝

達をきちんとしていかなきゃいけないというふ

うな認識を持っているところでございます。 

 いろんな情報伝達手段が、非常に機器の関係

で伝わりにくい状況というのは一応認識してお

りますが、その中で、ことしの７月１９日に導

入をいたしましたのがエリアメールでございま

す。 

 宿毛市内にいますＮＴＴドコモの携帯でござ

います。これは、１社に、今のところ限られて

おりますが、ほかでもまた、働きかけもしてい

きたいというふうに思っておりますが、ドコモ

の携帯に対しまして、一斉に情報発信できると

いうものでございます。 

 この機種によっては、ドコモの関係も受信対

応ができていないものもございますが、この導

入によりまして、多くの方への伝達が可能とな

っています。 

 そのほか、今現在、検討しているものでござ

いますが、ラジオ電波を使った防災情報端末の

整備も検討しておりまして、今後の防災行政無

線のデジタル化を含めて、検討を行っておりま

す。 

 また現在、各地域に設置してありますコミュ

ニティーの放送施設と、防災行政無線を連動さ

せることができないか、そういったことも考え

ておりまして、多くの方に、複数の手段を用い

て、情報を伝達できるような検討を進めていま

す。 

 次に、高齢者や障害者への避難支援全体計画

でございます。この内容につきましては、６月

議会での髙倉議員への、一般質問と同じ回答に

なろうかと思いますが、宿毛市では、ひとり暮

らしの高齢者とか、障害のある方などが、災害

時や日常時における支援が必要な方に対しまし

て、行政、自主防災組織、民生委員、児童委員、

近隣の方など、地域が連携して、地域の中で支

援が受けられるようにするための、先ほども申

しました宿毛市災害時要援護者登録制度を２１

年度に制定をいたしまして、災害時における地

域での支援を希望する方からの届けによりまし

て、平成２２年度に要援護者台帳を整備したと

ころでございます。 

 この要援護者の支援につきましては、地域の

方々に、地域支援者として御協力をいただくこ

とになっていますが、平成２３年度事業で要援

護者台帳の更新とあわせまして、具体的な避難

誘導の方法とか、避難経路等の宿毛市避難支援

プラン全体計画を策定することにしております

が、ことし３月に発生しました東日本大震災に

よりまして、全国的に避難場所とか、避難方法
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等、防災計画の見直しがなされるような状況に

ございまして、本市におきましても、市民の

方々の意見とか、東日本の被災地の状況などを

踏まえまして、防災計画の見直しと並行しなが

ら、取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、被災者支援システムの検証でございま

す。６月議会で質問がございました。被災者支

援システムでございますが、６月議会以降の対

応といたしましては、このシステムを使うため

のインストールキーの発行申請を行いまして、

利用許可をいただいております。 

 このインストールキーを使い、被災者支援シ

ステムのデモサイトに入りまして、システムの

デモを行っておるところです。 

 担当者がデモを体験した感想を申し上げます

と、数日間の研修を受ければ、システム自体は

使用可能ということでございます。 

 使用についての課題も何点かございまして、

まずその１点目としまして、被災時には、だれ

がそのシステムの操作をするかということがわ

からないために、全職員が操作可能にしておく

必要があろうかというふうなところです。 

 また、地震だけではなくて、各種の災害でも

使用できるために、各担当課で操作できるよう

に、被災者支援システム用の単独のパソコンを

各課に配備しまして、専用のサーバー等を設備

する必要がございます。 

 ２点目としまして、このシステムは、被災後

に使用するために、現庁舎に設置しておけば、

使用できないことも予測されます。 

 そのために、災害発生後のことを考え、同じ

システムを入れたパソコンを、本庁舎以外へ配

備していく必要がございます。 

 それから、３点目としましては、被災後に住

基情報をＣＳＶ形式でシステム内に取り込む必

要がございまして、住基情報をいつ、どこで、

だれもが取り出せる体制づくりが必要でござい

ます。個人情報との関係が、そこで出てくるん

じゃなかろうかというふうなことが、課題とし

てございます。 

 この３つの課題について、現在、検討してい

るところでございまして、今後、導入に当たり

まして、被災者支援システム全国サポートセン

ターとかの情報担当と協議、連携をとりながら、

導入に向けて検討したいというふうなことを、

今、考えているところでございます。 

 今、るる申し上げたことにつきまして、御提

案していただきましたこと、そしてまた答えた

ことに対しましては、いずれにせよ災害がいつ

来るかわからないという状況でございますから、

我々としては、早急な対応をしていく必要があ

ろうかというふうなことを認識しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 大変詳しく説明をい

ただきまして、ありがとうございます。若干で

ありますが、再質問をさせていただきます。 

 高齢者でひとり暮らしをされている方は、ふ

だん、たとえ体が元気であっても、いろいろな

不安を抱えて過ごされていることだと思います。 

 その中で、日常、だれかが声をかけてくれる

というのは、少しでも不安が解消されるのでは

ないかと思います。前向きに７つの、業者等と

の計画もされているということでありますので、

前向きに取り組んでいただいているということ

ですので、どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次に、医療情報キットについてですが、本市

では、宿毛市見守りカードという形で、ほぼ同

じ内容での取り組みをされておられるというこ

とで、先進的な取り組みだと思います。 

 そこで、本市の見守りカードの配布人数、利
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用状況はどうなっているのか。また、本市では、

早くから、先ほどありましたけれども、緊急通

報システムを取り入れられておられます。わか

れば利用状況を教えていただきたいと思います。 

 続いて、介護ボランティア制度についてであ

りますが、東京の稲城市というのは、自治体規

模がちょっと違いますよというような答弁であ

ったように思いましたが、稲城市は、全国でも

最も先進的な市として、よく比較されていると

ころですが、今、全国で５３の市町村で、この

取り組みをされていまして、その中の３市町が、

この四国の中にございます。 

 一つは、愛媛県久万高原町と、香川県小豆島

町、徳島県鳴門市ですが、少し久万高原町での

取り組みを紹介をしておきたいと思います。 

 久万高原町は、平成２１年７月からの取り組

みをされておりまして、３年目を迎えておりま

す。 

 １年目の登録者数は１７６名、昨年は７１名

で、ボランティアの内容は稲城市とほとんど一

緒の内容となっております。ほとんどの方が、

何らかの形で、ボランティア活動に参加をされ

ているそうであります。 

 その中に、初年度に換金された方が２２名で、

７万４，０００ポイント。ほとんどの方は、本

人の介護予防や健康維持のため、またボランテ

ィア手帳に判を押してもらえるのが喜びでとい

うようなことで、換金をされなかったそうであ

りますが、介護保険の中の地域支援事業として

の介護保険料の２分の１、また、国、県、市そ

れぞれ２分の１、４分の１の予算を財源にして

いることから、計算すると、市の支出というの

は９，２５０円となります。 

 この９，２５０円で１７４人余の方が、介護

支援ボランティア活動に参加されたということ

に、この久万高原町ではなったようであります。 

 昨年度も、少し換金につながったけれども、

ほぼ同じ内容だったといわれております。 

 小豆島町、鳴門市については、ボランティア

養成講座を受講しなくては登録できないという

システムになっておりまして、それぞれ７３人、

６０人という登録者数で、換金率は約３０％未

満ということでありました。 

 当然、皆さんの換金率が低いからといって、

導入できるという問題ではありませんし、本市

の市民のニーズもあろうかと思います。 

 私も、高齢化の進行によって、ふえ続ける介

護給付費の抑制の一翼を担えればとの思いで提

案をしております。執行部の皆さんにおかれま

しては、先進地の情報をいただくなり、視察に

行くなりして、勉強をしていただくことを、再

度、提案をしておきたいと思います。 

 次に、地域防災についてですが、情報伝達制

度については、検討中ということで、財政的な

こと、また電波のデジタル化等々、乗り越えな

くてはいけない課題もたくさんあろうかと思い

ますが、しかし、市民を守るためには、全員に

判断基準となる情報が、正確に伝わることが基

本であろうかと思います。 

 デジタルでもアナログでも、正確に、早く、

市民に届く方法でお願いをしたいと思います。 

 また、避難支援全体計画についてですが、本

市においては、既に２２年度から取り入れて、

運用されているということですが、そこでお聞

きをいたします。災害時要援護者の台帳登録は、

対象者に対してどのくらいの登録をされている

のか。また、要援護者に対する支援者の人員確

保については、どの自治体も御苦労をされてい

るようでありますが、本市の状況はどうなって

いるのか、お伺いをいたします。 

 最後に、被災者支援システムについては、前

向きに取り組みをしていただいているというこ

とで、担当者が数日間の研修を受ければ可能で

はないかというような話でございましたので、
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どうか前向きに、今後、取り組んでいっていた

だきたいと思いますので、そういうことで再質

問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、野々下議員の再

質問にお答えをいたします。 

 ただいま、介護ボランティアのことも出まし

たので、介護予防といいますか、いわゆる保険

料が安くなるのは、財政的にも非常に助かると

いうことで、よく認識はしているわけでござい

ます。 

 御提案として、小豆島、鳴門市、久万高原町

ですか、四国の中でもこういったことを実施さ

れているということでございますから、機会を

見つけまして、勉強に行かせるとか、そういっ

たこともちょっと検討させていただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、緊急情報のことは、本当に市民一

人一人が、実際の警報であるとか、情報をきち

んと把握できるような形を、ぜひ取っていかな

きゃいけないということは、重々わかっており

ます。 

 まだその機器の設置が、全体で追いついてい

ないというのが現状でございます。この現状を

早く打開をしなきゃいけないというふうな認識

も持っておりまして、災害時には、皆さんがや

はり早く、その現場、命を守るということの情

報を、きちんと把握していただくということが、

我々も大切になってくるというふうに思ってお

ります。 

 先ほどの御質問ございました、要援護者登録

台帳へ登録していただいた方に対して、見守り

カードの交付でございますが、見守りカードの

交付につきましては、現在、１，２４０名とい

うふうになっております。 

 緊急通報装置の交付件数につきましては、直

近の数字では１１３名というふうなことでござ

いまして、これ、ぜひ皆さん、登録された方が、

全員が見守りカードというふうなことの登録を、

ぜひしていただければありがたいかなというふ

うなことを思っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） 見守りカードについ

てでありますが、現在、１年ほどの取り組みだ

ということを伺っております。また、緊急通報

システムにしても、関係者以外の皆様への、本

市が行っているような、このような福祉サービ

スの内容の周知徹底が、まだ少ないように思い

ます。さらなる周知徹底をお願いをしたいと思

います。 

 要援護者に対する支援者の人員確保というの

は、どこの自治体でも大変だと思います。ひい

ては、この防災の担い手の育成や、災害時の防

災力の向上につながっていくことですので、人

員確保は大変でありますけれども、努力を惜し

まず、取り組んでいただきますことをお願いい

たしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、野々下議員、ま

ことに申しわけございません。事務方の、ちょ

っと手続ミスでございまして、訂正をさせてい

ただきます。 

 宿毛市の緊急通報装置を使っての数を、先ほ

ど１１３名と申し上げました、これ４０名の誤

りでございましたので、御訂正をよろしくお願

いします。恐れ入ります。 

○議長（中平富宏君） この際、１０分間休憩

をいたします。 

午前１０時５０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時００分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 
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 ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） ３番、山戸です。質問

の機会をいただきましたので、私は、地域防災

計画と、業務継続計画、ＢＣＰですね、並びに

情報セキュリティーの問題に関して、市長にお

尋ねいたします。 

 去る３月１１日発生した東日本大震災は、私

たちに大地震と津波に対する認識の甘さを突き

つけるとともに、既存の地域防災計画は、新た

な想定指数を基盤としたものへと見直し、改編

が不可欠な状態となりました。 

 そして、同時に、これまで地域防災計画の視

点に関して、ほとんどの地域防災計画には、行

政の被害についての記述がない。大災害が発生

しても、行政が所有する資源の減少はないとい

う前提のもとで、防災業務を遂行する計画にな

っているとし、地域防災計画を発動しなければ

ならないような大災害が発生したならば、当然、

行政自身も大きな影響を受けるはずである。 

 例えば、職員の動員可能人数の著しい減少や、

庁舎への物理的被害、長期の停電や、通信手段

の途絶などが発生すれば、地域防災計画は、現

実には機能しなくなる恐れがあると、その問題

点を指摘する声も聞かれるようになってきまし

た。 

 岩手県大槌町や、宮城県南三陸町等における

庁舎の損壊状況や、職員の皆様方の遭遇された

あの痛ましいありさまは、本市においても、決

して無視できる状況でないことは、皆様御承知

のとおりです。 

 行政はあてにならない。自分たちの命は自分

たちで守るしかない。自主防災組織を通じての

地域単位での活動や、個人レベルでの活動は、

緊急時の行政の対応できない部分を、市民みず

からの手で埋めていく重要な活動であることは、

言うまでもありません。 

 しかしながら、そのような組織や個人がどん

なに逆立ちしても、どうにもならない問題とし

て、行政によって日常的に管理、保管されてい

る市民の各種情報へのアプローチと、その開示

という問題が存在します。 

 災害発生による混乱の時期を乗り切った自主

防災組織の事後の活動と、市民の生活再建を保

障していくためには、災害対応のための計画と

しての地域防災計画とは別途に、地域住民の生

命、身体、財産や、生活を保護していくために、

行政が日ごろ行っている通常業務という形で、

継続的かつ優先的に回復させ、維持しなくては

ならない、多様な業務が不可欠な要素として要

求されることになります。 

 その作業は、平常時とは異なって、被災し、

弱体化した行政機関の、いわば残された機能、

組織をどのように活用するのか。どのように代

替機能を確保し、運用するかにかかってきます。 

 そのような観点から、大災害等の発生時には、

災害対応緊急業務、いわゆる地域防災計画にプ

ラスして、行政の人的・物的機能の低下した状

況下にあっても、遂行されなくてはならない通

常業務の重要業務、業務継続計画、ＢＣＰとい

います、のこの２方面の計画があってこそ、地

方公共団体の使命をより確実に発揮できるよう

になると指摘する声があるのは、理の当然であ

るといえましょう。 

 ＢＣＰ（ビジネス・コンティニュイティ・プ

ラン）企業においては事業継続計画、行政機関

に関しては業務継続計画と訳されるこの言葉は、

企業がその内外で発生する各種の災害、例えば

大規模自然災害から火災、テロリストによる攻

撃、サイバー攻撃や、さらには新型インフルエ

ンザの大流行等々、さまざまな災害や事故によ

って、活動機能が大々的に損なわれる。 

 そのような事態に備えて、被災後も速やかに

事業の回復、継続ができるよう、事前に優先事

項や欠損部分を補うための補完体制、代替機能
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の確保などの対策を講じておくという観点から、

出発したとされています。 

 平常時にも、常にその体制を点検し、業務の

停滞を防止するという意味では、単に有事の際

のみならず、平常時の安全性の確保という点で

も有効な計画であるとされています。 

 現に、あの東日本大震災直後、宮城県名取市、

あの仙台空港や、たびたびテレビでも取り上げ

られる閖上地区のあるところですが、死者９１

１人、行方不明者７３人という痛ましい被害に

遭われたその名取市の、あるリサイクル業者は、

海岸近くにある廃油や廃プラスチックの再処理

工場が、タンク１５基の３分の２を流出し、プ

ラント建屋も破壊されるという大被害に見舞わ

れながらも、廃油改修業務は、震災後、約１週

間で再開。 

 ３月２２日には、残ったタンク車と設備で、

工場排水の中和処理も再開するなど、とてもあ

の惨状からは想像もできない、早期の立ち上が

りを、私たちに見せてくれました。 

 このことは、ＮＨＫのテレビで報道されたと

おりです。 

 ことし１月に策定したＢＣＰが奏功したと、

武田洋一社長は語っています。 

 会社は、震災直後、従業員４０人を避難させ、

登記上の本社がある内陸側の民家に本社機能を

移した。廃油回収の再開に当たっては、県内の

同業者と連携した。 

 ＢＣＰ業務継続計画には、運送業者など、支

援を頼める協力会社を盛り込んでいた。排水処

理などを柱に、売上高を５割減にとどめる想定

もしていた。 

 武田社長は、どの設備を復旧させるかなどの

手順を決めていたのが大きかったとも語ってい

ます。 

 さて、前置きが長くなってしまいました。こ

こで市長に御質問いたします。 

 現在の宿毛市地域防災計画の中に、災害対応

緊急業務とは別に、行政の日常業務の延長とし

て、継続的かつ優先的に行わなくてはならない

事項が、どの程度勘案されているか。また、今

後の計画策定に、先述いたしました災害対応緊

急業務、つまり地域防災計画プラス通常業務の

重要業務、つまりＢＣＰ業務継続計画の２方面

の計画を反映していくおつもりか、お尋ねいた

します。 

 行政全般としての業務継続計画ＢＣＰとなる

と、地域住民の生命、生活、財産の保護だけで

なく、行政サービスの維持、その中には保健や

福祉への対応、緊急時被災時における道路、水

道、港湾等の復旧整備等々、膨大な因子を勘案

することとなります。 

 それは、企業などの特定分野に限定した活動

とは違う、行政の持つ広範な管掌分野を考えれ

ば当然のことであり、ちょっと手軽にできるこ

とではないというのが、私自身の印象でもあり

ます。 

 そこで、総務省は地方公共団体におけるＩＣ

Ｔ部門の業務継続計画ＢＣＰに関するガイドラ

インを策定し、公表しました。 

 もともと企業の業務継続性という観点から発

したものであったとはいえ、活動を速やかに回

復し、事業の継続性を確保するための計画とい

う点においては、中央の各省庁、県レベルの行

政機関、市町村においても共通するものであり、

あらゆる規模の地方公共団体を対象に、大地震

を主たる対象事象として想定し、被害を最小限

度にとどめ、被災後の早急な対応を可能にする

措置として、先ほど、私が申しました通常業務

の重要業務の中でも、特に情報通信技術、ＩＣ

Ｔ部門に絞った形で、業務継続計画ＢＣＰ策定

のガイドラインとして、平成２０年８月に公表

されたものがそれであります。 

 情報通信業務と聞くと、ややもすれば各種の
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防災警報や被害状況、あるいは避難者の状況の

把握など、災害時の迅速な対応を行うための連

絡業務と、イコールの印象で語られる傾向があ

るように思われます。 

 もちろん、迅速な避難を促し、状況の正確な

把握や広報、さらには被災者の支援のための情

報通信機能が重要であることは言うまでもない

ことであり、整備、充実が図られなくてはなら

ないことは、言を待たないことであります。 

 しかし、もう１点、それとは違った角度での

情報通信業務が存在しています。 

 市民一人一人の存在を立証し、権利を保障し、

義務を確定することを通じて、市民一人一人の

社会的基盤を構成するとともに、市民それぞれ

の正確な安定性を確保している数々の情報管理

は言うまでもなく、行政としての業務そのもの

の多くが電算化され、集中的に電子信号によっ

てやりとりされ、補完される現在は、そのよう

な情報通信社会であります。 

 情報通信技術ＩＣＴに依存した私たちの社会

は、一瞬にしてその情報のすべてを失う可能性

を持った、そして、そのような事態を予防し、

対処するために、多大な努力を必要とする社会

であります。 

 もしも行政の日常的な業務の基盤となってい

る市民個人個人に関する情報が破壊され、失わ

れる事態が発生したとすれば、その回復には膨

大な労力と時間と、そして経費が必要となるこ

とは明らかであります。 

 もしも大規模災害時に、不幸にもそのような

事態が発生し、市民生活の再生に不可欠となる

情報の開示など、早急な対応が望めないような

ことになれば、行政の管理する情報の混乱や欠

如によって、市民のこうむる被害発生後に生じ

る二次的被害は、いやが上にも拡大せざるを得

ない状況となりましょう。 

 先般、６月議会において、野々下議員から、

西宮市の開発した被災者支援システムの紹介と、

導入の可能性に関する質問がなされました。市

長はその際、今後、当市でも使用するに当たっ

ての問題や課題について、再検討を行いたいと

答弁され、先ほどの答弁において、その導入、

活用については３点の課題を挙げられながら、

導入に向けて検討したい旨の御説明がございま

した。 

 住民基本台帳、家屋台帳、被災状況の調査結

果を統合して、罹災証明書の発行から支援金や

義援金の交付、支援物資の管理、仮住宅の入退

居など、一元的に管理できるとされるその被災

者支援システムは、ぜひとも導入活用に向けて、

前向きな対処をお願いしたいシステムでありま

す。 

 しかしながら、今回、私が懸念する問題は、

南海大地震の震度６弱から強、さらには７、加

えて大津波の襲来が予想される中にあって、現

在、機能している本市のＩＣＴ情報通信技術の

システム本体が、果たして正常に機能するか否

かという点にあります。 

 そこで、第２の質問です。 

 当市の情報セキュリティー計画では、このＩ

ＣＴに関して、特にその機能そのものの中枢と

なるサーバーやバックアップの物理的安全性、

つまり壊れない、壊されない、その安全性や、

壊れた際の補完性、補う、穴を埋める体制が、

どのように保たれているのか、お尋ねいたしま

す。 

 耐震性の危ぶまれる庁舎にあって、サーバー

やバックアップがもしも破壊されるなり、使用

不可能な状態になったとしたら、庁舎以外に、

あるいは民間や県、国などの関連機関との連携

を通じて、どの程度の情報復元性が担保されて

いるのか、その点についてもお答え願いたいと

思います。 

 総務省のガイドラインが発表される直前の平
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成２０年７月１日現在で、市区町村レベルでＢ

ＣＰを策定している自治体は４１、全体の２．

３％。都道府県レベルでも３、６．４％。来年

度以降も策定の予定はない、つまり平成２０年

の時点で予定はないと答えた自治体は、県レベ

ルで２２、５０％。市区町村レベルでは、１，

４１３、７９．９％となっていました。 

 ２年後、平成２２年４月現在の総務省の統計

では、策定している都道府県が１５、３１．

９％。２２年度策定予定が６、１８．６％。２

３年度以降策定予定が１９、５９．４％、策定

予定はないが７、２１．９％となっています。 

 高知県に関しては、そのホームページ等で見

る限りは、県内事業者の事業資産の損害を最小

限にとどめつつ、速やかに事業を再開、継続さ

せることを目的として、民間の事業者とのＢＣ

Ｐ策定推進協議会を平成２２年６月２日に発足

したとは出ていますが、行政機構としての県独

自の計画そのものは、一切見当たらないのが実

情であります。 

 総務省の２２年４月１日現在の集計では、別

集計となっている町村、特別区と、指定都市を

除いた７６７の市に関して、策定していると答

えた市が７０、９．１％、２２年度以降策定予

定が４１、５．９％。２３年度以降策定予定が

２５４、３６．４％。策定予定はないが４０２、

５７．７％となっています。 

 この２年間で、かなりな増加を示していると

いえるのでしょうが、ガイドラインはあくまで

もガイドラインであって、義務化されたもので

はないと考えるかどうか。自治体首長の認識に

大きく左右されることを指摘する声もあります。 

 私など、アナログ世代の人間には、何ともわ

けのわからんデジタル世界のことで、ちんぷん

かんぷん。金のある自治体ならいざ知らず、課

題山積、資金払底の宿毛市に、そんなことまで

できるものかと。幸いにも、地域の特性とも言

うべき地縁、血縁、友人関係、職場関係、つま

りは社会的な人間関係が、まだ密にある田舎の

こと、行政の情報が途絶えても、人と人とのネ

ットワークでどうにかなるんじゃあるまいかと。 

 それに、今ある情報セキュリティー計画や、

住民基本台帳のネットワークで、何とかなるの

ではあるまいか、考えたくなってくるのも事実

ですが、第３の質問として、この総務省による

ガイドラインを、どのように位置づけておられ

るのか、お尋ねしたいと思います。 

 自治体独自で、自己完結的に、サーバーを初

めとする情報機器中枢の補完バックアップ体制

を保持することは、その経費、労力の面でも、

かなりな負担が伴うし、仮に近隣地域の自治体

や、民間の関連企業との連携を築いておいても、

大規模地震と津波のことを考慮すれば、ともに

被災し、ダウンする可能性が生まれます。 

 そのことから、同時に被災する可能性の低い

遠隔地の自治体などと連携して、お互いの情報

を持ち合ってはどうかという考え方は、現在で

は自治体クラウド、それも遠隔地の都道府県に

よるタイアップという考え方に発展してきてい

ます。 

 総務省は、平成２２年４月に、地方公共団体

におけるＡＳＰ・ＳａａＳ導入活用ガイドライ

ンを発表し、２００３年に既に形成されている

ＬＧＷＡＮ総合行政ネットワークを活用した自

治体クラウド開発の実証に取り組み、それまで

に、既に独自の取り組みを進めていた道府県を

含めて、北海道２９市町村、京都府２５市町村、

徳島県８市町、佐賀県６市町、大分県５市町、

宮崎県５市町の６道府県７８市町村が、その実

証テストに参加したとされています。 

 この計画には、市長が先ほど御紹介いたしま

した、６月議会の野々下議員への答弁で述べら

れました、自治体ごとのシステムの相違による

汎用性の問題は言うまでもなく、まだまだ端緒
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を開いたばかりで、解決しなくてはならない問

題が少なくないとはいえ、将来的には、全国的

なシステムとして、拡大していく可能性の大き

い、それだけに市としても、視野を広く持ちな

がら、市のＩＣＴシステムの再構築を考えてい

くことが必要になる取り組みであるといえまし

ょう。 

 そこで、最後、第４番目の質問でございます

が、地域防災計画、業務継続計画、ＢＣＰです

ね、さらには自治体クラウド。情報通信技術と

そのシステムに大きく依存し、しかも大きな変

革が迫られている現在、市としての、広い意味

での情報通信技術関連分野への取り組み、特に

将来を見越したＩＣＴ情報通信技術関連の情報

収集と対応という分野での要員の確保、並びに

職員の能力の向上、拡充という面で、どのよう

な配慮がなされ、実施されているのかお尋ねい

たします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、山戸議員の質問

にお答えをいたします。 

 質問、それぞれ４点ほどございました。 

 その前に、非常に行政被害はないという前提

はおかしいというふうな御発言ございました。

私自身は、やはり行政といえども被災を受ける

んだということは、十分認識をしておりますし、

なかなかやはり、行政の部分については、表に

計画出てこないというのが、今までの計画だっ

たんじゃなかろうかというふうに思います。 

 東日本大震災の３．１１の映像を見たり、そ

れから職員を派遣をして話を聞いたり、そして

また、被災地の市長の話も、東京のほうで市長

会のときに、多分に聞かせていただいたりしま

した。 

 私自身、３．１１が起こった後、自治体とし

て、どういうふうに復興に向けていくんだろう

というふうなことが、非常に、私の頭の中で非

常に気になっておりました。 

 行政の、いわゆる市役所の中、町役場とか、

流されてしまって、何もなくなったというふう

なところもございましたときに、本当にそのデ

ータそのものはどうなったんだろうというふう

なことが、一番まず頭に浮かびまして、お亡く

なりになったことには、まことに、人について

はお悔やみ申し上げなきゃいけないんですが、

やはり次のステップにいくためには、そういっ

たデータ、情報といったものが、先に復興、復

元されないと、行政としての次にいく機能が、

なかなかないんじゃなかろうかと思って、そこ

のところをすごく心配しました。 

 行方不明になった人がだれであるか、お亡く

なりになった人がだれであるかというのは、大

体のお話ではわかるかと思いますが、その人が

どこに、どうやっていたかというふうなところ、

そういったものが非常に、自分自身で、心の中

で心配になったところでございました。 

 それで、きょう山戸議員から、このような業

務継続計画、ＢＣＰでございますか、そういっ

たお話がございましたので、今後、やはりこう

いったものをきちんとした位置づけをしていか

なきゃいけないだろうというのが、総括的な思

いでございます。 

 それぞれ４点ほど質問がございましたので、

それぞれに対して、答えをさせていただきます。 

 まず、第１点目の質問でございますが、こう

いうふうに受けとめております。 

 地域防災計画の中へ、業務継続計画をどう位

置づけるんだというふうなことではなかろうか

と思いますが、現在の地域防災計画、これ地震

災害対策編というふうにやっておりますが、こ

の事業所の役割として、地震発生時に果たす役

割を十分認識し、地震時に重要業務を継続する

ための業務継続計画の策定を記載しているわけ

でございます。 



 

－ 28 － 

 市役所は、まだ策定には至っていないのが現

状でございます。 

 業務継続計画は、先ほどの御質問の中という

より、かなり山戸議員が説明をしていただきま

したが、私のほうの認識としても、申し上げた

いと思いますが、何らかの事件とか事故が発生

した場合に、その事業所の特定された重要な業

務が中断しないこと。また、万一、事業活動が

中断しても、目標復旧時間内に重要な業務を再

開させるために、日常的にさまざまな備えを行

うということを、いうと思います。 

 従来行われてきました防災対策と、幾つかの

点で大きな相違点があるということでございま

す。人命の安全確保、それから安否確認、備蓄

物資、耐震補強、防火対策などは、業務継続計

画でも、当然、前提として実施しなければなら

ないが、それに加えまして、業務継続計画には、

次の要点があるといわれています。 

 繰り返しになって申しわけないんですが、皆

様にぜひ認識していただきたいと思って申し上

げたいと思います。 

 一つには、対象組織及び非常時の業務継続体

制、それから、被害状況の想定、非常時優先業

務の選定、それから必要資源に関する分析と対

策の検討、それから、五つ目に非常時の対応の

検討などが必要とされておりまして、業務継続

計画の必要性は、十分認識しているところでご

ざいまして、今後、全庁体制での協議検討を進

めていかなきゃいけないというふうに考えてお

るところでございます。 

 続きまして、２点目の質問でございます。 

 ＩＣＴシステムのお話がございました。略語

で言うよりも、情報通信技術というふうな言葉

で置きかえて言わさせていただきたいと思いま

す。 

 現在の宿毛市におけます情報通信技術システ

ムの物理的な安全性及び情報の復元性について

という御質問だったと思いますが、まず、住民

データを基本とします業務システムのデータは、

内部において、記憶装置、つまりハードディス

クの二重化を行いまして、機械的な原因でデー

タ部分が故障した場合でも、復元可能にしてい

ます。 

 さらに、システムとは、物理的に切り離しま

して、磁気テープに記録をしまして、耐火金庫

へ保管する、一応、二重、三重のバックアップ

を行っております。 

 磁気テープからの復元につきましては、業務

システムが稼働できるサーバーを用意すれば、

すぐ復元可能となっています。 

 ただし、これらの保管方法につきましては、

総務省の業務継続計画、いわゆるＢＣＰ対策に

関するガイドラインにおきましては、バックア

ップ媒体を耐火金庫等で保管している場合には、

災害に対する危険度は比較的低いものの、庁舎

に入れないレベルの被害を考慮すれば、まだま

だ不十分であるというふうな、ガイドラインの

中の表現として指摘がなされておるところでご

ざいまして、大規模地震発生時には、耐震性が

低い本庁舎でございますが、ここにおきまして

は、サーバーなどが損壊することが予想されま

して、また早期の機器の調達も難しいと思われ

ることから、現在のシステム構成におきまして

は、早期の復旧は難しい状況にあると、このよ

うに認識をしています。 

 また、現在のシステム構成では、関係機関と

の連携による情報の復元性については、担保さ

れておりません。そういったことからも、現在、

業務システムの見直し時期に来ておりまして、

今後におきましては、重要なデータを、市の庁

舎内だけに保管するのではなく、いわゆる自治

体クラウドシステムとか、複数市町村における

共同利用を視野に入れまして、災害時などに速

やかに復旧できるシステムの構築を検討してい
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かなけりゃならないというふうなことを思って

いるところでございます。 

 ３点目でございますが、総務省が出されたＢ

ＣＰ業務継続計画策定のガイドラインについて、

宿毛市がどのような位置づけを行っているかと

いうことでございます。 

 運用面での復旧対策は、先ほどお答えしたと

おりでございますが、総務省がガイドラインで

示したとおりの、具体的な計画策定には至って

おりません。 

 ３月に発生しました東日本大震災を目の当た

りにしまして、ガイドラインに示されたような

業務継続計画の必要性は、十分認識しておりま

すし、必要であるというふうに感じております。 

 しかしながら、計画策定に当たっては、業務

にかかわる機器の脆弱性対策だけではなくて、

庁舎における災害対策であるとか、業務復旧を

行うための人的確保というものも要ります。策

定すべき事項が、非常に多岐にわたるものでご

ざいまして、またそれらは宿毛市全体の業務継

続計画と関連するものでございます。 

 そういったことから、計画を実効性あるもの

とするためにも、ＩＣＴ、これは情報の関係で

ございますが、ＩＣＴ部門の業務継続計画策定

に当たっても、十分な、これから協議検討を行

ってまいらなきゃいけないというふうなことを

思っております。 

 最後に、４点目の自治体情報システムの発展

に対応するための人材確保についての御質問で

ございます。 

 昨今の自治体業務における情報システムの重

要性は当然認識しておりまして、関連する情報

の収集及び対応を可能とする人材の育成、こう

いうものは当然のところでございます。 

 対応できる人材部分が一極化してしまうこと

によりまして、例えば、災害時に担当職員が対

応できない事態に陥ってしまった場合に、復旧

は困難となってしまいますので、そのためにも、

担当の育成のみでなくて、情報システム業務に

対応できる幅広い人材育成が必要になってくる

と。御指摘のとおりの人材育成が必要となって

きますし、また、今の、現在の能力の向上につ

いても、これは当然必要なことだというふうな

認識を持っております。 

 そういった形で、危機管理に対する対応を十

分していかなきゃいけないと、そういうふうな

ことを思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ３番山戸 寛君。 

○３番（山戸 寛君） 先ほどは長々と、それ

こそ舌をかみそうな用語を使って、質問とも説

明ともつかないような発言をいたしました。 

 要するに、大規模災害発生時の市民の生命、

財産の安全性の確保と、災害発生後の対応とい

う面で、宿毛市として、どの程度まで踏み込ん

だ対策が練られているのか、お尋ねしたかった、

それだけのことなんです。 

 先ほどの答弁、前向きに検討していただける

ということで了解いたします。 

 この業務継続計画ＢＣＰというのは、大規模

災害発生時の行政の活動の継続性を、１００か

ゼロかの二者択一で考えるのではなしに、行政

機関とその設備、そのものが受けるであろうさ

まざまな被害規模を想定し、現状の持つ弱さや

欠点の考慮を通じて、行政として、何をおいて

もやらなくてはならないことは何であるのか。

最低限確保できることは何であるのか、検討し、

考察することから始まります。 

 今回、私はコンピューターによる情報通信技

術の技術的な側面のみをお尋ねしました。人的

側面、つまり職員の皆様の安全性と継続性の確

保というＢＣＰの持つもう一方の最重要とも思

われる課題については、あえて言及を避けまし

た。 
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 その面に関しては、また別途、先輩議員から

の御質問がなされるように承っております。 

 総務省のＩＣＴ情報通信技術に関してのガイ

ドラインは、市長の答弁にもございましたが、

その策定過程を第一部、第二部、第三部の３段

階、２０のステップに分けています。 

 その第三部に該当する、庁舎などの施設を含

めた多額の投資判断を要するインフラの安全性

が、もし確保されれば、あるいは情報システム

の破壊される心配がない、それによって心配が

ないのなら、あるいは自治体クラウドによる情

報分散と保護の体制が確立され、災害時にも使

えるようになりさえすれば、第一部、第二部の

作業は不必要になる。 

 あるいは、第三部にあげられたような、逆に、

第三部にあげられたような、掲げられたような

課題までは、資金的にも無理があり、このガイ

ドラインで示されている最終第三部の段階まで

は、到底、できそうもないから、第一部、第二

部も最初から考えるだけ無駄というような、１

００かゼロかの考え方が、資金不足を理由にし

て、地方自治体内部に広がる、そんな事態を私

は憂慮し、危惧しないではいられません。 

 総務省のガイドラインは、第一部、第二部、

それぞれに重要な意味と意義を持つものであり

ます。 

 例えば、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市で

も、今回の策定は資金投入をほとんど必要とし

ない、第一部、第二部まで。第三部の実現は、

今後の課題であるとされています。 

 恐らく、既に策定済み、あるいは策定を予定

していると答えている多くの自治体が、その段

階。しかし、そこまでは進めているというのが

実情だろうと思われます。 

 さまざまな計画や制度について、金もないの

に、買えるはずもない品物のカタログなんか調

べて、あれこれ考えるだけ無駄。資金事情を考

えたら、どうせ却下されるに違いない計画なん

か、鉛筆ねぶってみるだけ無駄。そんな機運が、

当宿毛市の職員に広がっているとも思いません。

隣の家にはあるのに、うちには何でないのかと、

だだっ子みたいなことを言うな。金があるなら、

うちだって建っている。台所を考えろと、横目

でにらむような管理職が、当市にいるとも思い

ませんが、治にいて乱を忘れず、乱にありても

次の要諦を失わずという、幅広い情報収集の目、

活用に向けた目を持って、今後も取り組んでい

ただくことを御期待申し上げて、私の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（中平富宏君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○副議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ４番今城誠司君。 

○４番（今城誠司君） ４番、通告に従い、一

般質問を行います。 

 １点目といたしまして、市長の２期目の総括

についてであります。 

 市政運営について、市民に今後の市の方向性

を問う市長選が近づいております。さきの６月

定例会において、松浦議員の一般質問において、

３期目を目指し立候補すると決意表明され、７

年半を振り返り、時系列での取り組みを説明さ

れておりましたが、前回、無投票であったため

か、平成１９年９月議会において、今期の市長

の公約について、２名の議員が質問をいたしま

したが、残念ながら、今期の公約については、

表明しておらず、ローカルマニフェストについ

ても、勉強していきたいという答弁にとどまっ

ております。 

 今期の明確な公約は設定されていなく、市政
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運営の三つの基本姿勢として、就任当初から継

続して、一つ、市民優先の市政の実現。２番目

として、民間経営感覚を導入した効率的な行財

政運営。３番目として、情報公開、説明責任に

努め、透明で無駄のない市政。また、特に市職

員の意識改革が重要であると、市長は常々発言

されておりますが、この基本姿勢について、２

期目、この４年間にどのように実践して、実現、

達成できているのか。また、どんな反省点があ

るのかをお聞かせ願いたい。 

 次期市政について、本市の現在の重要課題は、

どのように考えておられるのか。必要な政策は

何と考えておるのか、重点事項、基本政策を挙

げて、具体的に、できれば公約としてお聞かせ

願いたい。 

 通告の２点目として、災害時緊急事態におけ

る業務継続計画についてであります。 

 先ほどの山戸議員のすばらしい質問の後で、

しっかりと自分もできるか心配ではございます

が、重複もあろうかと思いますが、重複部分は

詳しい答弁は結構でございますので、よろしく

お願いいたします。 

 さきの６月定例会においても、地域防災計画

の見直しについて、いろいろな議論がありまし

た。 

 東日本大震災の被害は、これまで想定したも

のをはるかに超えており、防災対策の抜本的な

見直しが求められております。 

 国において、海溝型の想定地震、津波レベル

の見直しが２０１２年をめどに行おうとされて

おり、地域防災計画、津波ハザードマップの見

直しは、その後の対応となっております。 

 現在、計画で想定されている被害の根拠は、

高知県が作成した第２次高知県地震対策基礎調

査をもとに、国の中央防災会議を上回る規模の

想定で取り組んでおりますが、現在、この想定

での市役所の地震、津波被災後の業務継続計画

について、質問したいと思います。 

 この被害想定によりますと、市内の揺れは震

度５強から６強が発生し、揺れによる建物被害

は全建物数１万７，５５１棟中、全壊９５２棟、

半壊１，６８８棟。地震の揺れが原因で亡くな

る方が１０７名を想定しております。 

 津波被害は、到達時間が約１７分、最大津波

高さ８．０６メートルを想定し、浸水予想区域

には、約１万人が直接的な被害を受け、津波が

原因で亡くなる方を３９４名と想定しておりま

す。 

 また、この浸水エリアには、国道５６号、３

２１号、宿毛湾港などの重要な災害復旧資材運

送ルートや、市役所、警察署、消防署、海上保

安庁、宿毛土木事務所など、復旧に最も重要な

役割を果たす公共施設が立地し、その拠点施設

がすべて被災し、その被害により、復旧機能の

著しい低下が予想されております。 

 東北３県での今回の地震による役所、役場の

庁舎の損壊は１４市町村で発生し、震災後の災

害応急対策及び災害からの復旧復興の主体とし

て機能することができず、大変混乱した状態と

なっております。 

 我々のこの市役所庁舎についても、地震で壊

れ、執務不可能になるのではないか。今、地震

が起これば、この議場でも議員の犠牲者が出る

のではないか、そのように行政機関が庁舎に重

大な損傷を受けた場合の想定、被災後の職員の

参集できる人数、貝塚の宿毛変電所も水没が予

想されており、その電力の復旧見通し、情報シ

ステム、通信、必要な資源が被災を想定して、

その対応策を検討しているかをお聞かせ願いた

い。 

 また、この庁舎での業務は継続可能であるの

か、その代替策を計画しているかをお聞かせ願

いたい。 

 最後に、災害時の非常時に、優先的に開始、
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再開すべき非常時優先業務について整理し、必

要な資源の確保について、検討がなされている

かをお聞かせ願いたい。 

 最後に、通告の３点目といたしまして、企業

誘致についてであります。 

 先日、平田の工業団地の自動車のシートを製

造する工場が閉鎖、撤退することが公表されま

した。 

 ほかにも売却地と、大きな看板があがった工

場もあります。 

 急激な円高と株価の下落は、景気回復に大き

な懸念材料となっており、西南団地、宿毛湾団

地とも、企業誘致は苦戦が続いております。 

 今回の大地震における教訓の一つとして、企

業の事業継続計画として、リスク分散を目標と

する事業所の配置等の見直しの動きがあります。

本市も、こうした動きにしっかりと対応する必

要があるのではないでしょうか。 

 自動車産業に対する震災の影響については、

リスク分散に関して思い出されるのは、平成１

９年に起こった中越沖地震のときであります。 

 新潟県の柏崎市にあるエンジン部品メーカー

の工場が被災し、ピストンリングの供給がスト

ップしたことがありました。こう言っては失礼

かもしれませんが、地方の一部品メーカーの被

災が及ぼした影響は、思いのほか大きく、トヨ

タを初めとする自動車メーカーは、軒並み何日

間も操業停止を余儀なくされたことであります。 

 このときの教訓から、製造業協会では、部品

調達先や生産拠点の分散化を進めていたはずで

ありますが、このたびの大地震と津波で、極め

て広い地域で、大規模な災害が起こったことで、

改めて企業はリスク分散の重要性が再認識され

ております。 

 宿毛市といたしましても、企業のこのリスク

分散の受け皿として、積極的に誘致活動が必要

と考えます。 

 現在までにそのような問い合わせの事例はな

いのか、この厳しい経済状況の中で、企業の誘

致活動について、どのような努力をなされてい

るのかをお聞かせ願いたい。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○副議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、市長２期目の総括ということでござい

ますが、本年６月議会で松浦議員の質問に対し

まして、るるこの２期目というより、８年間や

ってきたことの総括はさせていただきましたが。 

 中学生までの医療費の無料化を、皆さんの御

協力も得ていただいたと。それから、乳幼児の

ヒブワクチンとか、妊婦の健診の無料化など、

るる述べさせていただきましたので、詳しくは

申し上げませんが、この８年、プラス２期目と

いうのは４年間でございますが、自分なりに原

点に立ち返り、市民のため、宿毛市と宿毛市の

市民のためにという思いを、まずもって努力を

して、職責を果たしてきたというふうに、私自

身は思っております。 

 また、この４年間でして、なし上げたいとい

うふうな思いを、目標を持ってたこともありま

すが、まだできてない部分もございます。 

 その中での、特に職員の意識改革というふう

なことでございます。 

 職員の意識改革は、できるだけ、何をできな

いんじゃなくて、いろいろな市民の要望等ござ

いますが、まず先に、できないんじゃなくて、

どうしたらできるかということをやっていこう

じゃないかというふうな呼びかけをいたしまし

て、市の財産、お金も、これは有効に使わなき

ゃいけない。ただただ、単に節約は無駄なこと

に使うことじゃなくて、有効なことにはお金も

使っていかなきゃいけないというふうなことを

言ってきましたし、それから私、一応、宿毛市
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長というトップにおりますので、トップダウン

ではなくて、やはりボトムアップ、いわゆる課

長会、庁議というんですか、この課長会でもい

ろんなことを、自分の考えとか、仕事の方法と

かについても、ずっと皆さんの提案を待ってる

よというふうなことも言ってきました。 

 また、日々の仕事の中では、職員が起案する

決裁文書については、これはもう黙って判こを

押すんじゃなくて、一応、全部、ほとんど目を

できるだけ通して、気づいたことについては、

職員に返して、ここでの対話というふうなこと

もやってきました。 

 トップがその決裁書類に口出すいうたら、う

るさいかも、職員にとっては思ったかもしれま

せんが、やはり疑問点のあるところは、私自身

が一応、お話もさせていただいて、話をしなが

ら疑問点をただしていくというふうなこともし

てまいりましたし、特に庁議というのは、課長

以上の、ここのメンバーがおります。それから、

補佐会、課長補佐を集めた会も、月に１回をや

っております。 

 それから、係長さんは、一番、多分に忙しい

んでしょうけど、月に１回集まって、お話し合

いしないかというふうなことでの呼びかけをし

て、係長会も実際にやってきました。 

 その中で、特に皆さんにお願いしたのが、ま

ずあいさつをしましょうよと。あいさつの励行。

朝来たら「おはようございます」というのは、

これはふだん、当然の話ですから、子供でもや

っていることだから、職員間でもいきましょう。

それから、市民がお見えになったら、やっぱり

「こんにちは」「おはようございます」という

のは、やっぱり当然じゃないかと。 

 それから、「ほうれんそう」、報告・連絡・

相談を皆さんで口に出してやりながらいこうじ

ゃないか。 

 何事も、やはりそういった形で、前向きに、

言葉で申し上げますと、職員で、やる気で、み

んなに知恵があるんだから、やる気で知恵出し

て、一工夫したらどうですかというふうな呼び

かけを、ずっとしてきました。 

 そういった形を、職員のほうも酌んでいただ

きまして、わかりやすい形として、行政改革が

あったんではなかろうかと思います。 

 行革については、職員も徹底して取り組んで

きてくれました。無駄を省いて、これは無駄と

いう話ではないんですが、職員の数についても、

就任以来、これはもう８年たつんですが、２分

の１を不補充ということで、６０名の減員にな

っております。 

 この６０名を減したのがいいのか悪いのか、

業務に支障があるんじゃないかというふうなこ

との声も聞いております。余り減らし過ぎても、

これは市民サービスを低下することになります

ので、そういうことのないような対応をしてい

かなきゃいけない。 

 また、今後、必要な場所には、いわゆる防災

関係のところだとか、必要な、人手の足りない

ところには補充もしていかなきゃいけないんじ

ゃないかと。今後の反省ということも含めまし

て、そういったところがございます。 

 これらを職員が真剣になって取り組んでくれ

たことが、意識改革をしていただいた効果では

ないかというふうなことを考えております。 

 いろいろな意味での、財政的な意味では、非

常に厳しい状況でございましたが、これはやは

り民間にできることは民間に委託して、指定管

理者制度を利用して、経営的な感覚で物事を、

市の行政でもやっていけば、経費の節減等にも

なるんじゃないか。そして、もうけと言ったら

言葉が悪いかもしれませんけど、民間経営感覚

で行政を進めていく、これは指定管理者制度を

導入したことによって、そんなものが、結果的

には経費の削減等にもつながっているというこ
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とでございます。 

 懸案はすごくございまして、いろんな懸案が

ございましたが、その中でも大きなものが、土

地開発公社、いわゆる塩漬けの土地とかいうの

もございまして、就任以来、約２４億円ござい

ました。この借金たるものが。現在、あと７億

ほど残っておるという状況でございます。 

 そういったことも含めまして、できるだけ将

来に借金を少なくしようというふうな気持ちで

取り組んできたところでございます。 

 また、その中でもやはり、自分でも反省しな

きゃいけない点も多々あったというふうには考

えております。事業の進め方であるとか、周知

の皆さんに、仕方が少しぬるいんではないかと

か、そういうふうなこともいわれております。

こういったことにつきましては、反省をしまし

て、きちんとした、皆さん方に御了解をいただ

いたり、きちんと広報を周知をして、取り組ま

なきゃいけなかったというふうなことも、自分

としてはあるんじゃなかろうかというふうには、

反省点として思っておりまして、これまあ、次

には生かしていかなきゃいけないというふうに

は考えております。 

 そんな中で、今、次の４年間で、選挙、３選

に向けて表明をいたしました関係で、４年間で

取り組みたいと考えていることを、少し述べさ

せていただきますと、特に目新しいんではなく

て、今まで計画をされたもの、これから計画を

しなきゃいけないもの、これを実現していきた

いというふうなものを、少し分野別にお話をさ

せていただいてよろしいございましょうか。 

 ちょっと時間をいただければ幸いでございま

す。 

 まず、一つは、教育関係でございます。 

 これ、教育環境の充実ということで、今、特

に話題になっております学校の統廃合の問題、

そして耐震化の問題、保育園から小中学校まで

ございますが、そういった、いわゆる教育環境

と、私は保育園から小中学校までのことを思っ

ておりますが、耐震化であるとか、改築、これ

はやっぱり進めていかなきゃいけない。少しで

も早く、保護者の方々に安心を与えられるよう

なことを、やっていかなきゃいけない、こうい

ったものを思っている。 

 その中身についてでございますが、これはぜ

ひ、推進していきたいと思っているのが、エコ

スクールといった考えを持っております。 

 これは、学校、保育園も含めてでございます

が、太陽光発電装置を取りつける。それから、

ＬＥＤ照明であるとか、もしエレベーターがい

るような学校でございましたら、これ障害者の

ためには必要だと思いますが、省エネエレベー

ターというものも開発されておりますし、壁面

の緑化だとか、芝のグラウンドだとか、そうい

ったものをエコスクールと言っておりますが、

そういったものを進めていく。 

 それから、教育内容の充実は、教育委員会に

全くお任せではなくて、やはりこちらからも、

ものも言っていきたいというふうなことを思っ

ております。 

 人権教育、人権啓発だとか、そういったもの

も力をもっともっと入れていかないと、まだま

だこういった事案が、まだ市内では勃発してい

るというふうな状況でございます。 

 それから、次には、防災関係でございます。

３．１１以来、６月議会でも非常に皆さん方か

ら関心を高めた質問がございます。まだまだ避

難場所だとか、経路だとか、そういった避難所

だとか、そういった、非常にまだ整備されてな

いものがたくさんございます。これについて、

早急な計画を早急に立てまして、実施、実現に

もっていくということが必要だというふうに思

います。 

 それから、これ、災害の関係におきましては、
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他の自治体との災害協定といったものを、この

地域は同じような被害を受けるんではないか。

他の自治体との災害協定を、今、結ぼうとして

いるところでございますので、ぜひこれは海の

ない市であるとかと、こんな災害協定を結んで

いきたいというふうなことを思っております。 

 それから、次の産業振興でございますが、こ

れは県知事が声高々に、今、進めているところ

で、いろんなアクションプランがなされており

まして、我々も、まずこれに、もう一つ進んだ

形をしていかなきゃいけないだろう。 

 一つを例にとって言わせていただきますと、

ナオシチの製造をきちんとやっていきたい、最

後まで。これは、以前は、ナオシチをここで摘

果したものを、搾汁工場を越知町のほうに持っ

ていったり、そしてその搾汁された汁を南国市

のほうへ持っていって、製品化しておりました。 

 これを、搾汁工場が宿毛市にでき上がりまし

た。次はやはり搾汁じゃなくて、これをやはり

製品にしていく。この地で製品にしていくとい

うことが大切なことではなかろうかと。そうす

ることによって、経費が非常に少なくなるだろ

う。こういった形のものを、農林業、農水産物

の加工製造販売というふうなことの、もう完結

したものにもっていきたいと。 

 それから、魚介の放流であるとか、こういっ

た資源の培養についても取り組まなきゃいけな

い。そうすることによって、製品がきちんとで

きることによって、後継ぎと申しますか、農水

産物の業者といいますか、それに携わる人がふ

えてくるんではなかろうかというふうなことも

思っております。 

 農産物につきましては、鳥獣被害が非常にた

くさんございますので、これをどうやったら、

本当に根本的に駆除できるだろうかというふう

なことが、頭の悩ましいところだというふうに

思っております。 

 それから、林産材につきましては、地元産材

の、これから公共の建物をつくる場合には林産

材、地元の木材を使っていく。また、流通支援

をしていくということ。製材業者さんの皆さん

には、ぜひ共同体をつくっていただいて、一つ

宿毛市が一体となった木材の供給をしていくと

いうふうな形のものがつくれれば、お願いした

いなというふうな、この努力をしていかなきゃ

いけないというふうに思います。 

 それから、福祉保健の分野でございますが、

先ほど、義務教育の終了まで医療費が無料化と

いうことで、宿毛市は進めておりますが、これ

は各自治体がこうではございません。やはり日

本国じゅう、義務教育終了までは、親の負担が

ゼロになる制度をしていただくよう、やっぱり

国に申し上げていかなきゃいけないのが、我々

の務めではなかろうかということで、以前には、

私は母子福祉とかいうふうな話がございました

のを、これをやはり母子も父子も、やはり父親

だけと子供、それから母と子だけじゃなくて、

父子も母子も、やはり同じ扱いをしてくれるべ

きではないというふうなことを申し上げて、国

のほうはそれの実現を図っていただきました。 

 これからはやはり、義務教育終了まで、でき

るだけ親の負担がなくなるというふうな制度を、

日本国じゅうでつくってもらうという方法とい

うものを提案していかなきゃいけない。これが

自分の役目でもあろうかというふうに思います。 

 また、障害者、要介護者、高齢者への支援対

策については、まだまだ途上でございます。こ

れの完結版は、なかなかなかろうかと思います

けど、これの支援については、増進していかな

きゃいけない。 

 そしてまた、次は観光、文化、スポーツの分

野でございますが、子供に等しく、やはり運動

していただきたい。大人も運動することによっ

て、健康を保持していただきたい。そういうこ
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とによって、保険料が安くなるというふうなこ

とも思っておりまして、やはりスポーツ大会の

開催誘致というものは、一つの観光に資するん

じゃなかろうかと思います。 

 子供たちのスポーツ大会、国体でつくったこ

の環境、施設がございますから、これをますま

す使っていかなきゃいけない。使っていくこと

によって、また施設の充実も図れますし、いろ

んなプラス効果が出てくるというふうに思って

おります。 

 また、市全域でやっております花へんろマラ

ソン、ことしは残念ながら中止になりましたけ

ど、これをひとつ市の全体のイベントとして、

宿毛まつりと一緒に、この宿毛市の二大イベン

トという形で完成をさせていきたいというふう

なこと。 

 それから、遊ぶところにつきましては、皆さ

んが、市民でゆったり遊べるというような形で

の咸陽島公園、まだ途上でございますから、こ

の完成を図らなきゃいけないというふうなこと。 

 そして、次に交通インフラでございますが、

これは我々、先ほど今城議員からも企業誘致の

こともございました。非常に、一番、交通の不

便なところにあります。この不便さを、やはり

しのいでいかなきゃいけない。そして、この不

便さを早く、少しでもほかの都市と一緒に、便

利なようにしていかなきゃいけない、そういう

思いで、まず四国横断自動車道、８の字ルート

は、まだ宿毛から内海までの計画決定すらされ

ておりません。 

 この計画決定にもっていくのが私の仕事では

なかろうかというふうに思います。 

 そしてまた、中村宿毛道路は、今現在工事中

でございますが、これにつきましても、東日本

の大震災へのつぎ込み予算は多くあろうかと思

いますが、それがあるにもかかわらず、やはり

我々の予算取りについては、きちんとしてもら

いたいという要望を出さなきゃいけないという

ふうに思います。 

 それから、昨日はちょっと小筑紫のほうを歩

きましたら、やはり非常に危ない道路と、今、

なっております。小筑紫の町の中につきまして

は、あの狭い道を本当に５０キロ、６０キロで

ばんばんスピードを出していきます。非常に緩

いカーブでございますから、この交通安全に対

しては、あそこでよく交通事故が起こらないも

のだというふうなことを思っている状況でござ

いまして、地区の人からのこの要望、小筑紫、

ルート３２１の小筑紫バイパスの早期着工につ

いては、めどをつけなきゃいけない。これは要

望するばかりで、市議会の皆様とも、一緒にな

って要望しているわけでございますけれども、

この要望がまだ実っておりませんし、着手の、

まだ年度も決っておりません。そういったもの

については、早期な着工をお願いしなきゃいけ

ないというふうに思いますし、また、時々、話

題にもなります県道４号線、楠山から出井のル

ートでございます。今、工事が少しずつなされ

ておりますが、これもやはり自然環境を破壊し

ない形での、早期な整備をお願いしなきゃいけ

ない。長々長々しててはいけないというふうな

ことでございます。 

 それから、災害対策にもなるわけでございま

すが、これは松田川の堤防整備がゆっくりなさ

れております。これもやはり、これは洪水対策

であるとか、災害の予防ということにもなりま

す。松田川の堤防整備と中筋川の河川整備とい

うものは、近々、早くやっていただかなきゃい

けない。 

 そしてまた、次には、防災対策上、極めて重

要なと言われております、これは横瀬川ダムの

本体工が、ただいま政府の事業仕分けでとまっ

ております。これは、四万十市、宿毛市、高知

県という形の三者で、事業仕分けに対して、ぜ
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ひ建設をということを政府に対して具申をしな

きゃいけない状況になっております。 

 ただいま、原発の事故もございまして、水力

発電ということも出されておりますから、ぜひ

この横瀬川ダムはつくっていただいて、山田、

平田地域の皆さんの洪水をもう起こしてくれる

な。床上浸水など、結構だと。要らないという

ふうなものの要望にこたえなきゃいけない。 

 だから、横瀬川ダムの本体工事の着工につい

ては、県と連携をとりまして、ぜひ早期の着工

をお願いしなきゃいけない、こういうことも思

っているわけでございます。 

 それから、先日は宿毛湾港の第二防波堤に、

国のほうで着工していただきまして、起工式が

行われました。議長以下、議員の各委員長の皆

様にも御出席を賜ったところでございますが、

この第二防波堤の早期完成というものをお願い

しなきゃいけない。 

 そういうことで、岸壁の有効利用が図られま

す。このクルーズ船も、東日本大震災以来、こ

ちらには計画がまだございません。この計画を

早期に宿毛湾港へ寄港していただくように、船

会社にポートセールスをかけなきゃいけません。 

 このポートセールスをかけるためには、湾港

の第二防波堤が着工されて、こういった形にな

りますというふうなものをもって、ポートセー

ルスに参りたいというふうに思っておりますし、

また、この東日本の大震災を受けまして、各漁

港における津波対策というものを、これからま

た、再度見直して、きちんとしたものにしてい

かなきゃいけないというふうに思っております。 

 それから、田ノ浦市場でございます。これは、

非常に日本でも珍しい環境管理型ということで、

今、操業がなされておりますが、まだまだここ

には製氷設備であるとか、冷蔵設備が不足をし

ております。大量にとれたときの魚を生かしな

がら、やはり漁協の充実というものをしていか

なきゃいけないというふうなことを思っており

ます。 

 それから、次に、交通でございますが、土佐

くろしお鉄道の経営安定化をしていかなきゃい

けない。宿毛佐伯フェリーは、高知県で唯一の

フェリーになってきております。そういった佐

伯フェリーの経営安定化対策をしていかなきゃ

いけない。 

 今までは、補助金のような形でやっておりま

すが、これをどうやったら抜本的に経営が安定

化していくだろうかというふうなことも、県民

レベルで考えた形にしていかなきゃいけない。 

 くろしお鉄道の経営安定化策につきましては、

先日、高知のほうで会議ありましたときに、私

はもう公設民営化、今、３セクでございますが、

公設民営化といったものを、土電であるとか、

バス会社であるとか、そういったものを含めた

形で、公共交通の確保をしていかなきゃいけな

いんじゃないかというふうなことも、発言をさ

せていただきました。 

 そういったことを実現をするということは、

大切であろうと思います。 

 また、建築関係におきましては、市営住宅、

改良住宅の改築計画が、今年度中にはしなきゃ

いけない。これを実施に向けた形をつくってい

かなきゃいけない。そういうことで、国交省へ

の提出し、また予算も確保しなきゃいけないと

いうふうな、重大な問題というふうに認識をし

ております。 

 そして、これは官民で一緒になった中心市街

地の活性化、こういったものも今、途上でござ

います。そういったものについて、まちづくり

会社と一緒になって、最終取りまとめをしなき

ゃいけない状況にございます。 

 これを、最終取りまとめをして、実施に向か

って、皆さんの住みやすいまちづくりというも

のをしていかなきゃいけない。 
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 それから、途中でございますが、バイオマス

タウン構想につきまして、議員のほうからも、

数年前に提案がありました。これについては、

まだおくれておりますが、今、ようやく実証実

験という形にもっていっております。 

 そういった形で、生ごみの堆肥化の早期実現

を図ってまいらなきゃいけないと。 

 それから、工業団地には企業がたくさん来て

いただいております。この方々に対する、ほお

っておくという形ではなくて、手厚い支援とい

うものを、やっぱりしていかなきゃいけないの

と。まだ土地がございますから、企業誘致につ

いては、今後もますます力を入れていかなきゃ

いけない。そういったふうなことが、自分の使

命としてあるんじゃなかろうかというふうに思

っております。 

 それから、先ほどありました職員の能力の培

養というものもしていかなきゃいけないという

ふうに思っておりまして、庁舎の改築計画の策

定というものも、そろそろ手をつけなきゃいけ

ない。 

 それから、福祉センターも、改築をせざるを

得ない状況であろうかと思います。そして、さ

らに給食センターのこともございます。子供た

ちの食を預かる、大切な給食センターでござい

ます。この給食センターにつきましても、非常

に老朽化もしておるところで、今は機械器具の

入れかえだけになっておりますが、この改築に

ついても、やっていかなきゃいけないだろうと

いうふうなことでございます。 

 あと、国と地方の関係がございまして、この

地方分権の実を取るということもやっていかな

きゃいけない。国から県を通じまして、分権を

提案がございます。ただ、これにつきましては、

ただ権利をくれるというだけではなくて、やは

り地方分権の仕事をくれるんであれば、それに

見合った財源も欲しいというふうなことも申し

てきておりますから、この地方分権の実を取る

ということも、課せられた課題ではなかろうか

というふうに思っております。 

 まだ、るるいろんなことがたくさんございま

すが、私がこれからしていきたいことの一端を

申し述べさせていただきます。 

 特に、公約という形でペーパーにしたものは、

まだございませんが、形として、少しまとめて

みたいというふうには思っております。 

 次に、２番目で、災害時の緊急事態において

の業務継続計画でございます。 

 まず最初に、庁舎機能でございますが、本庁

舎は昭和３８年に完成しておりまして、築４８

年程度経過をしております。 

 地震が起きれば、庁舎の耐震性であるとか、

市街地周辺は津波による浸水が予想されており

まして、現施設がそのまま使用できる可能性は

非常に低いのではなかろうかというふうなこと

を考えています。 

 このような状況を踏まえまして、昨年１２月

には、南海地震発生後、３ないし６時間を想定

した本部訓練を、宿毛市総合運動公園で実施い

たしたところでございます。 

 しかしながら、３．１１、いわゆる３月１１

日に発生しました東日本大震災での津波の状況

を見ますと、津波により道路、電気、通信手段

が寸断されておりまして、災害時の本庁舎機能

を総合運動公園へ移した場合、どれだけの機能

が保たれるかなどは、検討も行っていく必要が

あろうかというふうに思います。 

 いずれにしましても、今後、さまざまな協議

を重ねまして、災害時の問題点を再検証して、

庁舎が継続使用できない場合の対応を検討して

いかなければならないというふうに思っており

ます。 

 次に、行政機能の必要資源の確保とか、非常

時に優先的に開始、再開すべき業務などのＢＣ
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Ｐ、いわゆる業務継続計画についてでございま

す。 

 先ほどの山戸議員の質問にもお答えいたしま

したが、市役所は災害時のＢＣＰ、いわゆる業

務継続計画は、現在は策定しておりません。し

かし、今回の東日本大震災を見ますと、庁舎、

職員、システム等の被害状況によりまして、復

旧、復興のスピードに大きく差が出ております。 

 業務継続計画の策定によりまして、復旧など

のスピードも大きな、今後、違いが出てくると

いうふうなことは実感をしておるところでござ

います。 

 この業務継続計画の作成に当たりましては、

国は行政の全体的業務のＢＣＰ業務継続計画と、

ＩＣＴ部門に特化したＢＣＰの作成に関するガ

イドラインを示しておりますが、平成２３年１

月現在の全国の市の策定率は５％でございます。

全国的にも策定が進んでないのは、先ほどの山

戸議員からの御指摘のとおりでございまして、

被災後の宿毛市の復旧復興をスピーディーに行

っていくためには、この業務継続計画を策定し

ていく必要性というものは、強く感じておりま

して、今後、全庁体制で協議検討を行ってまい

りたいと考えております。 

 また、先ほど、山戸議員のところでお答えが

できなかったわけでございますが、できるだけ

お金も使わないで、こういったことを、業務継

続計画がなされる、またはデータのバックアッ

プがきちんととれるということに関しまして、

現在、ここの電算を委託をしております高知の

業者さんがおります。そういったところと、つ

い先日、話し合いをしまして、ここにはいつも、

その会社の職員が来ておりますから、この往復

の交通費だけでも大変じゃないかと。ここにず

っと、専属的に張りついたほうが安くあがるん

じゃないかというふうなことも、提案をさせて

もらいましたり、それから、このバックアップ

をどうやったら守れるかということについて、

知恵をかしてくれというふうなことを申しまし

たら、今後の話としてでございますが、まだ実

現は至っておりませんが、こちらにある本体を

そのまま、高知の地震、津波に、決してやられ

ない。決してやられないのは、本当にそうかど

うかは、ちょっとわかりませんが、決してされ

ない、頑丈な建物があるから、そこで本体機能

を、ここにあるものをもっていって、こちらは

端末だけで仕事をするというふうなことをして

いけば、高知での一元管理ができて、他の自治

体も一緒になってでございますけれども、そう

いったことが、今の委託費よりも安くあがるん

じゃなかろうかというふうなことと、バックア

ップといいますか、そういったものがきちんと

保障されるんじゃなかろうかと、いうふうなお

話をさせていただいたところでございますので。 

 そういった形のものがとれれば、ぜひそうい

ったところとも、話し合いをしていきたいなと

いうふうなことは思っております。 

 次に、企業誘致でございます。これまで、高

知県と連携しまして、県内出身者が経営する企

業とか、工場増設などを予定する企業などの情

報収集などに努めまして、企業訪問なども行い

まして、企業誘致に取り組みました。 

 また、立地企業のアフターケアにも取り組ん

でまいりました。 

 この高知西南中核工業団地につきましては、

私、人に聞いたところによりますと、故林市長

が、前々市長でございますが、非常にこの西南

中核工業団地の誘致につきましては、人一倍熱

心にしていただき、大阪であるとか、愛知だと

か、そういった方々、人脈を通じた形で、ここ

に誘致をされたということを、つい先日もお聞

きしました。 

 そういった形の努力というか、熱意というか、

そういったものを示していくのが、これは要る
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なというふうなことを思ったわけでございます。 

 今城議員が、先ほど言われましたように、１

社の撤退が決りましたが、８月には、株式会社

鉄屋さんという、大阪の金属加工会社の進出が

決りまして、１０月には操業が開始される見込

みというふうになっておりまして、少し明るい

ニュースかなというふうに思います。 

 東日本大震災では、部品や素材の工場の集積

地であったことから、直接被害を受けなかった

地域におきましても、これらの部材を原材料と

して使う工場で、生産活動に支障を来しました。    

 そのために、製造業者は部品調達の取引先企

業の増加とか、生産拠点を分散化する動きがあ

りまして、現在、高知県にも工業用地の問い合

わせがふえてきている状況だということでござ

います。 

 本市としましても、先ほどの故林市長の話じ

ゃございませんが、この機会を逃さないように、

引き続き、高知県を初めとする関係機関と連携

しまして、情報収集に努めて、一人でも多くの

雇用が生まれるような企業誘致に取り組んでま

いりたい、こんなふうに思っております。 

 皆様方におかれましても、何かよい情報とい

うのがございましたら、ぜひ、御提供も願いた

いというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（野々下昌文君） ４番今城誠司君。 

○４番（今城誠司君） いろいろ公約について

の説明をいただきましたが、少し再質問をした

いと思います。 

 次期の市政に向けての公約ということで、項

目を挙げて説明をいただきましたが、現職とし

て、市政の課題に取り組む一つ一つの項目とし

ては、すばらしいものがあったと思いますけれ

ども、真新しさがない。もっと、土地開発公社

の土地についても、２４億円あったのを、７億

に減らして、これをもう解散までもっていく計

画なんですけれども、この買い戻した土地をこ

うするとか、もう一歩踏み込んだ公約も欲しい

んじゃないですか。 

 もっと斬新な、まだ時間もありますので、市

民に提供できるような公約を、もっともっと、

練りに練っていただきたいと思います。 

 それから、ＢＣＰについてでありますが、全

庁体制で取り組むと。地域防災計画の練り直し

とか、たくさんございます。現在の人員は、防

災の係長と係員の２人しかいない。これで十分

なのか。もっとそこに力を入れるんなら、１年

の途中でも、組織の改編も必要ではないか。そ

のあたり、御答弁を願いたい。 

 それから、バックアップについても、委託を

している業者が、津波もかからない強固な建物

があると言われたといいますけど、その平田の

工業団地にも、一番高いところに岩盤で何も建

ってないような土地があるんですけど、そうい

うデータセンターなんかも誘致ができるんじゃ

ないか。持って帰らずに、宿毛でそれをやって

くれとか、そういうことにも、委託された業者

に問いかけてみるとか、そういうセールスもし

ていただきたいと思います。 

 それから、企業誘致についてですが、もう景

気が悪いからということで、あきらめるんじゃ

なしに、逆転の発想で、攻めて攻めて、これる

方法を考えていただきたいと思います。 

 以上で再質問を終わります。 

○副議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の再質

問にお答えいたします。 

 今、話はるる、最初に申し上げましたように、

少し取り組んでいる課題等の、いわゆる着地点

を見出さなきゃいけないというふうなことから

の観点からお話をさせていただいたわけでござ

いますが。 

 今城議員から、もっと新しい形でのものを練
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れという御指摘でございます。その辺、私も頭

をフル回転させまして、違う視点というふうな

形で、少し公約というものをつくらせていただ

きたいというふうに思います。 

 また、いい知恵がございましたら、また教え

ていただければ、こういったこともすべきだと

かいうふうなことがございましたら、また教え

ていただければありがたい。 

 それから、ＢＣＰの関係でございますが、全

庁体制と言いましたのは、やはりこれ、私自身

も危機管理係２人だけで足りてるとは思ってお

りません。彼らにすべてを投げているというこ

とではございませんで、庁議等でも申し上げて

ますように、やはりみんなが、これは各課なり

のものを持っておるわけですから、そのものが

災害に対する対応というものをしていかなきゃ

いけないというふうなことを申し上げておりま

す。 

 ただ、そこの危機管理係は、まとめをやらな

きゃいけない、そういうことで、その体制的に

無理でありましたら、担当課長とも話しまして、

人員体制も見直さなきゃいけない、そんなこと

は思っておるところでございまして、ぜひ、２

名ではどうしてもだめということになりました

ら、これは支援員を置かなきゃいけないという

ふうなことは思っております。 

 そういうことで、御了解願えればありがたい

と。 

 それから、バックアップ体制で、宿毛の平田

の工業団地というところもございます。なかな

かやっぱり、景気悪いと、私、申し上げません

が、こういった業界は、非常に景気的にはいい

ところだろうと思います。 

 宿毛に、高知県全体のことを持ってこいとい

うのは、なかなか彼らも現実的には無理じゃな

かろうかというふうなことを思っておりまして、

実は、もう一つお話がございまして、幡多地域

の、いわゆる幡多に６カ市町村ございますね。

こういった形の、６カ市町村が全体まとまれば、

例えば平田に今、今城議員がおっしゃったよう

な、どうですかというふうな話ができようかな

というふうに思っております。 

 だめもとじゃないんですけれども、話はして

みる価値はあると思いますので、話としては、

していきたいというふうに思います。 

 それから、企業誘致は、決して景気悪いから

ということでは、私、思っておりませんで、い

ろんな、この間もコマツの大阪工場長、宿毛市

の高校卒業生も、コマツに就職させていただい

たり、そんなこともしておる関係で、こちらに

来てくれるような、工場についても打診はした

りしております。 

 いろんな人脈をついた形で、ここは交通的に

は不便なところでございますけど、かえってそ

の不便さもいいんじゃないかというふうなこと

もあり、それから工業団地でつくったものを、

例えば宿毛湾港からこの船が発着、きちんとで

きるようになりましたら、そこで、混載で荷物

を運べば輸送費も安くなるとか、そういうふう

な、いわゆるプラスのところの発想を、こちら

の材料としてお示しするというふうなことが大

切ではなかろうかというふうに思いますし、や

はりこの熱を持っていかなきゃいけないかなと、

そういうようなことを思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（野々下昌文君） ４番今城誠司君。 

○４番（今城誠司君） いろいろと前向きな答

弁ありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。 

○副議長（野々下昌文君） この際、１０分間

休憩いたします。 

午後 １時５１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時００分 再開 
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○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君） １番、髙倉でございま

す。一般質問をいたします。大きく２点につい

てでございます。 

 まず、１番目に、行政方針における宿毛市の

振興計画について、市長の目指すまちづくりと

はどのようなものかをお伺いいたします。 

 行政方針の中で、「これまでの計画を踏まえ

る中、市民のニーズや昨今の社会経済情勢、重

要な課題、官民連携の重要性などを考慮し、教

育や福祉、産業振興など、各種施策事業につい

て、市民目線に立ちながら、素案を作成し」と

あり、「新しい振興計画に基づき、市民生活の

向上や、さらなる地域振興に向け、市政運営を

行い、行政機関としての役割を果たす」とござ

いますが、本当に市民のニーズにこたえ、市民

目線に立っているのか。 

 例えば、宿毛市全体を高揚させるためにも、

駅前商業地と連携して、中心市街地の計画を官

民協働で推進していくべきでしょうが、いま一

つ市長の熱い思いが市民に伝わっていないので

はないかと感じます。 

 先ほどの今城議員へのお答えの中でも、反省

をしておられましたが、今回の小学校、中学校

の問題におきましても、市街地全体をとらえて、

市民目線を考慮しながら計画をなされば、違っ

た視点となったのではないかと思います。 

 ３期を目指すに当たり、いま一度、市長の目

指す官民連携、市民目線に立ったまちづくりを

お伺いいたします。 

 ２番目に、教育環境の整理についてです。 

 現在、検討中の中学校が、松田川小学校に移

転した場合の登下校に関する安心・安全につい

て、どのような対策をお持ちかをお伺いいたし

ます。 

 去る７月１１日、教育委員会の現地説明会に

参加し、すばらしい環境を目の当たりにすると

同時に、疑問、不安も感じました。 

 同僚議員との重複を避けるため、その中の一

つである登下校の点に絞り、お伺いいたします。 

 大勢の生徒が集中する登校時、また部活を追

え、遅い時間帯での下校時、子供たちの安心・

安全について市長のお考え、対策をお伺いいた

します。 

 以上、第１回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、髙倉議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目でございますが、私の目指す官

民の連携、それから市民目線に立ったまちづく

りについてという質問でございますが。 

 まず、今回、策定をいたしました振興計画に

つきましては、髙倉議員にも、連合婦人会とい

うお立場で、委員として参画いただきましたの

で、御承知のこととは思いますが、各課の職員

が業務の中で、市民の皆さんからの声を聞きま

す。また、パブリックコメントも踏まえた上で、

策定をいたしました。 

 そうしたことから、私といたしましても、十

分に市民目線に立った、市民の御意見をお伺い

した形での計画になっているというふうな認識

をしておるところでございます。 

 私が、一人一人に、市民の方に直接聞いたわ

けではございませんが、いろんな担当のほうか

ら聞いたという形になっておりますので、そう

いった認識をしておるところでございます。 

 また、中心市街地活性化につきましては、平

成１３年に駅前地区も包括しました中で、計画

が策定された経過がございます。その計画実施

に当たりましては、ＴＭＯを商工会議所が中心

になって立ち上げまして、旧東洋城の建物を利

用したテナント方式の活性化に向けた取り組み
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がなされた経過がございました。 

 スタート時点では、何店舗かの進出もござい

ましたが、これがもう軌道に乗らずに、またこ

れまあ社会情勢の悪化の影響もあったんだろう

かなというふうに思いますが、この計画により

ます活性化事業が停滞化した状況でございまし

た。 

 そこで、平成２０年に、庁内におきまして新

たなプロジェクトチームを立ち上げまして、市

役所の中で素案を作成する中で、現在、進行中

でございます宿毛市中心市街地活性化計画を、

策定をすべく、宿毛市中心市街地活性化協議会

での協議がなされておるというところでござい

まして、これは、あくまでも官民が一体となっ

て取り組む事業というふうに、私は認識してお

ります。 

 委員としては、さまざまな分野の方が委員に

なっておりまして、商工会議所、青年会議所、

それから地域の住民代表、商店主、旅館組合そ

れから旅客運送に携わる方、それから金融機関

の皆さんと、行政の担当部署の職員で構成をさ

れておりまして、今後も、お互いが連携する中

で、歩調を合わせて、できるとこから実施して

いきたいというふうなことを思っているところ

でございます。 

 これ、それぞれの代表の方々が、多岐にわた

っておりまして、いろいろな意見が、本当に多

過ぎるほど出ているような状況でございました

ので、これをやはり実施に移していくためには、

取捨選択もしていかなきゃいけない。皆さんと

の話し合いの中で、きちんとした実施をできる、

無理のないものといいますか、余り背伸びをし

て、後々の借金づくりを、これは民間と官と一

緒でございますから、つくるわけにいかないと

いうことではございますけれども、お互いが力

を合わせて、一つのものをつくり上げていくと

いうふうにしたいというところで、計画、協議

会をしているところでございます。 

 これ、前段がありまして、先ほど申し上げま

した中心市街地の活性化計画、これは外部のコ

ンサルタントに、以前のものは委託したようで

ございますが、やはりよその方がつくってもら

うというよりも、自分たちの町のことは自分た

ちでやろうじゃないかという発想のもとで、こ

れは各界、宿毛の皆さんで、みんなで意見を出

し合って、これを協議会をつくって、そして計

画を立ち上げようというふうな発想からきてい

るものでございまして、官民が連携する一つの

ものをつくっていくということの、いい事例で

はなかろうかと、そういうふうに思います。 

 行政の役割としましては、いろんなものを事

業するに当たって、民間のしていることにつき

ましては、これは行政は後押しをしていくんだ

というふうなことも、大体が行政の役割だろう

とは思います。 

 ただし、リーダーシップをとってやらなきゃ

いけないこともあります。いろんな面で、双方

向が協力をして、物事をつくり上げていくとい

うのが、いい姿ではなかろうかというふうなこ

とを思っておりまして、私自身も、これが皆さ

んの御意見を取り入れて、みんなでやっていく

というふうなことの形で、非常に有効なやり方

だろうというふうに、私自身は思っております。 

 次に、教育環境の整備でございます。現在、

検討されている松田川小学校の跡地へ宿毛中学

校が移転した場合の、登下校に関する安全・安

心対策でございます。 

 私の見解をということでございますが、これ、

教育関係につきましては、学校については、教

育委員会の所管ではございますが、学校につい

て、設置責任というものが、私にもございます。

市長部局と教育委員会が一体となって、やっぱ

り取り組まなきゃいけないというふうな問題で

ございます。 
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 通学路の安全をどのように確保するかという

ことでございますが、先の市議会の、６月の議

会におきまして、濵田議員の御質問に対しまし

て、教育長が答弁したとおりと、形になろうか

と思いますが。 

 現在、和田地区とか中角地区からも、児童生

徒が通学しております。宿毛中学校が移転した

としても、その通学路を通学することと考えて

いるわけでございます。 

 したがって、新たに通学路を整備するだとか、

通学路を指定するだとか、いうふうなことは想

定をしていない状況でございます。 

 ただし、その場合でありましても、これ、安

全を確認しなきゃいけない、安心を与えなきゃ

いけないという意味もあって、街灯の設置であ

るとか、通行する車両に注意を喚起する、安全

啓発看板の設置を行ったり、仮に現在の道路状

況で、通学に支障を来す場合が、来す箇所があ

れば、可能な範囲で道路整備を行ってなきゃい

けないというふうな、できるだけの安全対策を

図る必要はあるというふうに考えます。 

 また、街灯の設置につきましては、ここ田園

地帯でございますので、農作物への影響が懸念

されるというお話も聞いておりますので、これ

はもう専門家などにお聞きする中で、農作物へ

の影響が大きくならない範囲での設置について、

検討していきたいというふうに考えています。 

 また、登下校におきましては、場所によって

は人目が少なくなることも想定されますが、他

の学校におきましても、通学路の一定部分にお

いて、人目の届きにくい場所もあります。 

 教育委員会において、学校長に対して、でき

るだけ暗くなる前に下校するような指導をして

いると聞いているところでございます。 

 当然のことでございますけれども、今後も子

供たちの登下校時におけます安全対策につきま

しては、保護者や地域の皆様の御協力をいただ

きながら、万全を期するよう、教育委員会に対

しても、申し入れをしますし、教育委員会とそ

の都度やっぱり、緊密な連携をとりながら、対

処していきたいと、このように考えておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君） １番、髙倉、再質問を

いたします。 

 まちづくりについて、いろいろお答えをいた

だきました。 

 昨年度、私も中心市街地活性化の話し合いに

参加させていただきまして感じましたことは、

民間に、民間にという余りに、市の消極的な姿

勢ばかりが印象に残りました。 

 ただいまのお話を聞いて、うなづけるところ

もありましたが、少し後ろ向きの姿が見えたこ

とは残念でたまりません。 

 お返事の中で、官民一体となってとお話があ

りましたので、ぜひ、よいリーダーシップをと

っていただきたいと存じます。 

 快適な住居空間、商業、観光、それぞれ立場

の違う市民のニーズ、どうくみ上げて、どう生

かしていくのか、今後の公共建築物の整理につ

いては、地域の活性化に貢献し、防災に強い町

をつくらなければなりません。 

 既にまちづくりに成功したところ、また考慮

すべきところが見えていると思います。 

 現在の社会情勢、財政において身の丈に合い

ながら、魅力のあるまちづくりは大変なことで

ありましょう。 

 本日の高知新聞の一面にも、まちづくりの難

しさは出ておりました。市民一人一人が主役に

なれるためにも、市長においては、情報発信と

ともに、しっかり対話をしていただき、子供に

財産として残せる環境をつくらなければならな

いと存じます。 
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 このことを前提として、２番目の教育環境の

整備について、再質問いたします。 

 ただいままでのお答えの中では、いま一つ安

心・安全が見えてきません。 

 まず、津波も怖いです。台風も当然怖いです。

専門家の御意見では、高いところが望ましいこ

とも伺っております。ですが、年間３００日以

上、毎日の登下校の安心・安全も問題です。女

性の立場、母親の立場として、子供が笑顔でた

だいまと帰ってくることは、最大の幸せです。 

 登校時、集中した時間帯、場所においての交

通安全。下校時、遅い時間帯の安全、しっかり

と対策を立てていただきたい。 

 通学路の指定とか、街灯、看板だけでは、や

はり全部を納得するわけにはいきません。 

 教育委員会に任せっ放しでなくても、今城議

員の質問にも答えられていました。松田川の堤

防整備の声もありました。その一つとして、通

学路の見通しの悪さを解消、安全確保のために、

新しい橋、また道路計画はあるのかをお伺いい

たします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、髙倉議員の再質

問にお答えいたします。 

 まず、まちづくりについては、御意見だけだ

ったという気がしますが、やはり新しくまちを

みんなでつくっていこうというときには、これ

は１０年先とかそこら、５年先とかいう話じゃ

なくて、やはり市民が本当に潤いのある、憩い

の生活ができるというふうなまちの観点という

ものが、非常に大切だと思います。 

 そういったことで、やはり皆さんがいろんな

意見を出していただいて、先ほど申しましたよ

うに、いろんな意見の中で、将来、何十年にも

わたって、このまちが続いていくというふうな

ことは、考える必要がございますし、恐らく昔

から、この宿毛のまちをつくってきた方々も、

そういう思いでつくってきたというふうに思い

ます。 

 だから、新たに何かをするということにつき

ましては、その歴史というものも非常に学んで

いかなきゃいけない。それで、どこに何を建て

ていくか。恐らく私自身は、この宿毛のこのま

ちといいますか、旧市街地でございますが、こ

こはお殿様の時代が、昔ありました。そのとき

に、やはり地盤とか、そういうものがよかった

から、ここにまちができたんじゃなかろうか。

それから、水のよい、水の便がいいとか、そう

いったいろんな要素がたくさん重なり合って、

そこに領主としても住んでいただかなきゃいけ

ないというふうな思いを持って、まちづくりを

されたんじゃなかろうかというふうなことを思

うわけでございまして、市民の皆様が、だから

いろんな御意見を出していただきながら、イン

フラ整備をきちんとしていくというのが、今の

行政の役目かなというふうに思いますし、中心

市街地の会に出られて、まちづくりの会社の会

議に出られて、髙倉議員が民間に、民間にとい

う、行政の後ろ向きがあったというふうなこと

を、今、聞きましたが、行政職員の。 

 特に、私自身はそういった、行政は後ろ向き

ではなくて、やはり先ほど申しました、一緒に

なってやっていくというふうなことを、職員に

も伝えたつもりでございますが、そういうとら

え方をされたということでありましたら、また

反省もしながら、一緒になってやりましょうと。

一緒に、前向きにいきましょうというふうなこ

との話を、またしていかなきゃいけないかなと

いうふうなことを思います。 

 それから、通学路の安全・安心を、登校時だ

とか下校時、いろんな子供たちの安全を、街灯

とか看板だけじゃだめだという御指摘ではござ

いますけれども、今のところ、唐突に新しい橋

の計画、道路の計画ということは、今のところ、
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ちょっと用意をしておりませんで、特に計画と

いうものはございません。 

 ただ、ここの子供たちの安全・安心が、通学

の安全・安心が、今の状態で、もし中学校が松

田川小学校の跡地に行くようになれば、どうい

った安全を、きちんと守れるかというものは、

やっぱり本当に、今からでも真剣にやっとかな

きゃいけないんですが、今のところでは、こう

いった子供、教育委員会と一緒になって、こう

いった安全・安心を与えられるような通学路づ

くりというものを、既存の形でやっていくとい

うのが、今の計画でございます。 

 先ほど申されました、新しい橋をつくる計画、

それから新しい道路をつくる計画というものは、

今のところはございません。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君） ありがとうございます。 

 事前の、なかなか難しいことやと思います。

何の対策もという言い方まではいたしませんが、

ただいままでの答えでは、保護者の考える子供

たちの安心・安全は確保できるとは思えません。 

 東中学校を例に挙げますと、生徒の自転車の

後ろから、保護者が車で照らしながら下校いた

します。 

 移転等を年内にといわれる最終判断までに、

余り時間はありません。先ほどおっしゃってい

ただきましたように、どんどん議論をしていた

だき、よい知恵が出るように期待いたします。 

 また、大事なまちでございます。市民一人一

人頑張ってまいります。市長には、リーダーシ

ップをしっかりととっていただき、また誤解が

ないように言います。後ろ向きと言ったのは、

職員さんたちが後ろ向きということではなくて、

市が出せる答えが限られ過ぎて、結局、そばに

いた方々が、ああ、何となく、市はちょっと引

いてるなというふうに受けた印象であって、そ

れが私だけの印象かもしれませんので、その点

はお断りしておきます。 

 以上、質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） この際、１０分間休憩

をいたします。 

午後 ２時２５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 市長から発言の申し出がありますので、この

際、これを許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、先ほど、髙倉議

員に御説明しました部分に、正確にちょっと補

足をさせていただきます。 

 １３年にＴＭＯの取りまとめをしましたとき

には、コンサルタントに委託をしておりました

が、この今回の中心市街地活性化協議会での計

画策定には、市民みんなでやってますというふ

うな言い方をしました。 

 その中での、これは策定につきまして、意見

を出していただくのは、市民の皆様全員でやっ

ておりますが、この取りまとめにつきましては、

コンサルタントの方に委託をしまして、いろん

な絵を書いていただいたり、この市民の意見に

基づいた取りまとめということは委託をしてお

りますので、正確にそのように補足をさせてい

ただきます。 

 どうも恐れ入ります。 

○議長（中平富宏君） 一般質問を継続いたし

ます。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。

ただいまから一般質問を行います。 

 中西市長が市長に着任された翌月に、宿毛佐

伯フェリーの問題が発生し、３月には宿毛駅で
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の列車衝突事故など、前途多難を思わせるスタ

ートでしたが、あれから早くも８年の歳月が流

れました。 

 １期目の中西市長の公約の目玉は、「元気都

市 宿毛市をつくる」であり、私も大いに期待

したことでした。 

 ２期目は無投票当選でしたが、その直後の議

会で、私は市長に、無投票は無競争であり、無

批判ではないと話しかけたことでした。 

 あれから４年たちましたが、宿毛市は元気都

市になったでしょうか。私たち日本共産党が実

施した市民アンケートでは、元気な声はほとん

ど聞かれませんでした。いま一度、宿毛の市民

が元気になれるような答弁を期待して、通告に

従い、質問に入ります。 

 まず、１番目に、地元業者の仕事づくりにつ

いて、市長にお尋ねします。 

 市の公共事業を、地元業者最優先で発注する

よう求める市民要望に、どうこたえるかについ

てであります。 

 今、宿毛市の自営業者は、仕事や売り上げが

少なく、途方にくれています。そうした中で、

大規模な事業はもとより、小規模の官公需につ

いても、地元への発注を待ち望んでおり、この

期待に全面的にこたえるべきではないでしょう

か。 

 一例を挙げれば、貝塚前の与市明川に沿って、

市が最近、施行した駅東１号公園植樹について

も、その必要性と市外業者へ発注したことに対

し、批判の声を聞きます。なぜ地元業者に発注

できなかったのか、お聞きします。 

 官公需の地元発注を初め、地元の中小零細企

業を発展させるための諸策を推進する、産業振

興条例を制定する考えはないか、市長の所見を

お聞きします。 

 ２番目に、住宅リフォーム助成制度の実施を

求める市民要望にどうこたえるかについてであ

ります。 

 住宅リフォーム制度は、市民の安全で安心で

きる住まいづくりとあわせて、地元業者への仕

事づくりと、地域商店の活性化につながるため、

多くの自治体で取り組みが広がっています。 

 私も、たびたびこの議会で求め、各地の実施

内容も紹介してきたことでしたが、最近では、

お隣の愛南町でもこの制度が導入され、町民に

喜ばれていると聞きました。 

 宿毛市を元気都市にする一施策として、実施

する考えはないか、再度お尋ねいたします。 

 なお、愛南町では、去る８月から実施されて

いますが、その内容は、工事費の１０％を限度

として、補助金額の上限は２０万円で、新築工

事にも適用されるようです。 

 補助対象者は、町税などの滞納はない町内在

住者で、持ち家住宅の新築や増改築、リフォー

ムを行う町民や、親や子の持ち家住宅に同様の

工事を行う町民となっています。 

 補助対象工事は、工事費が５０万円以上で、

愛南町内に本店や支店、事業所がある建築業者

などが施工するものとなっており、６００万円

の予算が組まれています。 

 主な補助対象工事は、住宅の新築や増築、改

築、並びに耐震化工事、屋根や外壁の塗装、あ

るいは防水工事、床フローリングや天井クロス

の張りかえ、キッチンやバス、トイレなどのシ

ステム設置や改修など、幅広く適用できるよう

です。 

 宿毛市も、ぜひ前向きに取り組んでいただき

たい。 

 次に、大きな２番目で、原発事故からの市民

保護についてであります。 

 １番目に、伊方原発で事故を発生させないた

め、宿毛市として今後、どのような取り組みを

するか。 

 伊方原発は、現在、老朽化している原発や、
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危険なプルサーマル運転をしており、いつ福島

のような事故を発生させるかもしれないため、

多くの市民が心配しています。 

 四国電力が、多くの人が指摘している不安全

要因への安全対策を実施するよう求めるべきで

はないか。そして、極めて危険なプルサーマル

運転の即時中止と、老朽化した原発を早期に廃

炉にするよう求めるべきではないか。 

 ２番目に、伊方原発が福島のような過酷事故

を発生させたとき、市民をどう保護するか。 

 伊方原発の事故発生を想定し、情報の早期把

握と、市民への伝達、避難の方法などをマニュ

アル化し、市民を放射能被害から保護する対策

を立てておくべきではないか。 

 ３番目に、東日本震災の瓦れき受け入れ要請

については、放射能汚染の恐れあり、ほとんど

の自治体が断っています。宿毛市もはっきりと

断るべきではないか、お聞きします。 

 東日本大震災は、多くの人命を奪うとともに、

住宅や生業の場も破壊し、瓦れきと化してしま

いました。 

 この大量の瓦れきを地元で処理できないため、

全国の自治体に、環境省から可能な量の引き取

り要請が来ております。 

 本来なら、人道的立場からも、可能な引き取

りをするべきではありますが、この瓦れきは福

島原発の事故による放射能で汚染されている可

能性が多分にあります。 

 瓦れきを受け入れれば、その地が放射能汚染

されることになるため、高知県でも多くの自治

体が受け入れをお断りしております。宿毛市と

しても、幡多広域市町村圏事務組合の一員とし

て、組合での受け入れをしないよう、取り組ん

でいただきたい。 

 また、宿毛市独自としても、瓦れきの受け入

れをしないことを明言していただきたい。 

 大きな３番目で、有害鳥獣対策についてであ

ります。 

 有害鳥獣対策について、私は、たびたびこの

議会で議論をしてきたところでありますが、去

る７月に、産業厚生委員会の行政視察で、大分

県の中津市を訪問し、得た資料をもとに、再度

質問いたします。 

 中津市は、大分県の北東に位置し、平成１７

年に耶馬渓町などと合併し、人口約８万６，０

００人の市であります。 

 市では、有害鳥獣の災害対策に、積極的に取

り組んでいる、その成果を職員の方から丁寧に

御説明いただきました。 

 そこで、まず１番目に、有害鳥獣から農地等

を防護する対策について、中津市では、地域全

体を金網で囲い、シシやシカによる被害に大き

な防止効果を上げていました。 

 宿毛市でも、地域住民の合意ができたなら、

導入が可能かどうかをお伺いします。 

 御承知のように、有害鳥獣に悩まされている

多くの宿毛市民は、ナイロンや綿糸の防護網を

張っていますが、すぐに破られてしまいます。

しかし、金網なら破られず、防除効果が大きい

といえます。 

 中津市では、集落を金網で囲むこの事業を、

国の補助率５５％、市３３％、地元１２％で実

施していました。 

 また、今年は地域活性化総合対策事業も導入

していました。事業実行に当たっては、資材を

購入し、設置工事は当該集落の人が賃労働とし

て仕事をし、１２％の地元負担金に充当してい

ました。 

 次に、駆除対策についてであります。 

 その１番目に、地元猟友会に依頼し、賃金も

払って駆除部隊を構成しての一斉駆除、近隣市

町村と協議して共同駆除をすべきではないか。

この場合、水源税の活用をどのように考えてい

くか、お尋ねします。 
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 ２番目に、捕獲報償金の引き上げについてで

あります。 

 特にサルについては、報償金を大幅に引き上

げ、狩猟者が駆除意欲を持てるようにする必要

があるのではないか。 

 私たちが視察した中津市でも、サルの駆除を

奨励するため、２１年度から報償金を１匹３万

円にし、前年度の２倍になる１２匹を駆除して

いました。 

 また、高知県でも、今年度からサル１匹に５

万円を出している本山町では、例年の数匹に対

して、既に２倍の駆除数になったようでありま

す。 

 報償金単価は上がっても、捕獲数が少ないサ

ルであれば、総経費も多くを必要としません。

仁淀川町や越知町、梼原町のように、３万円く

らいまで引き上げができないか、お尋ねします。 

 ３番目に、わなによる狩猟法が改定され、捕

獲がしやすくなったようであります。どう変わ

ったのか、この改定内容を市民に周知し、駆除

への参画を促すべきではないか。 

 次に、駆除鳥獣の食肉化についてであります。 

 各地で食肉化の取り組みが進み、おいしい加

工品も開発されつつあります。近隣市町村と協

議して、食肉加工に踏み出すべきではないか。 

 中津市でも、食肉加工処理場として、耶馬渓

食肉工房「猪鹿」を平成２２年度に建設し、捕

獲した獣肉の食肉化に取り組んでいました。 

 ウインナーやハンバーグにも加工し、学校給

食に提供するなど、まだ試行錯誤の段階のよう

でした。 

 高知県でも、香美市では獣肉加工が順調に進

み、好評を得ているようであります。ぜひとも

この県西部地域でも食肉加工を起こし、鳥獣駆

除と雇用の場づくりに取り組むべきじゃないか、

お聞きします。 

 次に、被害に対する行政の認識についてであ

ります。 

 視察した中津市では、市長ほか関係者の有害

鳥獣被害に対する心意気に感嘆いたしました。 

 有害鳥獣被害の激しさ、関係者の苦しむ姿を

見た人は、この現状を災害だと認識し、説明資

料では、「有害鳥獣と戦う中津市」と記され、

まさに市民生活と中津市の一大事と位置づけ、

戦いとして取り組んでいます。 

 その戦いを成功させるため、中津市は、今年

度の有害鳥獣関係の予算を約１億７００万円組

んでいます。宿毛市の集落や山林で起こってい

る有害鳥獣による駆除も、同じ内容であります。

被害に苦しむ市民の心に寄り添って、現状を見

るならば、もはや猶予は許されない。 

 行政の最高責任者である市長の決意をお聞き

いたします。 

 ４番目に介護保険制度について。 

 介護認定の現状について、お聞きします。 

 介護認定の申請をした人から、軽度に判定さ

れたとの訴えをよく聞きます。これは前回の制

度で、軽度に判定する仕組みが持ち込まれたた

めであり、このため、介護の必要な人が、必要

な介護を受けられないと嘆いています。 

 介護申請者の苦難に寄り添い、実態に合った

認定をするべきではないか、お聞きします。 

 ２番目に、介護給付金不正受給の返還請求に

ついてであります。 

 ３年前に宿毛市内の介護事業所で不正があり、

その事業所は、県から介護保険事業所の指定取

消処分を受けました。 

 不正をした介護事業者に対し、関係市町が支

出していた介護給付費の全額返還を求め、訴訟

を起こすようであります。 

 訴訟の総額は３，４２５万円で、その内訳は、

四万十市が約１，７００万円、大月町が約１，

０４３万円、黒潮町は約２７１万円、愛南町が

約４１１万円となっています。三原村は、請求
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額が約３万４，０００円と低額のため、訴訟に

加わらないようであります。 

 しかし、宿毛市は大きな額と思われるのに、

訴訟に加わらないのはなぜか。市民から疑問の

声があがっています。このことに関し、次のこ

とをお聞きします。 

 まず、１番目に、宿毛市が訴訟に加わらなか

ったのはなぜか。地元企業への配慮か。 

 ２番目に、宿毛市も全額返還を求めるとすれ

ば、その額は幾らになるか。 

 ３番目に、４市町側が勝訴するという裁判結

果が出た場合には、請求権放棄した宿毛市の損

失責任はだれが負うのか。 

 次に、３番目に、第５期の介護保険制度改定

であります。 

 改定介護保険法が日本共産党と社民党の反対

を押し切って、６月１５日に国会で可決されま

した。施行後１０年を経た介護保険制度は、保

険あって介護なしと言われるように、高過ぎる

保険料と利用者負担、深刻な施設不足、実態を

反映しない介護認定や利用限度額によって、利

用できる介護が制限されるなど、多くの問題が

噴出しています。 

 今回の改定は、こうした問題の解決には手を

触れず、新たに介護給付抑制策を盛り込むなど、

介護利用者や家族に重大な苦難を与えるものと

なっています。 

 宿毛市も、近々、介護保険事業計画の策定作

業に入ると思われますが、市民が特に苦しむ、

次の２点は盛り込まないよう求めます。 

 １番目に、宿毛市では、介護予防・日常生活

支援総合事業を創設しないことを求めます。 

 今回の改定で、市町村は総合事業を創設でき

ることになりました。この総合事業は、要支援

と介護保険非該当の高齢者を対象とした事業で、

全国一律の基準に基づく介護保険サービスでは

なく、市町村が行う地域支援事業にされ、サー

ビスの内容も、料金設定もすべて市町村任せに

されます。 

 また、サービスの担い手も、ボランティアな

ど多様なマンパワーを活用とされており、専門

の介護職員以外の人に任せ、サービス切り捨て

と費用削減をねらったものであります。 

 現行制度では、要支援１、２の人はデイサー

ビス、訪問介護、短期入所について、予防給付

として介護給付に準じたサービスを受けてきま

した。しかし、総合事業が新設されると、従来

の予防給付を受けるのか、総合事業に移行させ

るのかを、一人一人市町村が割り振ってしまい

ます。 

 また、総合事業を行う地域支援事業は、その

事業費を介護給付費の３％以内に制限していま

す。現在でも、要支援の人たちの介護給付費は、

給付費全体の５．９％であるのに対し、３％に

制限すれば、必要なサービスを受けられない可

能性が出てきます。 

 このように、今回の改定は、要支援へのサー

ビスを削減するなど、軽度者の介護取り上げを

する内容となっています。 

 ２番目に、保険料負担はもう限界であり、介

護保険料の引き上げをしないことを求めます。 

 ６５歳以上の介護保険は、３年ごとに改定さ

れることになっており、２０１２年度には、改

定を迎えます。 

 厚生労働省は、各界が強く求めていた公費負

担の引き上げを見送り、次期保険料を引き上げ

る試算を示しました。 

 それによると、現在、一人平均月額４，１６

０円を８４０円も引き上げて５，０００円にし

ようとしています。 

 昨年の春、日本共産党宿毛市委員会が行った

市民アンケートでも、介護保険料と国保税が高

過ぎて苦痛だ。引き下げをせよとの声が多数あ

りましたが、この高い保険料をさらに引き上げ
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ることは許されません。 

 老夫婦２人で月１万円の介護保険料は、何と

しても高過ぎであり、引き上げないように求め

まして、私の１回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に、地元業者への仕事づくりでご

ざいますが、私も、地元業者、当市の発注工事

は地元を大優先に考えておるところでございま

して、それの原則は、もう全然外していないつ

もりでございます。 

 また、業者さんが元気になるということで、

地元への発注ということに関しましては、今、

国の機関としましては、国交省の四国整備局が

ございまして、まず一つは、湾港の防波堤の工

事がございます。 

 それから、中筋川ダムの事業所がございます。

それから、中村河川国道事務所がございます。 

 そういったところが、国の事業実施というこ

とで、大きな工事、小さな工事ももちろんして

いただいておりますが、ここの出先にも、私ど

もはぜひ、宿毛市域でするものにつきましては、

地元宿毛市の業者さんを、ぜひお使いください

というふうなことを、お願いをしてまいってき

ております。 

 そんなことで、地元業者さん優先ということ

での取り組みをしているわけでございますが、

御指摘のものについて、ちょっと調べてみまし

たら、その駅前１号公園の植樹事業ということ

で、これ、公園整備の補助事業での採択が困難

でございまして、高知県地域子育て創生事業を

導入しまして、公園施設の充実を図るというふ

うな形のものでございまして、この事業の区分

の中で、地域におけるきめ細やかな子育て支援

活動の促進を選択しまして、住民参加型イベン

トとして、園児、保護者を中心として、植樹を

実施する内容でございまして、こういった形で

の補助採択を受けた経緯がございまして、これ

は請負工事による事業とはなっておりません。 

 また、市外の業者ということでございますが、

この市外の業者から購入した理由というふうな

ことをおっしゃられましたが、これ、樹木を原

材料費で購入するという制約がございました。 

 できれば、圃場を持ってて、かつ一定の木の

種類の在庫を有する業者さんが望ましいんでは

なかろうかというふうに考えて、市内業者を含

めて、３社から見積もりを徴収をして、これは

見積随契ということで、随意契約をいたしまし

て、業者を決定したということでございます。 

 この植樹に際しましては、保育園児２５名と、

保育士、職員も参加して、中低木の植樹を実施

しまして、高木の植樹の際には、納入業者の協

力を得て、実施されたという経緯でございます。 

 次に、吹田市を事例として、地域活性化を目

的とした産業振興条例の制定ということでござ

いましたが、これ、高知県が実施主体となって、

実施中の産業振興計画を軸としまして、官民が

連携して取り組みを行っていますので、改めて

条例制定とまでは必要ないというふうに考えて

いるところでございます。 

 次に、住宅リフォーム助成制度でございます。 

 他県で独自に助成制度を創設している自治体

があるということは、承知しているわけでござ

います。昨年の６月議会、またことしの３月の

議会におきましても、浅木議員の一般質問でも

紹介させていただきましたとおり、現在、宿毛

市で行っています住宅の改修工事についての助

成制度を、とりあえず紹介をさせていただきま

す。 

 一つ目でございますが、平成１７年度から、

国、県の支援を受けまして、木造住宅の耐震改

修を行った場合、上限で６０万円。 

 二つ目として、宿毛市地域生活支援事業の障
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害者及び障害児が自立した日常生活、または社

会生活を営むための改修を行った場合、これ、

上限で２０万円。 

 三つ目として、平成１２年度から、居宅介護

住宅改修事業、介護予防住宅改修事業の介護保

険の認定を受けている方の住宅で、改修が必要

であると認められた工事が、上限で２０万円。 

 そのほか、平成１０年度から、下水処理区域

において、くみ取り便所から水洗便所へ改造さ

れる場合について、助成制度を設けているとこ

ろでございます。 

 実績でございますが、一つ目の耐震改修が、

平成１７年度から平成２２年度までで３件でご

ざいます。 

 二つ目の、宿毛市地域生活支援事業で、平成

１８年度から２２年度までで、８件ございます。 

 三つ目の、介護関係事業で、平成１２年度か

ら平成２２年度までで、これは９２１件ござい

ます。 

 それから、下水道事業では、平成１６年度か

ら平成２２年度までで８７件というふうに、実

績がございます。 

 住宅産業は、すそ野の広い産業でございまし

て、住宅のリフォームは、広く経済効果が及ぶ

というふうに考えられますが、宿毛市では、こ

ういった助成制度を設けておりますので、現在

のところ、助成対象以外のリフォーム、新築に

ついては、個人で行っていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 次に、原発事故からの市民保護ということで、

お話がございました。 

 伊方原発の事故防止策でございます。この質

問につきましては、６月議会の回答と同じもの

になろうかと思いますが、そもそも原子力発電

は、国がその安全性を全面的に保障しまして、

国策として推進してきたものでございまして、

６月上旬に行われました全国の市長会におきま

しても、原子力発電所等の安全確保、及び防災

対策の強化について、万全の措置を講ずるよう、

国に対して緊急決議として要請しています。 

 その中で、大きく６つの項目について、お話

を申し上げます。 

 一つ目は、原子力発電所等の総点検と、事故

防止対策。 

 二つ目は、原子力安全規制体制の見直し。 

 三つ目は、原子力事故に対する情報伝達シス

テム、及び避難体制の再構築。 

 四つ目は、原子力防災対策の抜本的見直し。 

 五つ目に、原子力医療体制の強化。 

 六つ目としまして、原子力防災対策に対する

立法措置及び財源措置ということで、全国市長

会として要請をしておりまして、宿毛市として

も、この決議を尊重している状況でございます。 

 ２点目としまして、伊方原発事故発生時の対

策でございますが、原発施設で事故が発生しま

して、放射能が建屋外部に放出された場合は、

国から放射能事故の各種情報が入ることとなっ

ています。 

 避難する施策とか、避難場所につきましては、

事故が発生しない現時点では、どれだけの範囲

が避難区域になるかがわかっておりませんので、

国からの情報、指示を受けて、避難に移ること

になりましょうし、避難場所についても、避難

範囲がわからないことには、指定することが難

しいんではなかろうかというふうに思っており

ます。 

 次に、東日本震災の瓦れきの受け入れでござ

いますが、放射性物質によって汚染された瓦れ

きの焼却処理であるとか、埋立処理であるとか、

そういうものにつきましては、安全であること

が保障されない限りは、我々、この地域の住民

の皆様の理解は得られないというふうに考えて

おりまして、受け入れということは困難であろ

うかというふうに、私は考えております。 
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 次に、有害鳥獣対策でございます。 

 農地等の防護対策でございますが、集落単位

の防護策を設置できる補助事業があるようだが、

宿毛市は利用しないかというふうなことがござ

いました。 

 国の事業の中で、鳥獣被害防止総合対策交付

金の、これは事業のことではなかろうかと思い

ますが、本市でも、本年度、ある程度、まとま

った農地を囲む防護さくを、２カ所で実施する

こととしています。 

 これは、天神地区と山北地区で、天神地区は

延長３，５００メートル、山北地区で、延長が

１，０００メートルというふうな、防護さくを

設置するというふうなことでございます。 

 事業主体であります宿毛市有害鳥獣被害防止

対策協議会が、地域からの要望を受けまして、

取りまとめを実施しております。 

 補助率は、要望地区がみずから設置する場合

は、資材費につきまして１００％、それから、

業者さんに設置してもらう場合は、５５％の補

助が受けられるということでございます。 

 次に、狩猟者に日当賃金とかいう話もござい

ますが、シカ個体数調整事業で、捕獲頭数に応

じた報償金をお支払いをしています。日当賃金

につきましては、県内他の市町村でも支払いさ

れておりませんので、また狩猟期間以外の、捕

獲許可を受けた狩猟者につきましても、一部、

高知県と徳島県との、合同広域捕獲においては、

支払われたことがございます。それ以外では、

現在の捕獲頭数に応じた報償金で、駆除をして

いただいているところでございます。 

 今後とも、県内他の市町村とも歩調をあわせ

ながら、対応をしてまいりたいということを思

っております。 

 次に、森林環境税を利用して、愛媛県と合同

ではできないかと。これは県境付近の駆除でご

ざいますね。 

 これには、先月、８月に宇和島市におきまし

て、両県の県境に位置する市町村担当職員と、

県の担当職員が集まって、協議をしております。 

 内容につきましては、日時を決めて、両県一

斉に駆除しようかということは、猟友会、双方

の日程調整であるとかが、実質的に困難という

ことで、現在の報償金制度のままで、強化月間

を設けて、一定期間内に両方から駆除していく

ということで、現在、当市の猟友会に提案して

おりまして、実施に伴う詳細について、早急に

協議をしていただくということにしています。 

 それに伴う森林環境税の使用につきましては、

シカの駆除や育成調査、生育調査に係る事業に

使用されていますが、合同駆除に対しては、森

林環境税は使用できませんし、補助事業として

の計画も、今のところはないということでござ

います。 

 次に、サルの駆除でございますが、報償金の

引き上げができないかとの質問でございます。 

 このことにつきましては、平成２３年３月の

議会で答弁をさせていただきましたように、平

成２０年度に、宿毛市有害鳥獣被害防止対策協

議会で協議をしまして、シカについては引き上

げをしました。これは４，０００円から８，０

００円にしております。 

 それから、サル、イノシシなどにつきまして

は、農協や森林組合から、それぞれ助成金が交

付されていますので、現段階では増額する予定

がございません。 

 次に、わなによる捕獲については、一部、法

改正がなされました。その件につきまして、広

く周知をということでございます。 

 このことにつきましては、一部、法改正では

ありませんで、これまで構造改革特区の認定を

受けた市町村内におきまして、わなによる有害

鳥獣捕獲を行う際に、特例的に従事者の中に、

わなの狩猟免許を所持しない者も含むことがで
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きるというふうにされていたものが、来年度よ

り、捕獲の許可を受けた「鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律」第９条第８項に規定す

る法人、これは地方公共団体であるとか、農協、

森林組合などでございますが、この捕獲許可を

受けた法人が行う講習を受けて、認められたも

のがわなによる捕獲を行う際に、狩猟免許所持

者の監督のもとで従事者になれるという内容で、

特区の認定を受けずに行うことができるという

ふうなものでございます。 

 そのような法人が講習会を開催することにな

りましたら、制度の説明であるとか、受講者の

募集などについて、それらの法人と連携する中、

広く市民にも周知してまいらなきゃいけないと

いうふうに思います。 

 次に、駆除鳥獣の食肉化事業の計画でござい

ますが、このことにつきましても、平成２３年

３月議会で答弁をいたしましたが、３月議会以

降も、計画はあがってきておりませんが、当市

としましても、ぜひ、これは食肉化をしていた

だきたいというふうなことは思っております。 

 現在、県の補助事業といたしましては、シカ

肉事業化支援事業がありまして、国の事業とし

ましては、前段でも申し上げました鳥獣被害防

止総合対策交付金のメニューに、処理加工施設

に対する補助金もございますので、ぜひ市民の

方で立ち上げていただきたいというふうなこと

を思っています。 

 また、事業化しようとする市民の方がおられ

ましたら、担当課におきまして、事業化に向け

ての提案とか、ＰＲもしていきたいというふう

に考えています。 

 最後に、鳥獣被害に対する私の所見というこ

とでございますが、鳥獣は自然環境を構成する

重要な要素の一つであり、欠くことのできない

存在でございますが、中山間地域におけます耕

作放棄地の増加も手伝いまして、近年、イノシ

シ、シカ、サルの生息区域が拡大しております。

そんな中で、農林産物の被害が増大しておりま

して、農林業に重大な被害を及ぼす、重大な問

題であるということは、認識をしております。 

 当市としましては、先ほどの単独の補助とし

まして、電気牧さく器の設置に対しても、２分

の１の補助を行っています。県の補助金制度を

使い、捕獲報償金も交付しております。 

 また、本年度は、前段でも申し上げましたが、

鳥獣被害防止総合対策交付金を使いまして、一

定区域の防護さくを、天神と山北両地区におい

て設置する事業とか、狩猟免許講習に対する助

成、またサルの捕獲おりも５基設置するように

しております。 

 今議会にも、有害鳥獣捕獲報償金等の増額の

補正予算を計上させていただいておりますが、

当初予算と合わせて、事業費は合計で１，１４

４万８，０００円というふうになっています。 

 その他でも、利用できる事業は活用しまして、

猟友会や有害鳥獣被害防止対策協議会で協議、

協力をしながら、一緒になって有害鳥獣による

被害の防止を図ってまいらなきゃいけないとい

うふうなことを思っておるところでございます。 

 次に、介護保険関係でございます。 

 一つは、本市におけます要介護認定の現状に

ついてでございます。 

 要介護認定におきましては、認定調査員が国

の認定申請基準、これは調査項目が、基本的な

項目が７４項目ございます。これに基づいて、

心身の調査を行いまして、これで一次判定とい

うことになります。 

 二次判定の場であります介護認定審査会では、

一次判定結果と主治医の意見書だけではなくて、

一次判定結果だけでは把握できない申請者固有

の介護に係るテーマを書いた、これは特記事項

と申しておりますが、これによりまして、介護

度の判定をしているところでございます。 
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 調査項目が変更されたことによる介護度の変

化につきましては、以前、認定申請をされたと

きと、心身の状況が一定とは限らないというこ

とから、分析をすることはちょっとできません

が、特記事項の情報提供を行うことで、適正な

認定審査を行っているところでございます。 

 今後も、要介護認定申請者の状況を正確に伝

えまして、適正な審査を行うよう、努めてまい

ります。 

 次に、介護給付費不正受給の返還の件でござ

います。１項目ずつ答える前に、少し申し上げ

ておきたいことがございます。 

 この件につきましては、この案件が発生以来、

宿毛市では、当該事業所にまで出向きまして、

調査を実施しております。許認可権を持ちます

県にもヒアリングをしたり、担当者から、そし

てまた部長級の方々までにも意見を聞きに行っ

ております。 

 その結果としまして、各関係自治体に、宿毛

市の判断をまず示しました。これを示して、各、

これは市町村長に説明をいたしまして、私は納

得いただいたものと理解した上で、２１年９月

議会にお諮りをしまして、議員の皆様にも説明

させていただき、御了解をいただいたものと思

っております。 

 ほかの自治体からは、当市に対しては、２１

年９月以降も、以前も、彼らの判断とか、措置

については、何らの情報提供はございません。

そこのところを、まず申し上げまして、個別の

質問に答えさせていただきます。 

 本市と他市町村との判断の相違、本市が訴訟

に加わらなかった理由についてということでご

ざいますが、他市町村がどのような判断に基づ

き、訴訟を起こしたものかは、私は承知してお

りませんので、これについてはお答えすること

はできません。 

 本市の見解を申し上げますと、介護保険事業

所を運営する上での知識が、ここでは不足して

いたこと。事務処理等の単純ミスによるものが

ほとんどで、組織的、作為的ではないというふ

うに判断したことから、違反請求となった給付

費と加算金、８２万５，０４０円を請求したと

ころでございます。 

 決して宿毛の企業だからといって、そのよう

に配慮したものではございません。これは、公

正、適正に、私は判断したというふうに思って

おります。 

 また、このことにつきましては、先ほども申

しました、平成２１年の９月の第３回定例議会

で、議会の承認も受けまして、２２年１０月６

日の、平成２１年度の決算委員会におきまして

も、これは議会のほうにも詳しく説明をさせて

いただき、理解していただいたというふうに認

識をしておるところでございます。 

 なお、先ほど申しました行政上の措置の標準

化に資するために、他の５市町村へは、本市の

見解を示しております。 

 次に、給付費全額を請求しなかった理由とい

うことでございますが、第１点目に、人員基準

違反として、訪問介護事業所の職員が、有料老

人ホームの業務に従事していたことによりまし

て、常勤専従についての基準に違反していたこ

と。それから、指定居宅介護支援事業としての

勤務表を作成していなかったことがあげられま

すが、これは法律上の人員基準についての理解

が不足していたことによるものでございました。 

 次に、不正請求があげられますが、これも事

務上の単純で、安易なミスによる請求誤りによ

るものでございまして、また、虚偽報告として、

当該事業所の所在地と違う所在地での指定申請

があげられておりますが、このことによって、

不正な利得が得られるというものではございま

せんでした。 

 また、高知県の実施した監査だけではありま
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せんで、本市でも調査をしましたが、介護保険

事業所を運営する上での知識が不足をしていた

ということ。 

 それから、事務処理等の単純ミスによるもの

がほとんどで、作為的ではないというふうな判

断をしたことでございまして、事務処理が適正

に行われていなかったサービスについては、給

付費と加算金を含めた８２万５，０４０円の返

還を求めたということでございます。 

 事業者の指定時にさかのぼって、介護給付費

等の全額の返還を求めた場合の返還金額につい

て、当市でも算定をしておりますので、お答え

をいたします。 

 ほかの市町村の見解、ほかの市町村と同様に、

訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所に介護

サービス給付費の全額を請求した場合、その請

求額でございますが、訪問介護事業所について

は、１，６０３万７，４４９円、居宅介護支援

事業所については、１１４万８，５００円で、

合計額は１，７１８万５，９４９円となります。 

 この返還額に加算金、給付費のこれは約４

０％でございますが、６８１万４，４７６円を

加えますと、総額は２，４００万４２５円とい

うふうになっております。 

 他市町村が起こした訴訟で、勝訴が確定した

場合の本市の対応でございますが、これは現段

階においては、裁判の行方を見守るしかないと

いうふうにしか、答えられません。 

 次に、第５期介護保険制度改定についてでご

ざいます。 

 一つ目に、介護予防日常生活支援総合事業に

ついて、お答えをいたします。 

 本年６月１５日に可決成立しまして、６月２

２日に公布されました介護サービスの基盤強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律に

基づきまして、介護予防日常生活支援総合事業

が創設されました。 

 この事業は、市町村の判断によりまして、要

支援者、二次予防事業対象者に対して、介護予

防や配食、見守り等の生活支援サービスなどを

総合的に提供することができる事業で、要介護

認定において、要支援と非該当などを行き来す

るような、高齢者に対する切れ目のない、総合

的なサービスの提供をしていこうとするもので

ございます。 

 この事業の活用によりまして、介護予防の推

進とともに、生活支援サービスの推進も図るこ

とが可能となることが考えられています。 

 詳細につきましては、今後、国から示される

ことになりますが、今回の質問の趣旨を真摯に

受けとめまして、利用者にとって不利益となら

ないように、宿毛市介護保険事業計画策定委員

会で検討をさせていただきます。 

 次に、第５期介護保険料についてお答えいた

します。 

 本市におけます介護保険料を引き上げない対

策についてでございますが、平成２４年度から

２６年度までの介護保険料については、同時期

における第１号被保険者数、介護認定者数、介

護サービス料などの見込み、国から示されるワ

ークシートなどで試算、勘案しまして、宿毛市

介護保険事業計画策定委員会の場で協議をしま

して、議会の議決を経て、決定するということ

になります。 

 現在、今後の介護サービス見込み料について、

検討をしているところでございまして、来期の

介護保険料がどれくらいになるかは、まだ見込

みが立っていませんが、団塊の世代が６５歳以

上となりまして、高齢化が進むことが想定され

ますので、介護サービスの需要が高まり、介護

保険料が上昇するケースも考えられます。 

 今後、宿毛市介護保険事業計画策定委員会で、

高齢になっても生き生きと暮らせることを目的

とした健康づくり事業などの実施とか、介護給
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付の適正化に努めるなどについて考慮しながら、

保険料の設定を考えてまいりたいと、このよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番、再質問をいたし

ます。 

 まず、１番目の仕事づくりについて、これは

今、国の事業にも、それぞれ地元でやらせてく

れというて要望しているということで、そうい

う何はいいわけですが、実質、宿毛市が発注す

る分が、市外の人に頼むことになったというこ

とで、こういう議論も提起されてきたわけです。 

 なお、もう一度、先ほどの例、わかりにくか

ったんですが。 

 これは、私は植樹事業として、同じ内容であ

ってもできるんじゃないかというふうに判断し

とったわけですが、市長の今の説明では、植樹

事業としてはできないというふうに聞えたんで

すが。 

 物品を買うて、それを植えるという事業はで

きても、植樹を、それ自体、請負言うんですか、

にすると。その事業を業者にやらすということ

にはならんという説明のように聞えたんですが、

そこのところ、確認させていただきたいと思い

ます。 

 なお、子育て支援事業という名称で使ったと

いうことに対しても疑問があるわけですが。あ

そこの公園が、行って見ても、あの植え方で、

果たして子育てにつながるのかなと。別に遊園

地みたいなところであれば、遊びの道具等含め

て、木を植えて、子供らが遊ぶ場所ということ

になろうかと思いますが、ほとんど、木をびっ

しり詰めて植えて、何か、あとベンチを置くと

いうような話はありましたが、あれが３００万

かけてやる、子育て支援事業いうことに対して、

皆さんが疑問に考えているようです。 

 このことに対して、なお説明をしていただき

たい。 

 なお、これが工事としてやれるものであった

としたら、植樹の場合は、造園業者に活着を確

認させる、いわゆる枯れ保障ともいいますけど、

活着するまで管理してくださいということで、

例えば１年なら１年間のうちに枯れた場合は、

また植えてもらいますということはできるわけ

ですが、今度の場合は、業者のサービスで植え

たということになると、そういうことも求めら

れないということになるんじゃないかと思うの

で、あれほど大きな木を、自分たちで物を買う

て植えるということ自体も、不自然があると思

うわけです。 

 そこらあたりを御説明願いたい。 

 それから、住宅リフォームについては、市長

も、メリットについてはわかるということです

が、愛南町、お隣でさえ、それほど、やろうか

ということでやりよるんで、ぜひ宿毛でもとい

うことですが、従来の障害者、介護、こうした

人に対する支援の範囲内ということです。 

 これでは、障害者でもない、介護を受ける立

場でもない人の家については、工事が発注しよ

うかということになっていかんので、これとは

別に、こういう、今やりよるものとは別に、よ

その市町村では、新たな仕事づくりという面も

含めて、やっていきゆうと。 

 今、市長が説明されたのとは全く違う角度で

やっていきゆうということです。 

 その経済効果も、例えば１００万円、市のほ

うで、例えば１，０００万円の仕事ができると

いうぐらい、非常に仕事をつくるという面で効

果があるわけですので、そういうかたくなにリ

フォームはだめだというのではなしに、ぜひと

も検討をいただきたい。今後の検討をいただき

たい、こう考えるわけですが、再度お聞きしま

す。 
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 それから、原発事故からの市民保護について

ですが、市長は先ほど、国策として推進してき

たということで、どんな事故が発生するか想定

できないということですが、今度の福島の事故

を見れば、ある一定の想定はできると。 

 そうしたことから、わずか５０キロしか、伊

方原発から離れてないと。もうそのあたりは危

険地帯になる可能性もあると。事故の規模によ

ってはですね。それが発生してからでは間に合

わない。だから、前もって対策を立てておくわ

けです。これは、台風でも、地震でも同じこと

です。 

 発生するということを前提にしているわけで

す。 

 今度のこの伊方の問題につきましても、福島

と同じことが発生する可能性があるということ

を前提に、発生した場合はどうするのかという

ことを明らかにするのは、行政の役割ではない

かと思うわけです。 

 そこの分、例えば、我々の反対を押し切って

つくった国民保護法に基づく国民保護条例です

ね。まさか日本が戦争をおっぱじめるわけでも

ないのに、国民保護条例、戦争になったとき、

市民をどうするかという面でも、国民保護条例

を無理やり地方自治体につくらせましたけれど

も、今のところ、日本が即戦争するというよう

なことはないわけです。それよりもっと現実味

が出てきたのは、原発が事故を起こす。それか

ら、どう市民を守るかということですので、起

こってから、何かしようかというと、福島のよ

うに後手に回ると。起こる前に、対策を立てる

ということは、必要なわけです。 

 そういった意味で、起こってからやなしに、

起こる前に、ぜひとも対策をとってもらいたい

と。 

 なお、起こさせないためには、やはり原発を

廃止する、廃炉にする、こういった取り組みが

必要なわけです。特に伊方の原発２基は、もう

３０年も経過した古いものになってきとると。

もう１基は、プルサーマル運転というのをして、

極めて危険な燃料を使っていると。 

 プルトニウムとウランをまぜ合わせて、それ

を燃料にしているということで、ほかのものよ

りも、この放射能等を多く発生させる、こうい

う危険があるわけです。 

 こういった面から、プルサーマル運転はやめ

させるような、こういった面での働きかけ。市

長が即とめれるわけではないです。そういう働

きかけというものをしていくべきじゃないかと

思うわけです。それについても、やはりこれは、

わずか５０キロしか離れてないと。 

 福島で事故が発生した、静岡のお茶まで被害

を受けたということ。たった１基の、福島だけ

の事故で、あれほどの被害が出てきているわけ

ですので、その伊方から５０キロというこうい

う危険地帯に、我々はおるわけですので、ぜひ

ともそういうので、廃止へ向けて、ぜひものを

言うてもらいたいと思います。 

 瓦れきの受け入れについては、先ほどの答弁

で了解しました。受け入れはしないということ

ですので、そういうことで了解です。 

 それから、有害鳥獣についてですが、今年度

から金網の設置について、集落を囲むがについ

て、２カ所で実施するということですが、これ

を、ほかにも希望があれば、来年度以降、また

拡大するように取り組んでいただきたいと考え

ます。 

 それから、報償金について、サルについては、

他の自治体でもいろいろ努力して、報償金上げ

なければ、サル類は撃ちたくないと、猟師も撃

ちたくないという考え、とりたくないという考

えもあったり、もう一つは、とりにくいと。ほ

かのシシ、シカと比べて、そういうものがある

わけですので、これについては、やはり報償金
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を引き上げれば、本山町は一定ふえたという、

捕獲数がふえたというように、ある一定の効果

はあるわけです。 

 そういった面で、これは今後、だめだという

点じゃなしに、今後、ぜひ検討していただきた

い。 

 それから、わなの部分については、先ほどの

説明でわかりましたが、なおある面では、一般

の人でも、この講習さえ受ければ、かけやすく

なったという面がありますので。 

 例えば講習、農協、森林組合でやる場合、講

習料取るのか取らんのかわからんですが、もし

有料だったとしたら、そういうものを、もう補

助するとかいうことも含めて、多くの人が捕獲、

わなの捕獲に従事できるようにしてもらいたい

と。 

 なお、これまで、私も営林署のほうにおりま

して、わなの資格を持ってやりよったですが、

私が行かないときには、わなを触れないと。ほ

かの人に行ってもろうてもですね。一緒に行っ

とったら、その人にいろいろ指示してやるんや

けんど、その人だけ、現場の作業員の方だけ行

ってもろたら、わなを補修したりすることがで

きないというようなふうに説明を受けて、そう

いうふうにしてきたわけです。 

 ところが、今回の場合は、それが狩猟免状を

持った人の権限のいうか、そういう、その人が

わなをかけたという表示をした人の指示を受け

れば、単独で行ってもできるというふうに解釈

できるんじゃないかと思うんで、ぜひ多くの市

民に、やってもらうようにしていただきたい。 

 それから、先ほど、被害に対する行政の認識

については、市長からお話伺いましたが、やは

り先般、見てきた中津市の心意気とは、妙に違

いがあると思うんですね。 

 やっぱり奥山で苦労して、シシ、シカ、サル、

こういった有害鳥獣と、骨を折りよう人と、気

持ちをもうちょっとつかんで、もっと前向きに

取り組んでいただきたいと考えます。 

 それから、介護の認定については、これは３

年前の制度の改正が問題あったわけで、宿毛市

の市役所の職員が即どうと、担当者がどうとい

うことではないですが、制度を改正されてこう

いうふうになったと。認定されにくなったとい

う面がありますので。 

 そうした中でも、極力、受けないかん人が受

けれるように取り組んでもらいたい、こう思い

ます。 

 それから、介護保険の最後の分ですね。二つ

の面で提起いたしましたが、この総合支援事業

については、市長、再度確認しますが、これは

市町村がやらないと、こういう制度はやらない

ということになれば、やらないでいいわけでし

ょう。 

 することができるということになっておりま

す。やりなさいということではない、やること

ができるということになっておりますので、も

しこれをやることによって、市民が介護給付が

受けにくくなるという状況であれば、私はやる

べきじゃないと考えるわけです。 

 なお、その点については、そういう私の解釈

でいいのか、確認をしたいと思います。 

 それと、介護保険料については、今後、議論

していくということですが、重ねて引き上げに

ならないようにしていただきたい、そういうこ

とを求めて、２回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

 先ほど、一番最初の、結果的に市内の方が材

料購入もできなかったというふうなことでござ
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います。 

 これは、原材料の購入でございますので、請

負工事にはなっていなかったというふうな説明

をさせていただきました。原材料購入でござい

ますので。 

 これ、そもそもが住民参加型のイベントとい

うことで、補助採択をしていただいたというふ

うなことで、地域住民が参加することで、愛着

を持ってもらうために、原材料だけを購入しま

して、皆さんで植えていきましょうというふう

なことになった形のものでございますから、請

負工事にはなっていないということにしたわけ

でございます。 

 それから、枯れたときのことであるとか、い

ろいろなものにつきましては、これは購入した

ときに、一応、保険には入っているということ

でございます。 

 それから、住宅の関係につきましては、浅木

議員もおっしゃるとおり、それは経済効果とし

ては、非常にたくさんのことがあろうかと思い

ますが、いろいろ当市の財政状況等も、どれを

優先順位にしていくか。お金を出すのが本当に

いいのかどうかというふうなことの判断も、や

っぱり要ると思いますので、それぞれの財政事

情に合った形、我々も民間の方にお金を出して

あげてということは、当初から、先にお金あり

きじゃなくて、事業ありきならいいとは思いま

すが、ただそれによって、ほかの事業がやっぱ

り圧迫されるということも考えなきゃいけない

ということでございますので、新規の制度とい

うものが、今、すぐに入るということでは、な

かなかなりませんので、もう一つ熟慮をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 それから、原発事故のことにつきましては、

これはもう、世間でもいろいろ、福島の原発の

事故がございまして、いろんな報道もされてお

りますし、我々も、それも見聞きをしているわ

けでございます。 

 ただ、すぐに原発廃止せよと、四国電力廃止

せよということは、なかなか四国内の電力需要

のことを思えば、本当にそれがいいのかどうか、

私も判断がまだつきません。 

 ただ、おっしゃるとおり、発信した場合、ど

うするのかとか、そういったものについては、

四国電力のほうから、またお話も聞かせていた

だきたい、そういうふうなことを思っていると

ころでございます。 

 こういう事故が起こらないようにすることが、

一番大切なことかなというふうに思います。 

 それから、有害鳥獣の関係でございますが、

これ、サルの報償金を引き上げると、有害鳥獣

の成果が上がるんじゃないかというふうなこと

でございますが、これにつきましては、その有

害鳥獣の防止対策協議会の中に図りまして、今

のお話も披露していただきまして、そこでもま

た、検討していただく。 

 私自身が、すべてこれ決めるということでも

ございません。そういった協議会をつくってお

りますので、そういったところへ、浅木議員の

意見の御紹介はさせていただくということにし

ていただきたいと、させていただきたいと思い

ます。 

 それから、わなの関係につきましては、これ

は講習会等をするとか、いろんなものは、広報

を通じまして、いろんなＰＲというものはして

いくことが適正であろうかというふうに思いま

す。 

 そういった、有害鳥獣被害について、もっと

前向きに取り組めということでございますけれ

ども、前向きも、我々も一定の限度がございま

す。そういう非常に被害を受けているというこ

とは、十分、我々も認識をしておりますので、

できること、この協議会等でいろいろな対策を

話し合ってもらったりもしておりますので、そ
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ういったところの御意見を聞きながら、もっと

もっと有効な対策が打てるものでありましたら、

その対策を実施に取り組んでいくというふうな

ことをしていかなきゃいけないかなというふう

に思います。 

 それから、ちょっと日常生活支援総合事業の

創設でございます。 

 実は、この法律の関係、私もすべて、まだ承

知しているわけではございませんで、これは市

町村の判断に任されるということであるのかど

うか、ちょっと、法文を読まないと、私、確定

したことが言えません。 

 ただし、介護保険の事業計画策定委員会とい

うものがございまして、この宿毛市介護保険事

業計画策定委員会、こういったところでの検討

がなされると思いますので、こちらの検討も、

ぜひ参考にしながら取り組んでいかなきゃいけ

ないというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番の浅木です。 

 市長から、先ほど、説明を受けましたが、そ

の中で、特に私は、多くの市民が心配している

部分は介護保険の問題です。 

 これを、また上げられるんじゃないかと。今

のでも引き下げてくれというて要望があるのに、

また上げられるんじゃないかと。全国平均で８

４０円上げるというふうな方向が出てますので、

これを、市長は先ほど、この提起した二つの問

題について、市民の不利益にならないようにと

いうお話でございましたので、そういう答弁も

ございましたので、そのことを受けとめまして、

質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時５４分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（中平富宏君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。７番、松浦でございます。 

 質問に入ります前に、先日の台風１２号、そ

して今回の台風１５号により大被害が発生をし、

西日本地域で亡くなられた方や、行方不明者を

合わせますと、犠牲者は１００名を超える甚大

な被害をこうむりました。今なお大規模の土砂

崩れによってできた土砂ダムが崩壊する危険性

があり、予断を許さない状況のようであります。 

 犠牲をされた方々に、心からお悔やみを申し

上げますとともに、一刻も早く復旧復興され、

元のように生活ができますよう、心から御祈念

を申し上げるところでございます。 

 この被害状況を見た場合、本市のおかれた地

形等を考えると、宿毛市でも起こり得る災害で

はないでしょうか。 

 宿毛市でも、土砂災害警戒区域に指定された

ところが多くあります。６月の議会で、同僚の

山上議員も指摘しましたように、小中学校再編

計画の中で、問題となっております松田川小学

校近くの山も、土砂災害警戒区域に含まれてお

ります。ぜひこの災害を教訓として、今後の土

砂災害対策並びに学校再編計画に生かしていた

だきたいと思います。 

 それでは、通告いたしております内容につき

まして、市長並びに教育長に対しまして、一般

質問を行います。 

 今回、私が質問する内容は、先日、国会で成

立いたしました改正障害者基本法についての諸

問題と、中山間地域振興計画並びに介護給付金

の不正受給問題についてであります。 

 まず、初めは、改正障害者基本法に対する対

応についてであります。 

 障害者の権利の保護等に関し、障害者の権利

に関する条約、これは仮称でありますが、平成

１８年１２月に国連総会において採択され、平

成２０年５月に発効されております。 

 しかし、我が国では同条約に、平成１９年９

月に署名をいたしましたけれども、締結には至

っておりません。 

 平成２１年９月のあの歴史的な政権交代を受

けた民主党を中心とする政権は、同条約の締結

に向けての国内法の整備を初めとする、障害者

に係る制度の改革を行うために、平成２１年１

２月に内閣総理大臣を本部長とする障害者制度

改革推進本部を設置し、平成２２年１月から、

障害者制度改革推進会議を開催しています。 

 この推進会議には、障害を持つ当事者の皆さ

んも、委員として参加いたしており、その数は

全体の過半数を占めています。 

 この推進会議における議論を踏まえて、政府

は障害者基本法の一部を改正する法律案を国会

に提出し、衆議院では、平成２３年６月１６日

に、参議院においては、同年７月２１日に、そ

れぞれ附帯決議をつける中で可決、成立をいた

したのであります。 

 改定された障害者基本法は、第１条の目的に

も明確にされておりますが、すべての国民が、

障害の有無にかかわらず、一つ、基本的人権を

共有するかけがいのない個人として尊重される

という理念のもと、障害の有無によって、分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら、共生する社会を実現するため、

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を、総合的かつ計画的に推進するとうたわれ

ておりますように、これまで以上に踏み込んだ

内容であります。 
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 そして、このような共生の社会を実現してい

く上で、施策を実施するに当たり、今まで以上

に、国や地方自治体に対し、義務化が盛り込ま

れております。国や地方自治体の責務と、果た

すべき役割は大変重要となってまいります。 

 しかし、法律は改正されたものの、この法律

に基づき、障害者の暮らしに反映していかなけ

れば、何の意味もありません。 

 そのことを考えますと、国や地方自治体が、

今回、改正された障害者基本法の趣旨を真摯に

受けとめ、真剣に取り組んでいくかであります。

まさに国や地方自治体の障害者に対し、福祉行

政の推進に向けての姿勢と実行力が問われてま

いります。 

 今回、改正をされた条文の幾つかには、可能

な限りとする文言が入っておるなど、不十分な

点もありますが、障害者が地域で安心をして生

活ができる社会、いわゆる共生社会を実現する

ための諸問題を解決する上での大きな道筋が明

らかになったと思いますし、障害者に対する差

別禁止を強化することも盛り込まれております。 

 また、３．１１の東日本大震災を受け、国や

地方自治体に障害者の防災対策を講じるよう義

務づける等、障害者福祉の推進を図る上で、一

歩前進をした内容であると思っております。 

 そこで、今後の宿毛市における障害者のため

の福祉行政を推進する上で、大変重要であり、

基本となるべき、今回、改正をされます障害者

基本法について、どのように考えておるのか、

今後、どのような取り組みを講じようとしてい

るのか、市長としての決意なり、所見をお伺い

いたします。 

 中山間地域振興計画についてであります。 

 昨年の国勢調査の結果、高知県の人口が５年

間で約３万人減の約７６万人と、人口減が加速

的に進んでいる現状であります。 

 特に深刻なのは、中山間地域であります５０

世帯未満の集落は、県全体で約６割を占めてい

るようであります。早急に過疎化と少子高齢化

に対し、対策を急がなければ、集落が消滅の危

機に瀕するのも時間の問題であるといわれてお

ります。 

 高知県においては、本年２月に中山間地域で

一定の収入を得ながら、安心して暮らしていけ

る仕組みづくりを目指して、中山間地域の総合

対策を策定いたしております。 

 それを受けて、本年の８月１５日から来年の

１月３０日までの期間において、過疎化が進ん

だ集落で、生活、交通、福祉、産業、防災等、

小規模集落における生活課題や、地域の現状や

ニーズを正確に把握し、現実を直視し、住民の

価値観に根差した地域の活性化対策を探り、今

後の施策に反映するために、３，０００万円も

の予算を計上して、集落の代表者の方々から聞

き取り調査を実施することとしております。 

 調査を行います対象は、１集落が５０世帯未

満の集落であります。県下すべての市町村で行

い、高知県全体で約１，４００集落であります。 

 そのうちの１００集落においては、２０歳以

上の全住民を対象としたアンケート調査も行う

こととなっております。 

 今でも、過疎と少子高齢化に悩む地域に、政

治の光を当てなければならないとの思いから、

中山間地域で生活する上での課題や、ふるさと

であります沖の島や鵜来島で生活されておる

方々の生の声や、生活実態を調査する中に、そ

うした皆さんの声が少しでも宿毛市行政に反映

され、改善の一助となればとの思いから、限界

集落の対策や、集落支援員の導入問題について、

幾度となく取り上げてまいります。 

 新聞報道もされましたが、先日も高齢化によ

り、世話役がいないために途絶えております鵜

来島地区のお盆の行事であります施餓鬼が、２

０年ぶりに開催をされ、私も鵜来島を守る会の
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一員として参加してまいりました。 

 このように、過疎と少子高齢化が進む中で、

伝統文化の継承一つにしても、世話役がないた

めに、大変厳しいのが現状であります。 

 しかし、そのような中においても、それぞれ

の地域において、地域を守りたい、守らなけれ

ばならないとの強い思いから、必死になって頑

張っておるのであります。 

 今日の宿毛市の置かれた現状を見た場合に、

時間的猶予はないのではないかと考えます。早

急に対応し、取り組むことができる、やらなけ

ればならない課題や、中期的、長期的な取り組

みをしなければならない課題もあるとは思いま

すが、中山間地域の振興計画を早急に策定する

必要があるのではないかと思いますので、市長

の所見をお伺いいたします。 

 なお、計画の策定に当たりましては、過疎と

高齢化に悩む、市内の離島を含む中山間集落に

直接出向き、住民の方々とひざを交えて、住民

の生の声を聞く等、生活実態を調査し、施策に

反映し、宿毛市独自のきめ細やかな対策を実施

すべきだと思いますが、この点についてもお伺

いいたします。 

 次は、介護給付費の不正受給問題であります。 

 ８月７日の高知新聞によりますと、済みませ

ん、この問題については、昨日、同僚の浅木議

員も質問をされておりますが、重複する部分に

ついては、多少あるかと思いますけれども、そ

の点、お許しをいただきたいと思います。 

 ８月７日の高知新聞によりますと、四万十市、

幡多郡大月町、黒潮町、愛媛県愛南町が、宿毛

市の介護サービス事業所であります岸本グルー

プが、介護給付金を不正受給していたとして、

計３，４２５万円の返還を求め、それぞれ提訴

する方針を固めたとの報道があります。 

 これは、平成２０年２月から３月に実施され

た高知県の監査で、介護給付金の不正受給が判

明して、同年８月１日に介護保険法に基づく、

指定取消処分を受けた宿毛市二ノ宮の訪問介護

事業所すくもと、居宅介護支援事業所すくもに

係る事案であります。 

 このように、訴訟問題に発展したことに対し、

市長としてどのように思っておるのか、お伺い

をいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。松浦議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、最初に、障害者基本法の改正に伴う今

後の取り組みについてでございますが、今回の

改正は、松浦議員がるるおっしゃったことの話

に尽きると思いますが、心身機能に障害がある

方だけではなくて、社会的な制度とか、慣行な

どの影響で、生活が制限される方も障害者とい

う、幅広く定義をしまして、すべての国民が、

障害の有無にかかわらず、共生する社会の実現

を目的として行われたものだというふうに思っ

ております。 

 具体的な取り組みとか、方向性でございます

が、現段階では、国のほうから市町村に、具体

的な話が示されておりません。ここですぐにお

答えすることは、このような状況ですのででき

ませんが、いずれにしましても、宿毛市障害者

計画にもお示しをしておりますが、障害の有無

にかかわらず、だれもが安心して生活でき、と

もに助け合って、支え合える地域づくりに向け

て、引き続き、関係機関と連携を図りながら、

これは取り組んでいかなきゃいけない問題だと

いうふうに思っております。 

 次に、中山間地域の振興計画でございますが、

中山間地域という地域特定のような形の言葉が

使われておりますが、本市におきましては、全

域が中山間地域ではなかろうかというふうな地
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理的条件になっておりまして、他市と同様に、

過疎化とか、少子高齢化が顕著に進んできてい

るというふうな認識をしております。 

 このような中で、松浦議員のおっしゃる話と、

重複といいますか、繰り返しとなるかもしれま

せんが、高知県が市町村と協力しまして、集落

調査を実施、集落の課題や問題点を把握しまし

て、今後の施策に反映していく計画となってい

ます。 

 調査内容でございますが、これも５０世帯未

満の集落の代表者への聞き取り調査と、二十歳

以上の世帯全員を対象とした世帯アンケート調

査となっています。 

 本市の対象集落の内訳でございますが、集落

代表者への聞き取り調査が７２集落でございま

す。内訳としましては、市街地周辺が１１集落、

橋上地区が７集落、平田地区が２４集落、山奈

地区が１９集落、小筑紫地区が７集落、沖の島

地区が４集落というふうになっています。 

 また、世帯アンケート調査につきましては、

３集落が対象となっているということでござい

ます。 

 具体的な調査でございますが、今後、これは

県と協議しながら進めていかなきゃいけないだ

ろうというふうに思っております。 

 その後、調査結果をもとにしまして、中山間

地域の課題とか要望等、要望等につきましては、

ふだんから各地区長さん方の要望というものも

ございますし、そういったものの、さらなる細

かい要望等の把握に努めなきゃいけないかなと

いうふうな思いを持っております。 

 国、県とも連携しまして、今後の施策に反映

していきたいというふうに考えています。 

 御提案いただきました中山間地域振興計画の

策定でございますが、先ほども申し上げました

とおり、宿毛市全域が中山間地域というふうな

とらえ方をしておりますので、宿毛市振興計画

とか、各種の計画に対応しまして、住民ニーズ

にこたえていきたいというふうなことを考えて

おります。 

 施策につきましては、松浦議員から御提案ご

ざいました住民の生の声を聞いてということが

ございます。調査の段階で、こういった生の声

も聞く。また、アンケート調査が終わった後で

も、疑問の点とか、いろんな面については、地

域の区長の方々、そしてまた住民の皆様の御意

見を聞くのは当然のことだというふうに思って

おります。 

 次に、介護給付金の不正受給問題でございま

すが、他の市町村が訴訟をしたということは、

新聞で私も報道を受け、新聞報道で知っており

ます。 

 これは、推測でものを言っちゃあいけないん

ですけれども、返還は求めているようでござい

ますけど、それが返還されないので訴訟に踏み

切ったんではないかなというふうに思いますが。 

 他市町村が提訴したことでございますので、

私としてコメントする立場にはございませんの

で、発言は控えさせていただきたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） それでは、何点か、そ

れぞれ具体的な問題について、質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 なお、市長の答弁の中でありましたように、

法律が改正されたものの、具体的な取り組みと

か等について、国のほうから示されてないとい

うことでありますので、余り詳しくはしたくな

いかなという思いがいたしますけれども、若干、

再質問をさせていただきます。 

 １点目は、現行の障害者自立支援法において

は、障害者の定義といたしましては、身体障害

者、知的障害者、精神障害者となっております
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が、今回、条文を見ますと、発達障害者やその

他の心身の機能の障害がある者も、障害者とし

て定義づけられておりますが、その他の心身の

機能の障害があるとは、どのような障害をお持

ちであるのか、まず１点、この点、お伺いをい

たします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） その他の心身の機能の

障害があるものというふうな定義でございます

けれども、これ、基本的な考え方としては、も

う支援を必要としているすべての障害者を、漏

れなく対象とするために、年齢や障害名などを、

具体的に規定しないで、包括する、包括的に提

議する内容ということでございます。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） わかりました。 

 それでは、次に、第１０条にうたわれており

ます施策の基本方針の中で、障害者の自立及び

社会参加の支援等のための施策を講ずるに当た

っては、障害者の意見を聞き、その意見を尊重

するよう、努めなければならないとなっており

ます。 

 今日まで、宿毛市においても、直接、障害を

持つ方々とのこうした取り組みはなかったよう

に思いますが、今後、どのような方法で、直接、

障害者の皆さんから意見を聞く取り組みをしよ

うとしているのか、この点についても御説明を

いただきたいと思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 障害者の方々の意見の

反映する方法でございますが、これは障害福祉

サービス事業所などの関係機関とか、障害者家

族会の方々で、実は組織しております、宿毛市

地域自立支援協議会を、平成２１年４月に設置

しておりまして、日常的な相談支援を行う中で、

個々の生活の状況とか、ニーズを把握しまして、

個別に生活支援を行う一方で、全体的なニーズ

に対しましては、今後の障害者施策へ反映させ

られるように、協議を行っているところでござ

います。 

 それから、昨年１０月からは、大月町、それ

から三原村と共同で、幡多西部地域自立支援協

議会としての活動範囲を広げまして、引き続き、

取り組みを行っているところでございますので、

この場をおかりしまして、この協議会の御紹介

もさせていただきます。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 次は教育の問題につい

てでありますが、第１６条にうたわれておりま

す。これまでの基本法には明記をされておりま

せんでしたけれども、今回、改正をされた条文

では、可能な限り、障害者である児童及び生徒

とともに、教育を受けられるように配慮しなけ

ればならないとなっております。 

 そこで教育長にお伺いいたしますが、今日の

宿毛市の学校現場では、どのような状況となっ

ておるのか。そして、今後、宿毛市教育委員会

として、この法律を受けて、どのような取り組

みをしようとしているのか、お伺いをいたしま

す。 

 先ほど、市長も申し上げましたように、具体

的な分は出てきてないかなという思いもいたし

ますけれども、宿毛市の状況等を含めて、答弁

をお願いいたします。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、皆さん、お

はようございます。松浦議員の再質問にお答え

をいたします。 

 議員の質問された、改正をされた条文の中で

は、可能な限り、障害者である児童・生徒が、

障害者でない児童・生徒とともに、教育を受け

るように配慮しなければならないと。 

 そういうことを受けて、今、宿毛市の教育委

員会では、どのように内容を把握して、取り組
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みをしているかという御質問であります。 

 そのことにつきましては、まず、宿毛市にお

きましては、入学や進級に際しまして、宿毛市

立の小中学校の特別支援学級への入級であるだ

とか、それから養護学校への入学など、特別な

支援が必要と思われる子供の一人一人に対しま

して、適切な就学の支援ができるよう、就学の

指導委員会を設置をして、対応をしてまいって

おります。 

 その就学指導委員会は、教育関係、それから

医療関係などの専門的な知識を有する１０名で

構成をしております。 

 そして、専門的な立場から調査をいたしまし

て、審議を行います。 

 そして、就学指導委員会の出した結果と、保

護者の意向をもとに、教育委員会がその子供に

適切な就学のあり方を判断をしております。 

 保護者の意向と異なる場合につきましては、

教育委員会が保護者に、子供にとって望ましい

と思われる就学指導を行いますけれども、保護

者の意見を最大限に尊重しながら、最終的な就

学方法を定めております。 

 過去３年間におきましては、就学指導委員会

の判断と、親の意向との間に、大きな相違はな

く、問題は起こってないという、そういう状況

であります。 

 宿毛市立小中学校の特別支援学校におきまし

ては、同一の学級の中に複数の児童・生徒が在

籍する場合、県の規定におきまして、８名が上

限になっておりますけれども、一つの学級の中

に、いろいろな支援を要する問題を持っている

子供の場合に、３人も４人もということになる

と、一人の先生で対応するというのは、大変、

困難をきわめますので、市の単独の事業で、特

別支援員を配置をしております。 

 今年度につきましては咸陽の小学校、それか

ら小筑紫の小学校、東中学校に各１名を配置を

して、対応をしております。 

 そして、よりきめ細かな対応ができるように、

教育委員会として、宿毛市として、努めており

ます。 

 また、支援学級の児童・生徒と、普通学級の

児童・生徒との、社会性を身につけるなどの視

点で、可能な限りにおきまして、一緒に活動が

できるように、交流事業を積極的に進めており

ます。 

 また、階段の昇降機であるだとか、スロープ

であるだとか、それからシャワー等の設置等の

設備をするなど、ハード面でも支援を行ってお

ります。普通学級の児童・生徒とともに、充実

した学校生活が送れるように努めております。 

 今後も、保護者の意向を尊重しながら、子供

一人一人が、適切な教育が受けられるように努

めてまいりたいと、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 次は、第２２条にうた

われております情報の利用におけるバリアフリ

ー化の問題について、お伺いいたします。 

 平成２０年の第２回定例会におきまして、行

政チャンネルにおいては、字幕放送だけであり、

音声が流れておらず、目の不自由な方において

は、全く利用ができない状況であります。 

 こうした皆さんへの情報格差ではないか。そ

の改善を求めて、質問をした経緯がございます。 

 市長の答弁は、現在のシステムでは、音声を

流すことができないので、来年のデジタル化と

あわせて、機器の変更を検討していきたいと答

弁されております。 

 しかし、デジタル化した今日でも、改善はさ

れておりません。今後、どのようにこの問題に

ついて、対応しようとしているのかお伺いいた

します。 

○議長（中平富宏君） 市長。 
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○市長（中西清二君） 市長、情報化のバリア

フリーなんですが、現在、宿毛市から情報発信

の手法といたしましては、広報すくも、それか

ら宿毛市のホームページ、それからＳＷＡＮテ

レビの行政チャンネル、宿毛市行政情報メルマ

ガを活用しています。 

 行政チャンネルの文字放送の音声サービスに

ついてでございますが、今年度のデジタル化に

あわせて、機器の更新はいたしました。 

 が、その際、音声サービスのシステム構築を

検討はいたしました。検討いたしましたが、テ

ロップの追加とか、修正に応じまして、随時、

音声の吹き込みとか、編集作業を行う必要性が

生じてきます。 

 そういったことで、行政チャンネル専任の職

員の配置、それから、もしくは多額の外注費用

が、毎年、必要となってくるというふうな状況

がございまして、費用面においても、課題が少

し多いものですから、音声サービスの導入につ

いては、今のところ、断念をしている状況です。 

 しかしながら、松浦議員おっしゃるように、

目の不自由な方への情報提供というものについ

ては、その必要性は十分、認識はしております。

そのために、既に運用しております宿毛市行政

情報メルマガを、携帯電話の音声読み上げ機能

にも対応できるように、見直しをしました。目

の不自由な方々にも、行事予定であるとか、休

日当番医等の情報を提供できるように、改善を

いたしますので、情報提供の一つの手段として、

御利用いただきたいと、このように考えていま

す。 

 また、改善の時期でございますが、これ１０

月中には運用できるように準備をしています。

また、ほかの方法でございますけれども、宿毛

市社会福祉協議会においては、ボランティアの

方々の御協力によりまして、広報すくもの内容

を録音した声の広報の制作を行いまして、目の

不自由な方々にも利用していただいております

ので、あわせて御紹介をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 経費の関係と人員の関

係という部分で、大変、難しい部分があるとい

う答弁でありましたが、そうした新しい機能も、

１０月中ということであります。 

 この問題については、そうした視覚障害者を

もたれる、市内には団体もあろうかというふう

に思いますので、ぜひ、そこらあたり丁寧な扱

い方いいますか、含めて、周知、宣伝をしてい

ただきたいというふうに思います。 

 次は、２８条の選挙等における配慮と言う問

題について、きょうは選挙管理委員長、御苦労

さんです、お伺いをいたします。 

 今回のこの改正で新しく明記をされたもので

ありますけれども、この中で、障害者が円滑に

投票できるようにするため、投票所の施設及び

設備の整備その他の必要な施策を講じなければ

ならないとなっております。 

 ４月の市会議員選挙のときに、車いすを利用

している有権者から、投票所は段差があるので

投票には行きたくないというお話も、私自身聞

いたことがあるわけでございます。 

 御案内のとおり、ことしの１１月には、市長

選挙と知事選挙が予定をされております。 

 そこで、投票所として予定をしている施設に

ついて、総選挙を行う中で、不備があるところ

は改善を図って、一人でも多くの方々が投票で

きるように、対策を講じる必要があるのではな

いかと考えております。 

 この点につきましては、選挙管理委員長に所

見をお伺いいたします。 

○議長（中平富宏君） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（野口孝夫君） 選挙

管理委員会委員長、皆さん、おはようございま
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す。７番、松浦議員の再質問にお答えさせてい

ただきます。 

 御質問の投票所の整備につきましてでござい

ますが、御承知のように、従前より有権者の声

や、投票管理者の意見を聞きながら、投票所の

整備を行ってきております。 

 宿毛市には、現在、４６の投票所がございま

す。そのうち、施設そのものがバリアフリー化

されている投票所や、投票時に簡易スロープや

手すり等を設置して、対応している投票所を含

めますと、現在、２０カ所の投票所が整備をさ

れております。 

 また、期日前投票所におきましても、簡易ス

ロープの設置はもとより、車いすも準備をして

おりますし、また、臨時職員を２名雇用いたし

まして、体の不自由な方の投票の際の介助も行

っております。 

 投票の際には、車いすを利用している方に限

らず、体が不自由な方が見えたときには、事務

従事者が介助をするなどをしまして対応してお

り、また投票記載台につきましても、車いすの

方や、立ったままでの記載が困難な方にも利用

できるよう、いすに座ったままで記載できる低

目の投票記載台、これも１０カ所の投票所に設

置しております。 

 松浦議員も御承知のように、投票所は保育園

であったり、小中学校、地域の集会所等、さま

ざまなところで行っております。それぞれの実

情に合った改善策を講じなければならないとい

うふうに考えております。 

 これからも有権者の方は、ますます高齢の方

が多くなってきます。障害の有無にかかわらず、

より多くの有権者が政治に参加できますように、

投票所の環境整備に努めていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 以上、改正をされた障

害者基本法について、自分なりに感じる部分に

ついて、質問させていただきましたが、まだこ

れも先ほど、繰り返しますけれども、具体的な

部分についての指針といいますか、その分はご

ざいません。 

 これを受けながら、今後また注視をしながら、

そういう勉強をしていきたいというふうに思い

ます。 

 それで、次の中山間地域の対策でございます

けれども、先ほど、市長の答弁の中で、７２カ

所ですか、ということでした。宿毛市の地区長

連合会に加盟といいますか、組織しておる地区

は、約１４０ぐらいだったかなという数字です

けれども、約半分の集落が５０世帯以下という

ような状況でございます。 

 特に、公共交通のないところ、病院等の施設

のないところ、買い物に不自由をする地区、何

度か私もこの場で、先ほども言いましたように、

申し上げてきました。 

 そうした地域の対策、本当に喫緊の課題であ

るという認識は、市長もされているようでござ

いますけれども、そうしたところの、具体的な

部分について、計画を立てて、計画をつくって、

一つ一つ取り組んでいく必要があるというふう

に思います。 

 この７２という数字の中には、街区周辺もあ

るようで、そういうところについては、一定、

公共交通の問題とか、病院とか、そこらあたり、

一定、カバーできる部分があろうかと思います

けれども、宿毛市のこのドーナツ型いいますか、

外側のところについては、大変、厳しい状況で

あります。 

 そうしたところについては、具体的に計画を

立てて取り組む必要があるということと思いま

すので、再度、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今、松浦議員の
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おっしゃるとおりでございますけど、やはり宿

毛市振興計画という大きな枠がございますが、

やはりこの地域ごとにプランを立てて、それを

実行していくということが大切なことだと思い

ます。 

 それぞれ、ここで、例えば山のほうの地域と

海のほうの地域と、少しずつ状況が違います。

やはりその地域の皆さんの意見を最大限生かし

た形で、どういったプランを立てる。そして、

それをできるものから早いとこ実行していくと

いうことが大切じゃなかろうかと思っています。 

 そういったやり方と言いますか、そういう自

分たちのできる範囲のことを、きちんとやって

いくというふうなことを、これからもやってい

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） ぜひ、そういう方向で

取り組みをしていただきたいというふうに思い

ます。 

 次は、介護の不正受給の問題であります。 

 まず１点、お伺いいたします。 

 介護保険事業を行う上での根拠となるのは、

介護保険法であるわけでございます。不正受給

した場合の返還金については、介護保険法第２

２条第１項及び第３項により、不正な行為によ

り支払いを受けたときは、当該事業者からその

支払った額につき返還させるべく、額を徴収す

るほか、その返還させるべき額に１００分の４

０を乗じた額を徴収することができると明示さ

れております。 

 そして、返還金の決定については、当該市町

村長の判断によるとなっております。 

 新聞報道を見ますと、高知県の監査の結果、

不正受給が発覚し、返還を求められた額につい

て、同じ介護保険法に基づいているにもかかわ

らず、宿毛市長の解釈と、他の５市町村長の解

釈がこのように大きく違うことに、大きな疑義

を感じたのは、私一人だけではないと思います。 

 返還金の額の確定に当たっては、適正でより

厳格に、しかも公平にしなければならないと思

います。 

 先般の宿毛市長の判断は、まじめに介護保険

料を納めた市民の側に立つのではなく、どうし

ても業者を擁護するとの、甘い視点であったの

ではないかと疑わざるを得ません。 

 どうしてこのように、他の市町村長と違った

判断をしたのか、その理由についてお伺いをい

たします。 

 なお、この問題は、きのうの質問の中で、２

１年３月に返還金はあった。確定をして、８１

万５，０００円近く返還をされたということで

ありますけれども、そのときに、私自身も議案

の質疑の場でお伺いをいたしました。 

 そして、その質疑をする前に、四万十市並び

に大月町に出向いてお伺いしたんですけれども、

個人情報との兼ね合いで、教えていただけませ

んでした。 

 そして、２１年３月の、３回の議案質疑の中

で、悪質ではなかったというようなことで、宿

毛市ではこういう確定をするということであり

ましたので、それを了としたわけですけれども、

先ほど言いましたように、８月７日の高知新聞

によると、四万十市が１，７００何ぼ、全体で

３，４２５万円、徴収をしたということが載っ

ておりましたので、この問題について質問をし

たいということでありますので、よろしくお願

いします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 松浦議員の今のお話を

伺いましたが、まず先に、本市が他市町村と違

った判断をしたということは、ちょっと誤りだ

と思いますので、これは訂正していただきたい

と思いますが。 
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 きのう浅木議員の質問にも答弁させていただ

きましたように、私どもが先に判断をしまして、

他市町村が後で判断してます。そういうことで

すので、何でほかと違った判断をしたんじゃと

いうことじゃなくて、それは反対の話であって、

宿毛市と違う判断を、後で彼らはしております

ので、そこのところは間違いのないように、ま

ず承知していただきたいと思います。 

 それから、うちとの判断の相違につきまして、

どういった判断をしたのかというものについて

は、私、他市町村から聞いておりません。その

面については、何とも言えないんですが、私ど

もの判断につきましては、こういう判断を、私

どもは県が監査をしました。そして、宿毛市も

これは、現地調査をしなきゃいけないというこ

とで、現地調査をしまして、全額返還になった

らこうだ、そして、一部返還、いわゆる法令違

反みたいな形のものがある分については、こう

だという金額も明示をいたしました。 

 そのことをもって、これは行政上の措置の標

準化ということが必要でございますから、他市

町村に出向きまして、それでこういうふうにな

ります。 

 私どもは、県のほうの担当の方、それから部

長という方々に、いろんなヒアリングをしに行

きました。そういう形で、不正と言いますか、

悪質なことでやったんじゃなくて、単純なミス

であったんだというふうなことを確定しました

ので、それで、これは少し事務的にミスがあり

ましたから、そんなものについては、いわゆる

法律違反的なものであるということで、８２万

何がしを返していただくと。 

 それから、宿毛市の方々は、この事業所に介

護を受けたという事実もございます。そういっ

たこともあって、悪質にだましてやろうかとい

う話、だましてお金をとろうというふうな、そ

んな形は見えなかったもんですから、それで私

どもは法令違反の部分だけについて、返してい

ただくという判断をしました。 

 それは、各市町村にも伝えました。その後の

ことにつきましては、各市町村からは、何も

我々には話はございませんでした。 

 そういう事実がございますので、こういった

違った判断というか、結果的に、そういうふう

になったというふうに思います。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 私の言いたいのは、一

つの法律に基づいて事業を運営し、一つのその

法律に基づいて、もしそういう事実が発生した

場合には、返還を求めるということでありまし

て、どうしてこういうふうに宿毛市が判断した

分と、他の市町村が判断したのが違うかと。一

つの法律であるという前提のもとに、質問をさ

せてもらっております。 

 先ほども市長、コメントを避けるという分で

ありましたけれども、５市町村が提訴をし、今、

裁判という形になろうかというふうに思います。 

 それで、昨日の答弁の中で、宿毛市が他の市

町村と同じ判断をした場合には、約２，４００

万円の、返還を求める額が２，４００万である

という答弁をいたしました。 

 実際に、宿毛市に２３年９月に業者から納め

た額が８０万５，０００何ぼということで、差

額２，３２０万円があるわけでございます。 

 私としては、大変、この介護保険財政に損失

を与えているんじゃないかという思いもいたし

ます。 

 いずれにせよ、裁判で答えが出るわけでござ

います。司法の場で。５カ町村ということで、

数字が、解釈する段階が多い。宿毛市が１とい

う部分で、皆がそういう判断をした部分が正し

いのか、宿毛市の少数意見が正しいのか、そこ

らあたりは裁判の結果になろうかと思います。 

 ぜひ、裁判の結果を尊重をしていただいて、
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もし、仮の話でございますけれども、２，４０

０万円の返還を求めることに確定した場合、宿

毛市として、差額分の約２，３２０万、返還命

令を出す用意があるのか、お伺いいたします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 本市の見解、先ほど申

したとおりでございまして、裁判が、もしとい

うふうな、仮定の話はちょっと、私は言いかね

ますので、そこのところは勘弁していただきた

いんですが。 

 私ども、本当に公平、公正に、いろんな判例、

そして先ほど申しましたように、県の担当、そ

して部長、その上の人、そういった方々とも話

しまして、本当に作為的ではない、悪質ではな

いと。これ、悪質であるとなれば、これは全額

というふうなことになろうかと思います。 

 私どもは、先ほども申しました、宿毛市の

方々は介護サービスを受けております。それで。

それから、内部調査をしました関係では、非常

に単純ミスと申しますか、記載ミスがあったり

とか、それで、何かを隠すということもないし、

全部こうやってきちんと出していただいて、そ

ういうことをやってくれておる。 

 それで、指導も１回したんですが、この指導

に基づいた、また同じような過ちもございまし

た。 

 そんなこともあって、この過ちはたださなき

ゃいけないというふうなこともございましたの

で、こういう見解を、私どもは出したわけでご

ざいますので。 

 裁判の結果がどういうふうになるのかは、ち

ょっと私もはっきりわかりませんし、このこと

については、ちょっとコメントは差し控えたい

というふうに思います。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） それでは、１件お伺い

しますが、この８１万５，０００幾らかの、６，

０００何ぼの分についての返還を求めておりま

すけれども、既に納めておりますけれども、こ

れを確定した期間について、議員協議会か何か

で聞いた部分があろうかと思いますけれども、

確認の意味で、この期間、どういう期間に対し

てこの額を決定をしたのか、お伺いいたします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） この期間でございます

が、調査をしまして、平成１９年５月から２０

年７月の間にあった違反請求について、８２万

というふうに請求をして、返していただいてお

ります。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 済みません。そういう

ことで、裁判についても、コメントを避けると。

裁判結果については、もしの話ということで、

判断を避けておりますけれども、ぜひ、裁判の

結果が出たときには、そういう裁判の方向に、

司法国家でございますので、そういう点につい

て、取り扱いについて対応していただくよう、

強く求めるところでございます。 

 それで、８月７日の新聞等によりますと、今、

市長、悪質でない、軽微な事案であるというよ

うなことでありますけれども、新聞報道をもと

にするのもいかがかというふうには思いますけ

れども、この中で、岸本グループは、全額返還

及び加算金４０％は著しく悪質な場合で、故意

や悪質はなかったというふうに、新聞報道され

ております。 

 しかし、宿毛市には、４０％の加算金、２３

万３，２４８円が、この分も納められておりま

す。そういう面で、故意でなかったことを、こ

の４０％を既に納めておりますので、この４

０％は悪質な場合に返還を求めることができる

額であります。 

 そういう面で、この新聞報道で悪質ではなか

ったというふうに述べておりますが、この点に
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ついて、再度、市長の答弁を。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 加算金についての説明

でよろしいですね、松浦議員。 

 この加算金について、悪意といいますのは、

道徳的な意味での善悪とは異なるものでござい

まして、民法では、法律上の原因を欠くことを

知りながら利益を得ると、というふうなことと

されております。 

 先ほど申しました、本市が行いました実地の

指導をしたときに、改善を求めました。その請

求誤りがありまして、そのとき誤りがありまし

た。実地指導をしたときに。 

 それと同様の誤りが、また高知県の実地した

監査においても見受けられたと。また同じこと

を繰り返したということでございまして、これ

はその内容につきましては、チェック体制の不

十分さというものからきているということでご

ざいましたので、悪質ではなかったものの、同

じ誤りを繰り返したというふうなことを、我々

としては重く受けとめざるを得ないということ

で、加算金を請求をいたしました。 

 そういった事情でございます。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） いろいろと、各分野に

おいて、御答弁をいただきました。 

 この問題についても、注視をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

………最後は裁判の結果を待つということしか

なかろうかというふうに思います。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） この際、１０分間休憩

をいたします。 

午前１１時００分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２６分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） ５番、通告に従いまし

て、一般質問をいたします。 

 まず、初めに、第４回宿毛花へんろマラソン

について、お伺いをいたしたいと思います。 

 皆様も御存じのとおり、平成２３年３月１１

日に発生した東日本大震災を受けまして、第３

回宿毛花へんろマラソンは中止になりました。 

 中止にはなりましたが、当日、運動公園では、

フルマラソンの出発時間である午前９時に、号

砲とともに１分間の黙祷をいたしました。 

 中止ではありましたが、いろいろな思いを持

たれた方々が、当日、運動公園に集まっていた

ことに感慨深い思いがいたしました。 

 第３回宿毛花へんろマラソンは、フルマラソ

ンについては、定員１，５００人のところ、１，

０５４人が、１０キロについては、定員３００

人のところ２３５人の申し込みがありました。 

 第４回宿毛花へんろマラソンは、ぜひに、前

回以上の参加者が見込める大会にしていただき

たいと思います。 

 どのような工夫をされているのか、お伺いを

いたしたいと思います。 

 次に、自主防災組織について、お伺いをいた

します。 

 地震、風水害、火災、その他大災害が発生し

た場合は、消防機関を初めとする防災関係機関

は、全力を挙げて防災活動を行いますが、道路

や橋の損壊、建物の倒壊、路上に放置された自

動車などにより、交通機関が著しく阻害され、

同時に、各地で多数の災害が発生するので、消
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防力が分散され、水道管の破裂や停電、貯水槽

の破壊などにより、消火活動が十分に行えなく

なり、防災関係機関の活動能力は著しく低下す

ることが予想されます。 

 このような災害時に、被害の拡大を防止、軽

減するには、身近なところにある、地域住民に

よる初期の防災活動が最も効果的であります。 

 そこで、地域住民が自分たちのまちは自分た

ちで守ろうと、そういう連帯感を持って、自主

防災組織を結成して、日ごろから災害時におけ

る役割分担などを決めておき、防災資材を整備

し、防災訓練を積み重ねておくことが必要であ

ります。 

 現在、自主防災組織は６９地区、８４．３

４％の組織率になっているとお聞きをしており

ます。 

 今後、何地区で自主防災組織が組織化される

のか、お伺いをいたします。 

 また、住民の高齢化などにより、組織化され

ない地区もあると思いますが、組織化されない

地区の対策はどのようになっているのか、あわ

せてお伺いをいたします。 

 最後に、肝炎ウイルス検査について、お伺い

をいたします。 

 高知県は、日本一の健康長寿県を目指してい

くということで、平成２２年２月、日本一の健

康長寿県構想を策定いたしました。 

 その中で、がん予防の推進ということで、ウ

イルス性肝炎対策の強化を掲げています。 

 ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染し

て、肝臓の細胞が壊れていく病気であります。

ウイルスの中で、特に肝臓に感染して、肝臓の

病気を引き起こすウイルスを肝炎ウイルスと呼

び、主な肝炎ウイルスには、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型、

Ｄ型、Ｅ型の５種類があります。 

 これらのウイルスに感染すると、肝細胞が破

壊されていきますが、病気の持続する期間で急

性肝炎と慢性肝炎に分けられます。 

 急性肝炎は、Ａ型、Ｂ型、Ｅ型が多く、通常

は二、三カ月で回復をいたします。 

 慢性肝炎は、Ｂ型、Ｃ型の肝炎ウイルスが感

染し、長期間にわたり、肝障害が持続するもの

で、肝硬変に進んだり、肝がんができることが

あります。 

 これらのウイルス、特にＢ型肝炎ウイルス、

Ｃ型肝炎ウイルスによる慢性の肝障害が、現在

の肝臓病の中で大きな割合を占めております。 

 現在、日本ではＣ型肝炎ウイルスに感染して

いる方が１５０万人から２００万人、Ｂ型肝炎

ウイルスに感染している方が１００万人から１

５０万人いるといわれております。全国で、肝

炎、肝がん対策の一環として、肝炎ウイルス検

診が５カ年計画で実施されましたが、その結果

では、ＨＣＶキャリア、ＨＢＶキャリアともに

１．１６％の割合で発見をされております。 

 我が国における肝炎ウイルスの感染は、東日

本よりも西日本で多く、感染率は高齢者ほど高

く、若年者ほど低いという傾向はありますが、

これらの結果から、人口約７６万５，０００人

の高知県では、Ｂ型、Ｃ型合わせて約２万人の

感染者がいるのではないかと考えられておりま

す。 

 しかしながら、自分が感染している事実に気

づいていない方々が多くいらっしゃいます。肝

臓は、沈黙の臓器といわれ、肝炎を起こしても、

特徴的な症状が出ることはなく、自覚症状では

診断できません。 

 ウイルス性肝炎は、症状が出ないまま病気が

少しずつ進行し、症状を自覚したときには、肝

硬変や肝がんなど、重症になっていることもあ

ります。 

 早期の段階で発見し、治療を開始できれば、

ウイルスの排除や病気の進行を抑える治療が可

能です。 
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 肝がんの約９割はウイルス性肝炎が原因とな

って、発症します。Ｃ型肝炎が７割から８割、

Ｂ型肝炎が１割から２割の割合です。 

 肝がんを早期発見し、肝がんによる死亡を減

少させるためには、肝炎ウイルス検査は必要に

なってくると思われます。 

 現在、本市においての取組状況について、お

伺いをしたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に宿毛花へんろマラソンでござい

ます。 

 私ども、この宿毛花へんろマラソンと、１０

月に行われます宿毛まつり市民祭、これにつき

ましては、市民全体が参加していただきたい二

大イベントであろうかというふうな認識を持っ

ているところでございます。 

 まず、第３回大会につきましては、御存じの

とおり３月１１日に発生しました東北地方の大

地震、大津波、そういったものを受けまして、

３月１４日に大会実行委員会を開催しまして、

まだその当時は余震もございました。そういっ

たところで、当市としても、３月１１日には津

波警報が発令されたりしておりましたので、こ

ういった災害対策というものに力を入れなきゃ

いけない。 

 そういったことで、中止することを決定をい

たしました。 

 既に準備していましたＴシャツであるとか、

バスタオルなどは、もう支援物資といたしまし

て、被災地の支援に充てさせていただきました。

皆様の御協力、本当にありがとうございました。 

 参加料でございますが、既に振り込みもして

いただいておりましたが、これは全額返金する

ことといたしたわけでございます。大会開催に

向けまして、御協力いただきました市民の皆様、

関係の皆様には、大変御迷惑をおかけしました

ことを、この場をかりまして、改めておわびと

お礼を申し上げます。 

 さて、第４回大会実施に向けての工夫はどう

だというお話でございますが、第４回大会につ

きましては、平成２４年３月１８日日曜日でご

ざいますが、この日に開催することを決定いた

しまして、現在、準備を進めているところでご

ざいます。 

 今回は、スペシャルゲストとしまして、宿毛

市出身で、前人未到のアースマラソンに挑戦し、

見事、地球一周を達成された間 寛平さんを招

致いたしまして、宿毛市を全国へアピールしま

して、多くのランナーに参加していただきたい

と、このように考えています。 

 現在のところ、所属事務所であります吉本ク

リエイティブ・エージェンシーからは、よほど

のことがない限り、参加できるというふうな回

答をいただいています。 

 また、８月２３日でございますが、間 寛平

さんが、墓参りで帰省をいたしました際に、私、

教育長と一緒に面談をいたしまして、御本人か

らも、ぜひ宿毛のこのマラソンに参加したいと

いうことで、快諾をいただいておりますが、最

終決定には、もう少し時間をいただきたいとい

うことでございます。 

 次に、ランナーの目を楽しませる工夫としま

しては、沿道にたくさんの菜の花を咲かせたい

というふうに考えております。 

 これまで、ことしまで和田地区におきまして、

大会と同時期に開催されまして、ランナーの目

を楽しませてくれました菜の花まつりが、前回

をもって終了いたしました。そのため、実行委

員会でボランティアを募りまして、菜の花を植

えていた堤防を含めまして、種まきが可能な沿

道に、菜の花の種をまくよう、計画をしていま
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す。 

 次に、会場を盛り上げる工夫でございますが、

毎年、実施しています選手への接待や、物産品

などの販売を、充実をさせていきたいというふ

うに思っております。 

 また、前夜祭のみに参加していただいており

ましたう～みさんに、大会当日も参加をしてい

ただきまして、ミニコンサートとか、会場に来

られた方、それからゴールされたランナーの

方々と一緒に、大会を盛り上げていただきたい

というふうに考えております。 

 いずれにしましても、マラソン大会を成功さ

せるためには、議員の皆様初め市民の皆様、各

種団体の御協力が不可欠でございます。 

 これまでの大会以上の御協力をいただきまし

て、第４回大会を成功させていきたいというふ

うに考えていますので、重ねて皆様方の御協力

をお願いいたします。 

 まことに申しわけございません。先ほど申し

上げました宿毛まつりのことも、二大イベント

というふうなことを申し上げました。ことしも

宿毛まつり、１０月８日から１０日まで開催さ

れて、実行委員会の皆様が、いろんな打ち合わ

せとして準備をしていただいております。岡﨑

議員の質問のときに、ついでと申しては何です

が、またことしも９日の日の花火をたくさんあ

げたいというふうな、実行委員長の熱い思いが

ございまして、ただ、これを昨年度同様までに

あげるには、少し協賛金が足りないというふう

なことを、実行委員長から聞いておりまして、

市民の皆様に、この場をかりまして、また賛助

金の購入などをしていただいて、御協力をいた

だければ幸いでございます。よろしくお願いを

いたします。 

 岡﨑議員には、こんな場をかりまして、こん

なことを申し上げて申しわけございません。 

 それから、マラソンの関係でございますが、

ここに今、こういった形で、ポスターの案でご

ざいます。こういった形で、大きなポスターを

つくって、これから、１０月からいろいろな場

所に張っていただくということを考えておりま

すので、またぜひ御協力をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、自主防災組織でございます。現在、組

織化されていない地区が３０組織ございます。

全域で組織化が行われますと、９９組織となる

予定でございます。 

 また、この３０組織の組織化については、平

成２６年度には１００％の組織率を目標として、

進めているところでございます。 

 現在、できていない地域では、岡﨑議員のお

っしゃるとおり、高齢化等により組織化になか

なか至らない地域もございますが、３．１１の

東日本大震災のように、震災直後はいろんな機

能が麻痺します。この震災直後に大きな力を発

揮するのが、自主防災組織であるということで

認識をしておりまして、組織結成が難しい地域

ではございますが、近隣の組織と合同で、組織

化を図るとか、組織結成が容易な対策を、各地

域と協議しながら、お話し合いをさせていただ

きながら、進めてまいりたいと、このように考

えております。 

 次に、肝炎ウイルス検査でございますが、高

知県は平成２２年２月に日本一の健康長寿県構

想を策定いたしまして、その中の保健の分野で、

予防可能ながん対策の徹底的実行として、ウイ

ルス性肝炎対策を一層強化しまして、肝がんへ

の進行防止するというふうに掲げております。 

 その取り組みとしまして、高知県は感染して

いる方の早期発見として、高知県が契約する医

療機関におきまして、無料検査を行っています。 

 県内の委託医療機関は、３５８カ所ございま

す。県下の福祉保健所などでも、受けることが

できます。 
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 実施医療機関につきましては、高知県のホー

ムページでも掲載されておりますし、当市とし

ても、問い合わせには対応しています。 

 当市の取り組みといたしましては、９月５日

に高知県のほうから検査の必要性を皆さんに強

くアピールするためのチラシが送付されまして、

今月の１５日に、全戸配布をいたしました。 

 また、宿毛市のホームページ内にあります健

康タウン宿毛にも掲載し、啓発していきたいと

いうふうに考えています。 

 御指摘のとおり、肝臓は沈黙の臓器とも呼ば

れ、なかなかＳＯＳを出しません。体がだるい

と気づくころには、かなりの重症になってしま

っているというふうなことでございます。 

 肝炎ウイルスの感染は、血液検査で簡単に調

べることができまして、適切な健康管理、治療

で悪化を予防できる病気です。無料で検査を受

けられる期間が、平成２４年１月３１日までと

なっておりますので、これまで一度も肝炎ウイ

ルス検査を受けたことのない方は、症状がない

方でも、一度は検査を受けていただくよう、お

願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） ５番、再質問をいたし

ます。 

 今、市長よりいろいろ御答弁がありまして、

まことにありがとうございます。 

 まず、初めに、第４回の花へんろマラソンに

ついて、今、スペシャルゲストである間 寛平

氏と、一応、話をしてて、事務所の許可を今後

受けて、実行をしていくようなお話をいただき

ましたけれども、この話が実現できれば、たく

さんの方々が市内、市外、または県外のほうか

らいっぱい来られるようなことがあるかと思い

ますので、今後、期待をしていきたい、そのよ

うに思っております。 

 １点だけ質問をさせていただきます。 

 去年、第３回宿毛花へんろマラソンにおいて、

多くのランナーが来ていただくような仕掛けづ

くりをされていると、されたと思います。 

 例えば、残暑見舞いであったりとか、スペシ

ャルゲストを事前にわかるような仕組みをして

いただいたと思いますけれども、今回、そのよ

うな仕掛けは何かないのか、お伺いいたしたい

と思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 皆さんにできるだけ、

昨年は来ていただいた方には、暑中見舞いだ、

残暑見舞いだ。それから、正月には年賀状とか、

そういったことで、去年の場合には、非常に、

ホームページを見まして便りがあったのは、こ

ういうものをくれた大会はないなというふうな

反応がございまして、非常にランナー間という

のは、いろんな横のつながりを持っているらし

くて、全国で非常にたくさんのマラソン大会が

開かれておりますが、そういったことで、非常

に評判を得たということでございます。 

 いいことにつきましては、いろんな工夫をし

たり、知恵を出したりして、みんなでランナー

の、ここに来ていただける方、それから既に申

し込みをされた方とかいう方々にも、いろいろ、

もう少しいろんな工夫があればしていきたいな

というふうに思います。 

 具体的に今、これをしますということが、今

ちょっと、ぱっと出てきませんが、いいことに

つきましては、繰り返しやっていって、やっぱ

り宿毛の実行委員の皆様方が、非常にランナー

を大切にしてくれるんだというふうな、おもて

なしの心のあることを、大会のときだけではな

くて、大会の前後というものが大切になってく

ることだろうと思いますし、次回、その次、い

ろいろ定着したファンをふやす、そういうふう

な試みを、いろいろしていきたい。それには、
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また皆様方からもいいお知恵、いい御提案がご

ざいましたら、ぜひいただければ幸いでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） それでは、再質問をい

たします。 

 先ほど、花へんろマラソンについて回答をい

ただきました。 

 今回、スペシャルゲストが来られて、毎年、

毎年、そのようなランナーが来られるかと思い

ますけれども、ビックネームの方々を呼ぶよう

なことは、なかなか今後、第５回、第６回、続

けていくようなことになれば、難しいかと思い

ます。 

 そうではなくて、本市のよさであるとか、ま

たは独自の特徴がよく出るようなマラソンにし

ていくように、二方向で物事を考えていってい

ただくように思いますけれども、その点、市長

の考えをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） スペシャルゲストばっ

かり、有名人ばっかりというふうなこと。有名

人も来れば、また定着する、それにつられてラ

ンナーの方々もたくさんお見えになるんじゃな

いかというふうなことがございます。 

 この有名人と申しますのは、いわゆる走る仲

間、ランナーの方々から見て有名人と。そして

また、日本国じゅうに聞こえている有名人とか、

そういう仕分けもあろうかと思います。 

 幸い、私、当市が早稲田大学建学の母の出身

地、小野 梓のことで、早稲田大学の御協力を、

今までずっといただいてきております。 

 結構、有名な方、たくさん出ておられます。

ネタが切れることは、今のところ、余りないん

じゃないかなという気はしておりますが、やは

りそういった部門ばっかりでなくて、少し話題

性の、ほかの面で話題性のある方であるとか、

そういうふうなこと。 

 それからまた、せんだって岐阜県揖斐川町の

議員の皆様が、当市にお見えになりまして、議

員の皆様とも交流をしていただきました。 

 ここの揖斐川町は、毎年、１万人から来るマ

ラソン大会を、ずっとやっておりまして、非常

に１万人は、宿毛市に来たらどうしようかなと

いう気持ちが、私にはありますが。今の人数の

１０倍が来るわけです。そうしますと、泊まる

ところだとか、いろんなものを考えなきゃいけ

ない。 

 そういったところは、高橋尚子さんが必ず来

てくれてるというふうなことで、こういったビ

ックネームの方が来るから、ランナーがずっと

寄ってくる部分もあるし、日本の中央、真ん中

というふうなところもあって、１万人という

方々が、募集をしましたらすぐ、４日間ぐらい

でいっぱいになるというふうな状況のようでご

ざいます。 

 これは、ランナーの方々に知られた、いわゆ

る一般の方々が知らなくても、そういった方に

来ていただくとか、そういうゲストを迎えるこ

とも、一つの手ではあろうかなというふうなこ

とを思います。 

 とにかくランナーがここに来て、楽しく走っ

ていただいて、宿毛よかったね。また来たい、

また来ようというふうな気持ちになってもらう

ことが一番大切じゃなかろうかというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） どうもありがとうござ

いました。 

 次に、自主防災組織について、お伺いをいた

します。 

 今、未整備地区が３０地区あり、平成２６年
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度に１００％に、自主防災組織率をしていくと

いう御回答をいただきました。 

 ぜひに、早く１００％になるように努力をし

ていただきたい、そのように思っております。 

 この自主防災組織ですけれども、平成１５年

１２月に、港南台地区が本市の第１号として組

織化をされました。 

 組織化をしてはや８年を経過しようとしてお

りますけれども、組織化されたときに、県２分

の１、市２分の１の補助を受けて、自主防災で

必要な資機材を購入をしております。 

 中には消耗品もあるとは思いますが、今後、

必要な資機材の購入に対しての補助について、

どのように考えているのかお伺いをいたしたい

と思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 自主防災組織の資機材

の件でございます。 

 御指摘のとおり、本市では１５年から組織化

を進めてきておりまして、長い地域では、組織

化から８年というものが経過をしております。 

 資機材の消耗とか、耐用年数の関係とかから、

追加整備の必要性は感じております。 

 この防災資機材の追加整備補助につきまして

は、県内の市町村防災担当者で構成をいたしま

す市町村課題検討会の中でも、昨年、協議され

ておりまして、ことし５月、県に対しまして、

追加整備の補助メニュー化を検討会の報告書と

して要請を行っています。 

 現在、県が補助要綱の改正を行っておりまし

て、補助メニュー化ができましたら、本市とし

ても、防災資機材の追加整備を行っていきたい

と考えておるところでございます。 

 また、それぞれの自主防組織から、恐らくこ

れが古くなった、あれがもう役に立たなくなっ

たとか、そういったもののメニューもあろうか

と思います。そういった、それぞれの自主防の

組織の中から、いろんなメニューを出していた

だいて、またことしは特に、３．１１の関係も

ございましたので、今までのメニューに追加し

たものが用意できるんではなかろうかというふ

うなことを思っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） どうもありがとうござ

います。 

 最後に、肝炎ウイルス検査について、再質問

をいたしたいと思います。 

 すごく、先ほど、市長の話の中で、わかりや

すく回答をいただきました。 

 私の一般質問が出た後に、私の住んでいる地

区でも、「自分の体を知らずに自分の人生です

か」という、肝炎ウイルス検査のチラシが、こ

のようなチラシですけれども、回ってまいりま

た。 

 本市において、過去、肝炎ウイルスについて

の取り組みがあれば、お伺いいたしたいと思っ

ております。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 当市の過去の取り組み

という御質問でございますが、調べましたら、

肝炎ウイルス検査の無料実施につきましては、

平成１４年度から平成１９年度までの６年間で

ございますが、４０歳から５歳刻みの７０歳ま

では、節目の検診として、市の行う健康診断で

実施しました。 

 それ以外の方につきましては、希望があれば、

節目外検診として、実施をしてきております。 

 平成２０年度からは、県の緊急肝炎ウイルス

検査事業として、医療機関において、無料で検

査が受けられるようになりましたので、当市で

は検査を実施することはなくなっていますが、

その６年間で検査を受けられた方でございます。

これは、４，８２７人の方が受けております。 
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 そのうち、その検査の結果で、精密検査が必

要となった方が５８人、これは要精密率でいき

ますと、約１．２％の方になっています。 

 この５８人の方につきましては、当市の保健

師が本人宅へ訪問をして、紹介状を渡しまして、

医療機関へつなげられるような取り組みをする

など、早期発見早期治療の支援を行ってまいっ

た次第でございます。 

 自分の健康は自分で守るためにも、がん検診

とか、肝炎ウイルス検査は非常に大切なことで

ございますので、いいやというふうなことでは

なくて、ぜひ皆さん、受診していただきたいと

いうふうに、重ねてお願いを申し上げておきま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君） 先ほど、肝炎ウイルス

検査についてですけれども、過去に、宿毛市に

おいて、平成１４年から１９年度、６年間にか

けて検査をされたという、先進的に取り組みを

されたということですので、今回も県のほうが

無料で、この肝炎ウイルス検査をしております。

一人でも多くの方が、何か体に異常があれば、

検査できるように、広告ないしホームページ上

で掲載はしていただくようにしておりますけれ

ども、一人でも多くの方がこれを受診されるよ

うに、今後、市としても協力していっていただ

きたいな、そのように思っております。 

 以上で私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（中平富宏君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時５７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時１６分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ただいま、松浦英夫君から、先ほどの一般質

問における発言について、会議規則第６５条の

規定により、その一部を取り消したい旨の申し

出がありますので、この際、発言を許します。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 大変失礼をいたします。 

 先ほどの私の一般質問中、事実を勘違いをし

ていた部分がありましたので、「考えておりま

す」の次から、「最後は裁判の結果を待つ」の

前までの発言について、取り消しをお願いいた

します。 

○議長（中平富宏君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言取り消しの申し出を許可する

ことに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、松浦英夫君からの発言取り消しの申

し出を許可することに決しました。 

 一般質問を継続いたします。 

 ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） ２番の山上でございま

す。 

 このたびの台風１２号及び１５号の被害に遭

われました方々には、昨日より、先輩議員から

もお見舞い等述べられておりますので、私のほ

うからは、省略をさせていただきまして、早速

ですが、一問一答の形式により、私見を交えな

がら、通告に従いまして一般質問をさせていた

だきます。 

 質問の大きな項目といたしましては、まず、

１項目めには、公共事業の分離発注についてで

ございます。 

 ２項目めには、宿毛中学校の移転問題につき

まして、現在、さまざまな意見、憶測が流布し

ているようで、関係者ならずとも、市民の方々

も混乱しているように見受けられますので、市

長の御真意を御確認したいと思います。 

 ３項目めにつきましては、宿毛小学校の設計
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委託業務についてでございます。 

 詳細につきましては、各項目ごとにお伺いし

たいと思います。 

 それでは、まず初めの１項目めでございます

が、公共工事の分離発注につきまして、お伺い

します。 

 この件につきましては、平成２１年第２回市

議会におきまして、前の市民クラブの議員であ

りました中川さんが質問しております。その質

問に対して、市長からは、前向きで積極的な御

答弁がされたのではないかというふうに思いま

すので、その後の公共工事の分離発注がどれほ

ど図られているのかということを、まず最初に

お伺いしたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

 ２項目めでございます。 

 宿毛中学校の移転問題につきまして、市長に

お伺いいたします。 

 先ほども少し触れましたですけれども、宿毛

中学校の移転問題につきましては、情報が錯綜

して、混乱しているように思います。 

 ことし６月の第２回市議会におきまして、宿

毛中学校移転反対の請願がされておりましたこ

とから、関連の質問をさせていただき、請願に

対して、教育長からは、精査をするということ

でございましたので、どのような精査をされた

のか。 

 また、一説によりますと、移転反対をされて

いる地区長会の一部の方々と話し合いを持たれ

て、現在地への建てかえも示唆されたと伺って

おります。 

 これらのことなどから、情報が錯綜して混乱

を招いているようでありまして、地域の方々に

よっては、現在地に建てかえがされるものと思

っている向きもあるように聞いております。 

 そこで、具体的に、どのようになさるおつも

りなのか、市長として御真意のほどをお伺いい

たします。 

 ３点目、３項目めでございます。 

 宿毛小学校の建てかえに伴います設計委託業

務についてでございますが、設計は市内の設計

者に発注していただきたいと思っております。 

 これは、昨日、浅木議員のほうからも質問が

ありましたように、地元業者の仕事を創出する

というのと同様のことを申し上げているわけで

ございます。 

 しかしながら、市長は、宿毛小学校の設計に

つきましては、東京の建築家に発注したいとい

うようなことを言われてたようでございますの

で、現在でもそのおつもりなのか、お伺いをい

たします。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、山上議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 一昨年の中川議員への答弁の中で、分離発注

につきましては、設計業者等と協議をしながら、

指名選定委員会において、総合的に決定したい

というふうに申し上げた経緯がございます。 

 まず、当市におきます工事の発注でございま

すが、昨日の浅木議員の質問にもお答えしたと

おりでございますが、建設、建築を問わず、地

元発注を原則としております。そのことは御理

解をいただいていると思います。 

 また、私も地元、いわゆる宿毛市発注の工事

ばっかりじゃなくて、国の発注工事、それから

県の発注工事につきましても、できるだけ宿毛

地域、宿毛地域の周りでやる工事につきまして

は、ぜひ宿毛市内業者さんを使っていただきた

いというふうなことを、お願いもしてきた経緯

もございます。 

 さて、この中川さんの質問以降で、規模の大

きな建築工事がございました。これは、小筑紫

小学校の校舎の改築工事、それから小筑紫小学
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校の体育館の改築工事、それから大島小学校校

舎の耐震補強工事の３件でございます。 

 うちの２件は、ジョイントベンチャーでござ

いますが、すべて地元の建築業者さんに発注し

ているところでございます。 

 この３件とも、実際に分離発注という形には

なっておりませんで、総合的な発注工事という

ことでやっております。 

 これ、これらの工事につきましても、建築本

体、電気設備、それから給排水設備など、それ

ぞれの工種ごとの分離発注というものも視野に

入れながら、現場管理について、設計業者等と

担当者のほうで協議を、話し合いもさせていた

だいて、指名選定委員会におきまして、建築の

建物の規模とか内容、それから工期、発注方法

によるメリット、デメリット、そうしたことを

総合的に判断しまして、総合発注というふうな

形になったというふうなことでございます。 

 それから、宿毛中学校の移転問題でございま

す。いろいろ情報等が錯綜しまして、混乱を招

いているということにつきましては、まことに

申しわけない限りでございますが、６月の定例

会以後、その教育委員会がいろんな検討をして

きておりまして、いろんな方々から、たくさん

の御意見も賜っているということでございます。 

 教育委員会からの報告でございますが、７月

１０日に宿毛中学校区及び橋上中学校区の中学

校、小学校、保育園及び幼稚園の保護者を対象

にしまして、説明会、それから意見交換会を行

ったということでございます。 

 また、６月６日に開催をしました地区長連合

会との懇談会とか、７月１０日の保護者への説

明会の中で、地区長とか、保護者の皆様からの

要請を受けました、宿毛小学校及び中学校の配

置図と、教育委員会が考えている建設計画案の

配置図を、市の技術者に作成させまして、市議

会総務文教常任委員会に報告をしております。 

 それから、今後、保護者とか地区長連合会の

皆様にも提示して、協議するとの報告も受けて

いるわけでございます。 

 さらにまた今後、これらの協議の場で出され

た御意見とか御提言について、教育委員会の中

で、一定を整理をしまして、さらに市議会や教

育審議会の御意見も伺いながら、年内には教育

委員会としての考え方を決定してまいりたいと

いうふうな報告を受けております。 

 教育長とは、毎週、定例の会議を持っており

まして、いろんな情報交換をさせてもいただい

ているところでございます。 

 私といたしましては、教育委員会の最終的な

方針を踏まえて、さらに防災的な、特に教育委

員会は教育的な観点が一番重要だというふうな

ことだろうと思いますし、私も教育的な観点は、

非常に最重要なことだというふうに思いますが、

そのほかにも防災的な観点とか、その他の要素

も、慎重に検討する中で、最終的な建設場所を

決定してまいりたいと、このように思っており

ます。 

 先ほど、区長さんとのお話も、私、あったと

いうことでございます。御意見も伺い、私も直

接したかったものですから、そういうことで話

も聞かせていただきまして、請願が出ておりま

す。このことに対して、どうすればいいのか、

そんな一つの案的なものを、どうしたらいいか

というふうなものを、御意見もお伺いしまして、

一例として、こんなふうにすれば、例えば中学

校、松田川に行かなくて済むのか、そしてまた

行ったほうがいいのか、そういうふうなことを、

ずっと頭の中で考えておる、そういうふうな状

況でございます。 

 それから、宿毛小学校の設計業務委託でござ

いますが、これは以前、昨年ですか、私、議員

協議会の中で、私の個人的な感想と希望という

ふうなことで、申し上げたことがございます。 
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 これは、世界一になった方に、日本一の学校

をつくってもらいたいというふうな表現をさせ

ていただきまして、こういった方に設計を委託

したらどうでしょうかというふうな、希望とし

ていった発言をしました。 

 これ、協議会と先ほど申しましたが、２２年

１１月２９日の臨時議会と、２２年第４回定例

会において、発言をしているところでございま

す。 

 これは、あくまでも本当に希望ということで

申し上げたわけでございますが、今年第２回定

例会におけます濵田議員の質問に対する答弁で

もお答えをさせていただきました。いろんな反

響がございましたし、この答弁の中では、一般

競争入札であるとか、指名競争、それからコン

ペ方式、総合評価方式等の手法も視野に入れな

がら、指名選定委員会に諮るというふうな方法

で、発注方法及び指名業者が指名委員会で検討

されるというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） 再質問をさせていただ

きます。 

 昨日の浅木さんの質問の中で、市長からは、

国のほうの仕事、県のほうの仕事も含めて、市

内の業者にできるようにということで、お働き

していただいているということはお伺いしまし

て、その意味では、一定の努力はされているだ

ろうというふうには、御理解は、きのうの段階

でもいたしました。 

 しかしながら、電気工事とか水道工事などの

かかわります設備業者等の方々から、いろんな

お話を伺う機会がございます。 

 その中で、随意契約等を含めまして、行政に

対します疑問とか、要望みたいなことも耳にす

ることがございます。 

 その一つが、市のほうの公共工事に対する分

離発注が不十分ではないかというようなことが

ございます。 

 もちろん、このところの公共工事の落ち込み

っていうのも、起因しているのではないかとい

うふうには思いますけれども、このように分離

発注が不十分ではないかというような声もあり

ますので、今後、公共工事の分離発注につきま

しても、より一層の御努力をお願いしたいとい

うふうに思います。 

 ２点目の宿毛中学校の移転問題でございます。 

 それでは、再度、お願いしたいと思いますけ

れども。 

 その設備業者の関係からは、そういう不十分

ではないかというような声もありますので、そ

の辺、市長のほうの御認識をお伺いしたいんで

すが、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） ただいま、山上議員か

ら、分離発注の件につきまして、お話がござい

ました。 

 これ、私自身も、その分離発注、市の発注す

る工事につきまして、今、分離発注ほとんどあ

りません。実績がですね。 

 というのは、設備業者さん、水道業者さんの

ほうからも、設備関係の方からは、分離発注を

ぜひという御依頼も受けておるのは、きちんと

承知しております。 

 ただ、今までに分離発注できるような丁場と

申しますか、そういうものが市の幹部の中で、

指名委員会の選定の中で検討したところ、そう

いう案件がなかったということでございます。 

 もっとすごく大きな、広いところの工事。山

上さん、これは御存じだと思いますけど、広い

丁場があり、そしてそれぞれが、例えば水道業

者さん、それから設備の関係の方々が錯綜しな

いような工事ができるような、大きなところで

ございましたら、そしてまた、場所がちょっと
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離れているとか、そういうものでありましたら、

これは当然、指名委員会の中でも分離発注で、

これはいきましょうと。業者さんも要望がある

ことです。同じ宿毛市内の業者さんからの要望

でございますから、そういうものはできるんじ

ゃなかろうかと思いますが、残念ながら、今、

それほど大きな分離発注ができるような工事と

いうものが、余りなかったということでござい

まして、これは指名委員会のほうで、その工事

案件ごとに、いろいろな決定をさせていただい

ておりますので、今後もそういう分離発注の可

能性というものは、必ず検討もしていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） わかりました。 

 できるだけ、公共工事につきましては、分離

発注のほう、よろしくお願いしたいというふう

に思います。 

 続きまして、中学校の移転問題ということで

ございますけれども、先ほど、市長のほうから

ございましたように、年内に決めたいというこ

とでよろしゅうございますでしょうか。その年

内に決めたいと言いますのは、宿毛中学校を移

転する、しない、そういうものを含めて年内に

ということでございますか。 

 年内というのは、具体的にいつごろになるの

か、おおよそで結構ですけれども、お聞きした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 年内には決めないと、

例えば来年度の予算であるとか、小学校をまず

先に建てかえをしなきゃいけない。これは、親

御さんの安全、保護者さんの安全の気持ちとい

うのは、非常に強いわけですから、早く小学校

の建設には着手したいという思いが非常にござ

います。 

 ただ、先ほど申しましたように、中学校の移

転が伴うとか、ここに置いてくれという請願が

あるとか、そういう御意見がたくさんございま

すので、我々は、当初は教育委員会と話しまし

て、中学校は最終的にあちらへ、松田川小学校

のほうへ移っていただくのが適当ではないかと

いう案を出したわけでございますが、それに対

しては、非常に反響が強うございました。 

 そういったことで、最終、どれが一番ベスト

な案なのか。我々はベターと思って出したんで

すが、まだベストな分があるんではなかろうか、

そういうものも皆さんの御意見をたくさん伺い

ながら、最終的にはこれを集約して、ぜひ、早

く決定をして、小学校の建築にかかりたいとい

う思いがございます。 

 そういう意味では、年内には決定していかな

いと、来年度着工といいますか、設計の発注と

いうものができないというふうな状況でござい

ます。 

 そういうことも含めまして、年内あと３カ月

ぐらいしかありませんが、その部分で集約をし

て、ぜひまた議会の皆様方の御意見もお伺いし

ながら決めていきたいと、いう意味でございま

す。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） わかりました。 

 あと３カ月後には、何らかの形では結論がい

ただけるということでございますね。 

 いろいろと、先ほども申し上げましたように、

いろんな意見等が錯綜しておりますので、そん

なものを鎮静化するという意味でも、なるだけ

早く決定のほうをしていただければというふう

に思いますけれども。 

 ３項目めの小学校の設計委託でございますけ

れども、選定委員会ですか、そのようなところ

で決めていかれるということでございますけれ

ども、ぜひとも地元の設計者に設計をお願いし
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ていただけないだろうかというふうには思って

おります。 

 また、小学校の設計ということに限らず、こ

れから設計が想定されるものにつきましても、

ぜひ市内でできるように、御配慮をいただきた

いというふうには思います。 

 宿毛にも設計の資格を持って、地域を熟知し

た方々が少なくなくおられますので、その方々

に、例えば共同体を組織していただき、設計し

ていただくようにすれば、疲弊しております設

計業界にも仕事が提供できますし、また設計者

としましては、設計の対価として、設計料が得

られることになるわけです。 

 宿毛小学校でございますと、設計料が８，０

００万を超えるというようなことですので、そ

のお金が地域で循環しますと、地域経済に多大

な効果をもたらすというふうに思いますので、

宿毛の経済にも大きな効果が得られるというふ

うに思います。 

 市民の方々への、富の再配分にもつながるの

ではないかというふうに思います。 

 設計は、御存じのとおり、資材、材料費が市

外に流出するということの少ない業種でありま

すので、観光産業と同様に、地域での経済波及

効果は大きいものというふうに思います。 

 せっかくの公共事業のお金でございますので、

市外に流出させる必要はないというふうに思い

ますし、行政としましては、お金を地域で循環

させていただくことを考えていただきたいとい

うふうに思います。 

 少し余談になるかもしれませんけれども、役

所におかれましては、設計業務委託に限ったこ

とではございませんで、役所におけるその他の

請負、あるいは備品、物品の購入等々につきま

しても、宿毛で賄えることは宿毛で賄う。行政

における需要は地元で賄うというようなことを、

徹底すべきであろうというふうに思いますので、

そのことを強く申し上げたいというふうに思い

ます。 

 役所の存在理由の一つには、地域への富の再

配分、利益の再配分ですが、利益の再分配とい

う言い方のほうがいいのかもしれませんけれど

も、このようなことは、市長にとりましては、

釈迦に説法になろうかというふうに思って、そ

れを承知の上で申し上げるわけでございますけ

れども、公共事業は社会資本整備であるととも

に、利益の再配分であることは申し上げるまで

もないと思います。 

 また、公共事業で支払われるお金が、先ほど

も言いましたけれども、宿毛市内で循環すれば、

経済的にも効果としては大きいというふうに思

います。 

 それが現在のところ、役所の中ではそのよう

な感覚が少し希薄ではないかなというような気

もいたします。 

 その意味で、一度、市の内部で、市の公共事

業における産業連関表などの調査をしてみては

どうかというふうに思います。 

 そのことで、お金の流れがある程度、明確に

なれば、役所の中でも、都市経営の感覚が高ま

ってくるのではないかというふうに思います。 

 宿毛市で発注します公共事業におきまして、

極端な話になりますけれども、例えば建築工事

におきまして、釘１本までも、宿毛市内で賄う

ように、購入するように、指導をしていくよう

なことがあってもいいのではないかというふう

に思います。 

 そのようなことで、公共事業のお金が、多く

の市民の方々に循環するようにしなければなら

ないというふうに思いますし、それが行政の役

目であろうというふうには思っております。 

 公共事業には、改めて乗数効果などと持ち出

すまでもないというふうには思いますけれども、

社会資本によります直接効果はもちろんのこと、
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お金の循環によります副次的効果として、宿毛

市内にお金が循環しますと、物やサービスなど

は逆方向に流れます。そのことによりまして、

需要が喚起され、市民の皆さんの可処分所得が

少しでも増加すれば、購買意欲も出てくると思

いますし、このことが宿毛の活性化にもつなが

るのではないかというふうに思います。 

 このように、経済効果をもたらすためにも、

設計業務の委託につきましても、市内の設計者

にお願いすべきであるというふうに思います。 

 先ほどの質問の１項目めの分離発注につきま

しても、機会の均等、業者の機会均等を図ると

いうことで、少しでも多くの方にその利益の再

配分がされるようにということを願って、質問

をさせていただきました。 

 これもまた、ちょっと余談になるかもしれま

せんけれども、市民の方々の買い物につきまし

ても、できるだけ宿毛市内で買い物をしていた

だくような、行政がキャンペーンを率先してや

るというようなことも必要ではないかというふ

うに思います。 

 たばこにつきましては、市内で買いましょう

といったようなことをやっておりましたけれど

も、それと同様のことをやってもいいのではな

いかというふうに思います。 

 近い将来、自動車道も宿毛まで整備されるこ

とになりますけれども、ストロー効果でどんど

んどんどん市外に買い物に出ていくようなこと

がないように、逆に市外から自動車道などを利

用して、宿毛に買い物に来ていただけるような

まちにしなければならないことは、改めて申す

までもないというふうに思います。 

 これらのことは、最終的には市の税収にもか

かわってくることでございますので、とにかく

宿毛で賄えることは宿毛で賄い、市外で需要を

満たすようなことはすべきではないということ

を強く申し上げておきたいと思います。 

 現在の宿毛の状況からは、公共事業のお金を

市外に流出させるようなことは、あってはなら

ないというふうに思います。 

 以上の件につきましては、私見でございます

ので、通告にも書いておりませんので、あえて

御答弁は求めません。 

 御答弁は結構ですけれども、もう一つ、公共

事業関連で申し上げますと、災害時の避難場所

の整備につきまして、高知県から３分の２の補

助金が出るようになりましたので、このような

制度を積極的に活用していただきまして、沿岸

部を中心に、避難公園や、避難タワーなどの整

備を、公共事業として、積極的に取り組んでい

ただければというふうに思います。 

 そうしますと、先ほど、申し上げましたよう

に、公共事業としての直接効果はもちろんのこ

とですけれども、存在効果としての安心と、利

用効果としての安全が確保できることになりま

すので、このことを強く要望をいたしまして、

私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中平富宏君） この際、暫時休憩いた

します。 

午後 １時５０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１０分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） １１番、一般質問を

行います。 

 まず、介護給付金の返還の提訴についての質

問をさせていただきます。 

 この問題は、先日の浅木議員、また本日、松

浦議員からも質問がなされましたので、重複を

しない形で２点ほどお聞きをいたしたいと思い

ます。 



 

－ 90 － 

 この問題につきましては、９月７日の高知新

聞に掲載をされた問題でありますが、まず、１

点目としてお聞きしたいのは、高知新聞の記事

の中で、常勤専従の管理者の配置をせず、サー

ビスの提供記録も改ざんをしたというふうに、

記事の中で書かれておりました。 

 これをもって、高知県は平成２０年８月１日

付で介護保険業者の指定を取り消したというこ

とでありますが、このサービスの提供記録の改

ざんという部分につきましては、文書だけを見

ると、非常に悪いことをしているというふうに

とることができるわけですが、実際、宿毛市が

直接事業所を監査をしたと聞いておりますので、

どのような内容だったのかということを、御説

明をいただきたいというふうに思います。 

 ２点目として、今回の問題につきましては、

介護保険法による請求であるというふうに思う

んですが、返納を受けた給付金が、宿毛市に入

った後、どのような処理をされているのかとい

うことについて、御説明を願いたいというふう

に思います。 

 続きまして、２点目の地震対策とまちづくり

という点について、御質問をいたします。 

 ３月１１日に東日本を襲った大地震と津波に

ついては、私たちに地震対策の重要性、また早

急な整備の必要性をいかにすべきかということ

を教えてくれたんじゃないかというふうに思い

ます。 

 また、さきの台風１２号、１５号の想定を大

きく超える被害のつめ跡は、紀伊半島を初め、

西日本各地に残っており、自然災害は時や場所

を考えてくれないということを、改めて私たち

に再認識させてくれたんじゃないかというふう

に思います。 

 そこで、宿毛市における災害対策等について、

お聞きをいたします。 

 まず、１点目は、老朽化した真丁のアーケー

ド対策について、お聞きをいたします。 

 真丁商店街のアーケードは、昭和５２年５月

に設置をされたというふうに聞いております。

３５年近くが経過しているというふうに思うん

ですが、柱の根元や屋根の至るところに腐食等

が見られ、補修、改修の必要性が必要になって

きているんじゃないかというふうに思います。 

 さらに、近い将来起こると予想されておりま

す南海大地震を初めとする大地震について、津

波を考えたときには、撤去も視野に入れた改善

策を考えるべきではないかというふうに考えま

すが、市長の見解をお聞きをいたします。 

 また、市街地区域の総合的な防災対策という

ふうなところを考えたときには、早急な整備計

画が必要になるというふうに考えておりますが、

これについても、市長の考えをお聞きをいたし

ます。 

 次に、２項目めとして、市役所庁舎の地震対

策についてをお聞きをいたします。 

 昨日の質問でもあったというふうに思うんで

すが、市役所庁舎は昭和３８年に建設をされ、

約５０年近くが経過したというふうに聞いてお

ります。 

 今回、東日本の大震災を受けたときに、向け

て、小中学校の耐震化や保育園の耐震化、また

消防庁舎の建てかえ等、公共施設の建てかえに

ついては、この宿毛市内でも進んでいるという

ふうに認識をしておりますが、この市役所庁舎

については、老朽化しているにもかかわらず、

この１２年間、私も議員としてこの議場におり

ますが、議論がされたことがないというふうに

感じております。 

 昨日の質問の中で、老朽化して耐震性はない

というような説明がありましたが、市役所の職

員であったり、市というのは、災害が起きたと

きに、いち早く動き、復旧対策、また防災対策

に動くべき部署でありますので、早急な検討が
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必要になってくるんじゃないかというふうに思

います。その点について、今後、どのように整

備をしていくかについて、お聞きをしたいと思

います。 

 ３点目に、広報「すくも」の市長雑感につい

て、お聞きをいたします。 

 この広報「すくも」というのは、宿毛市内で

一番多く発行されている書物ではないかという

ふうに思います。それも宿毛市内至るところ、

一番奥でいえば、出井から沖の島まで、市民ほ

とんどが目にする印刷物であるというふうに思

いますが。 

 これまでも何回か、同僚議員の中から、広報

に対して、広報のその市長雑感について、ここ

で議論がされたこともあるんですが、私は、こ

の広報「すくも」の市長雑感については、一概

に悪いものではないというふうに感じておりま

す。それは、市長が市政を行うに当たり、自分

が常日ごろ考えていること、また市政に当たる

意気込みであったり、市民に対して訴えたいこ

とを言える、とてもいい部分でもあるというふ

うに考えているんですが、それを踏まえた上で、

２点ほど問題点があるんじゃないかというふう

に感じておりますので、その２点を、ここで市

長に対してお聞きをしてみたいと思います。 

 １点目については、市政執行の中で、まだ計

画にあげていないこと、これからしたいなとい

うふうに思っていることについて、まだ予算化

も、議会にも諮ってないようなことを文書にし

て出すのはいかがなものかなというふうに感じ

ております。 

 ２点目として、特にきのうでしたか、だれか

の質問にもあったように、特にうわさのような、

市内にこういう声があるが、というような、う

わさ的なものに、過敏に反応して、市長雑感に

市長の気持ちを載せているんじゃないかという

ような部分が何回も見られておりますので、こ

のようなことは、やっぱり市長として、市政執

行するに当たっては、自信を持ってやっている

というふうに思っておりますので、余り過敏に

反応しないほうがいいんじゃないかというふう

に思います。 

 その点について、市長のお考えをお聞きした

いというふうに思います。 

 できれば、この市長雑感というコーナーを使

いながら、行政と市民がキャッチボールのよう

なことができれば、よりいいコーナーになるん

じゃないかというふうに、私自身は思っており

ますので、御答弁を願いたいと思います。 

 次に、小中学校の再編計画について、お聞き

をいたします。 

 これも先ほどの山上議員、また浅木議員だっ

たかと思うんですが、今回も質問がなされまし

たが、簡単に、この３月以降についての経過を、

おさらいをする意味で、振り返ってみたいとい

うふうに思いますが。 

 まず、３月議会において、学校の施設面積の

１割を占めるコミュニティーエリアの全容が全

く示されていないという点と、近隣同規模の学

校に対して、高額になっている。確定した設計

者に委託するために、随意契約になっている等

の理由で、新たな宿毛小学校は、コミュニティ

ーエリアを省いた本来の学校の姿に戻すべきだ

と。従来の積算根拠も加味した設計予算に変更

すべきである、等の理由をつけて、修正議案が

出され、全会一致で可決をされました。 

 同時に、南海地震がいつ発生してもおかしく

ない宿毛市において、学校の耐震化を行うこと

は急務であり、宿毛市小学校の改築に向け、早

急に予算組みを組み直して、関連予算を出して

きなさいというような、委員長報告も付記され

ております。 

 にもかかわらず、宿毛小学校改築関連の予算

は、６月議会にも今議会にも提案をされており
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ません。そして、この宿毛小学校関連予算につ

いて、いまだに計上できない原因は、先ほど、

山上議員も言いましたように、宿毛中学校の移

転先を含む、いろいろな問題で、執行部、また

教育委員会に大きなブレが生じていることが要

因ではないかというふうに、私は思っておりま

す。 

 それに加えて、これも先ほど出てました、宿

毛市長からは、私の考えではあるというふうな

前置きはあったと思いますが、宿毛中学校を耐

震化して残し、宿毛小学校を中学校の南側に立

てるプランも、検討の一つに加えてもらいたい

ということで、プランも示されたことでした。 

 そこでお聞きをいたしますが、現在、教育委

員会の統一した考え方というのは、どのように

なっているのかについて、まずお聞きをいたし

たいと思います。 

 そして、これは先ほどの答弁で、年内という

ことで表明をされたと思うんですが、宿毛小学

校の設計予算について、年内ということであれ

ば、１２月議会に計上をされるのかということ

について、お聞きをしたいと思います。 

 そして、続きまして２点目の質問として、本

議会に提案された補正予算の中に、橋上小学校、

平田小学校、山奈小学校、東中学校、４校の２

次耐震診断の予算が計上されておりますが、６

月議会の浅木議員の一般質問に対する答弁の中

で、教育長は、耐震補強が必要な施設であって

も、統廃合による改築、また耐震性のある校舎

への移転を計画しているため、現在のところ、

２次診断や耐震補強工事を実施する予定になっ

ていないというふうに、答弁をいたしておりま

す。 

 わずか３カ月足らずで、全く違う方向になっ

ているわけですが、このことについて、教育長、

どういう理由でこういうことになったのかにつ

いて、御説明を願いたいと思います。 

 また、２次耐震診断が計画されていない松田

川小学校、宿毛小学校、宿毛中学校、これは建

てかえるんだということなんだと思うんですが、

この辺について、２次診断をする計画、おつも

りがあるかないかについて、お聞きしたいと思

います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、寺田議員の一般

質問にお答えいたします。 

 まず、介護保険給付金の返還関係でございま

すが、サービス提供の記録も改ざんというふう

なことは、どのような内容だったかという御質

問だったと思います。 

 これは、９月７日の高知新聞に掲載されてい

た記録の改ざんということでございますが、改

ざんの内容につきましては、こちらで調べたと

ころでは、外国人のヘルパーさんがおられたそ

うでございまして、それを代筆、かわりに記載

したというふうに聞いておりまして、これが改

ざんと認定されたというふうなことでございま

して、件数が、これは１件ございました。それ

により、不正請求というふうな形での金額は５，

２５６円ということでございます。 

 これにつきましても、特に改ざんしようと思

ってということじゃなくて、代筆をしたという

ふうなことでございますので、悪意を持って行

っていたんじゃないというふうな判断をしたも

のでございます。 

 それから、介護保険法による請求であるので、

給付金の返納を受けた場合、これはどのような

処理になるのかというお尋ねかと思います。 

 まず、介護給付費の財源について、御説明を

ちょっとさせていただきます。 

 介護保険サービスの費用でございますが、こ

れは原則として、かかった費用の１割を、サー

ビスを受ける利用者が負担をいたします。 
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 それから、残りの９割を、介護給付費として

介護保険より負担がされるということになりま

す。 

 介護保険の財源でございますが、居宅サービ

スの場合は、国、県、市の公費負担が５０％、

４０歳以上の方に納めていただいている介護保

険料が５０％ということで、賄われているとい

うことでございます。 

 本市が返還を求めました介護給付につきまし

ては、市民の方のほか、国、県、市がそれぞれ、

過剰に負担したというとらえ方をいたします。 

 その過剰に負担をしていただいた額につきま

しては、平成２１年度分の介護給付におけます

負担額と相殺ということをいたします。 

 具体的には、平成２１年度、介護給付費にか

かわります、本来、４０歳以上の方に負担して

いただく介護保険料から、過剰に負担していた

だいた４１万２，５２０円を差し引きまして、

負担していただきます。 

 なお、国２０万６，２６０円、県、市につい

ては、それぞれ１０万３，１３０円を、平成２

１年度分の介護給付における負担額と、相殺し

たということになっております。 

 それから、次に、地震対策とまちづくりにつ

いてでございます。 

 現在の真丁アーケードでございますが、昭和

５２年５月に建設されておりまして、雨天の場

合でも安心して買い物ができるという、利用者

の利便性、それは過去には日曜市も開催されま

して、地元商店街の活性化には寄与してまいっ

たわけでございます。 

 その当時のアーケード内の店舗数が、７０軒

ございました。そのうち、真丁商店街振興組合

には、４８軒が加盟して、活発な活動も行って

いましたが、それから３４年が経過をいたしま

して、社会情勢の変化とか、景気の悪化が大き

く影響した現在では、店舗が３０軒、組合の加

盟数も２０軒というふうに激減をしています。 

 そのため、本来の組合活動にも支障が出ると

いうふうな、非常に厳しい状況であるというふ

うに聞いております。 

 アーケード本体の状況でございますが、寺田

議員がおっしゃられるように、経年による劣化

が、全体的に進んでおります。この先、何らか

の対応が必要と考えております。 

 ここに数枚、このように劣化のほうの写真と

か、我々もこの劣化の状況をきちんと、みんな

で共有するということで、写真も撮ってきてお

ります。 

 こういった形で、この先、何らかの対応が、

これは必要だろうというふうに思っております。 

 以前も、補助事業等で、アーケードの補修工

事等はしている経過がございます。３．１１の

東日本大震災の発生以来、私たちが最も危惧し

ている南海大地震も、いつ起こるかわからない

ということを考えますと、改めてこういった形

の対策をしていかなきゃいけないということが、

重要であるというふうに認識をしているところ

でございます。 

 今後の対応でございますが、このアーケード

本体を修繕して、存続していくのがいいのか、

またその安全面とか、将来の商店街のあり方を

踏まえて、撤去したほうがいいのか、地元真丁

商店街の振興組合と十分に協議した中で、適切

な対策も講じていかなきゃいけないと思ってお

ります。 

 また、恐らく、まちづくりの中心市街地の活

性化の中でも、いろんな御意見が出ておるんじ

ゃなかろうかというふうに思っております。 

 次に、市街地区域の総合的な防災対策を考え

たまちづくりということでございますが、一昨

年から商工会議所、青年会議所、住民代表、商

店主等で構成されます中心市街地活性化協議会

の中でも、これ、話題にのぼっておりまして、
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このたび、発生しました東日本大震災を加味し

た中で、検討をしているところでございまして、

協議の中で、通称、水道通りと呼ばれます市道

水道線、及びその商工会議所前の市道桜町沖須

賀線、並びに宿毛小学校の間に位置する市道土

居の後線の３路線が、市街地避難道路として、

一応、位置づけられております。 

 現在、市道水道線の改良につきましては、実

施設計業務が発注されておりまして、協議会の

意見を反映する中で、よりよいものにしていき

たいというふうなことを考えております。 

 また、震災時におけます速やかな避難を目的

に、通行の安全確保に配慮した、電柱をなくす

る、無電柱化事業につきましても、検討がされ

ておりまして、市街地の総合的な防災計画はも

とよりでございますが、さらなる安心安全なま

ちづくりを目指して、中心市街地活性化計画策

定に取り組んでまいりたいと、このように考え

ておるところでございます。 

 それから、次に、市役所庁舎の耐震対策でご

ざいます。昨日の今城議員の質問にありました

ように、お答えしましたように、本庁舎は昭和

３８年に建設した建物でございまして、４８年

が経過しております。耐震性の不足と、老朽化

が進んでおります。そのため、エレベーターの

設置など、高齢者や障害者の方々など、だれも

が安心して利用できる施設として、十分な整備

をすることができる状況にございません。 

 南海地震等の大規模災害発生時には、庁舎崩

壊とか、浸水被害を受けることも、十分予想さ

れておるところでございます。 

 寺田議員御指摘のとおり、市役所は職員も含

めまして、大規模災害発生時には、防災活動の

中枢として機能しなければならないということ

でございます。耐震性にすぐれて、非常時にも

行政機能が十分保持、発揮できる防災拠点施設

として、整備をする必要があるというふうには

認識をしています。 

 今後、優先的な事業としまして、小中学校校

舎の建築、耐震化、そして消防庁舎の建設等が

ありますので、何年度までにはと、現時点では

具体的にお答えをすることはできせんが、市庁

舎整備に向けての取り組みを始める場合には、

検討委員会などを設置しまして、協議していく

必要があるのじゃないかというふうなことを思

っております。 

 その中には、市民の代表の方にも入っていた

だき、広く御意見をいただく中で、場所の選定

であるとか、規模、機能について、十分な検討

を行って、議員の皆様にも、いろいろな御意見

をいただく中で、取り組みを進めていく必要が

あるんではなかろうかというふうに思います。 

 また、市役所に限らず、大きなものでは、福

祉センターも老朽化が進んでおりますし、また、

きのうも申しましたように、給食センターの改

築も、やっぱりこれもしていかなきゃいけない。

安心安全な食物を、子供たちに提供するために

は、そういうものも必要になってくるというふ

うなことも、頭の中には入っているわけでござ

いますが、これの再建といいますか、改築計画

の検討委員会を立ち上げなきゃいけないかなと

いうふうなことを思っております。 

 それから、市長の雑感でございますが、就任

当初から、市民優先の市政というふうなことで

やっていただいておりまして、情報公開、説明

責任には努めてきたつもりでございますが、十

分な説明がなされてない部分もあったかのよう

には、自分では反省もしているところでもござ

います。 

 それから、こういった形で、皆さんにいろい

ろな御意見をいただきながら、今、寺田議員か

らも、るるこうしたらどうかという御提案もい

ただきました。こういったことは、自分の反省

材料といたしまして、雑感、皆様に余り不満を
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出されないような形で、これからも市民の皆様

に対して、情報発信といいますか、説明責任を

果たす役割を果たしていきたいというふうに思

っております。 

 少し、その市民の声にも反応し過ぎているん

じゃないかと。過敏に反応してるんじゃないか

というふうな御発言がございました。 

 これは、私自身、少しその、過敏と言われれ

ば過敏かもしれませんが、少し誤った情報とか、

誤解されたままのものがあるんであれば、これ

は真実を伝える義務があるんじゃなかろうかと

いうふうなことで、こんな雑感を通じて、市民

の皆様にお伝えさせていただいたということで

ございます。 

 それを言いわけととられれば仕方がありませ

んが、これは言いわけではなくて、正しい情報

を発信するということで、説明責任を果たして

いると御理解いただけると、本当にありがたい

ことでございますが、皆様方からの御意見につ

きましては、先ほど申したとおり、耳傾けて、

よいものにしてまいりたいというふうに思いま

す。 

 また、寺田議員が言っていただきましたよう

に、市民とキャッチボールができるようなコー

ナーにしていくことも大切だよというふうな御

提言もいただきました。市政を遂行する上で、

こういったコーナーがあるということは、幸い

でございますし、正しく、きちんとした雑感の

コーナーにしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 また、いろんな御意見も賜れば、幸いでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、寺田議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 何点か質問がありました。その中で、今、宿

毛中学校の建設場所を含め、小中学校の再編、

いろいろブレがあるのではないかという御指摘

がありました。 

 私といたしましては、教育委員会といたしま

しては、我々が予定をする、計画をしている案

を皆さんにプレゼンテーションをすると。その

中で、皆さんから意見をちょうだいする中で、

望ましい方向で変わっていくのであれば、それ

はいつも私が申しておりますように、ブレでは

なくて、フレキシブルに対応するということで

いいのではないかと思っております。 

 言いわけではありませんけれども、信念を持

って、しっかりした案を出せということは、い

いことかもしれませんけれども、市長もよく話

しているところですけれども、望ましい方法で

ことが解決するのであれば、それはよいことで

はないかと、そういうふうに感じております。 

 それでは、寺田議員から御質問がありました

点、何点かについてお答えをいたしたいと思い

ます。 

 最初に、山上議員の御質問の中で、市長が答

弁をしたので、重複をするところがあるかと思

いますけれども、少し説明をさせていただきた

いと、こんなふうに思います。 

 まず、教育委員会といたしましては、取り組

みでございます。６月６日に地区長連合会との

懇談会を開催をいたしました。それから、引き

続きまして、７月１０日には宿毛中学校及び橋

上中学校区の中学校、小学校、それから保育園

及び幼稚園の保護者を対象とした説明会も行い

ました。 

 その中で、何人かの方から要望ありました建

設場所についてでありますけれども、その要望

があった建設場所に、宿毛小学校を建てた場合

の配置図、それから教育委員会の案である建設

場所に建てた場合の配置図を、技術者に作成を

させました。 
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 それから、市議会の総務文教常任委員会で、

それを報告をいたしました。 

 今後、配置図の作成、要望を受けているＰＴ

Ａ連合会とか、地区長連合会に提示をして、協

議をしていきたい、そういう取り組みをしたい

と考えております。 

 教育委員会の案として作成しているのは、松

田川小学校。宿毛小学校は、現宿毛小学校のグ

ラウンド跡に。それから、宿毛中学校は、松田

川小学校跡地に建てる案でありまして、現段階

において、当初の計画を変更の方針を決めたも

のではありません。 

 今後、要望のあった配置図を含めまして、関

係の皆様と十分協議を重ね、さらに市議会や教

育審議会の御意見もちょうだいする中で、教育

委員会の方針を決定いたしまして、市長部局と

調整をしてまいりたいと、こんなふうに考えて

おります。 

 それから、それに関連をいたしまして、御質

問がありました宿毛小学校の設計の予算の計上

はいつかという御質問でありますけれども、６

月議会にお話をしましたように、年内には教育

委員会としても、最終的な建設場所を選定をし

ていきたいと。そして、市長部局と協議をして

いきたいと、こんなふうに考えております。 

 先ほど申しましたように、その過程の中で、

市民の皆さんに受け入れられるような、受け入

れをしてもらえるような、また議会の皆さんに

も理解をしていただけるように、努力をしてま

いりたいと、こんなふうに考えております。 

 その後、できるだけ早く、予算を計上できる

ように努めてまいりたいと、こんなふうに考え

ております。 

 それから、２点目になると思いますけれども、

６月の定例会において、統廃合による改築、ま

たは耐震性のある校舎への移転計画のある学校

については、第２次の耐震診断や、耐震補強工

事は実施予定にないという答弁をしたにもかか

わらず、今議会で、橋上小学校や平田小学校、

山奈小学校、及び東中学校の第２次診断の委託

料を計上をしているのは、どういう要因かとい

う御質問でございます。 

 このことにつきましては、６月の定例会に、

確かに浅木議員の質問でありました、改築をす

る予定の学校においても、それまでの間、耐震

性を確保するために、耐震補強する考えはない

かという質問がありました。 

 それに対しまして、本市の財政状況から考え

ると、そのような対応は難しい状況である。改

築の予定がある学校については、計画どおり改

築することで、耐震化の対応を図りたいと答弁

をいたしました。 

 この３カ月の間で、本市の財政状況が大幅に

改善をしたということはございませんけれども、

３．１１、３月１１日の東日本の大地震発生以

来、市民の皆さんの防災対策や安全対策への関

心が高まってまいりました。 

 また、本年６月に、宿毛市の小中学校ＰＴＡ

連合会が、市内の小中学校の保護者にアンケー

ト調査を実施をいたしました。そして、７月に

は、集計の結果が示されてまいりました。 

 その中で、保護者の思いといたしましては、

小中学校の再編よりも、早急な防災の対策を望

むという意見が、７割以上を占めるという内容

のものでありました。 

 このような結果を受けまして、市長部局と、

再度、協議をする中で、統合、改築及び移転計

画のある、学校の中でも改築や移転までの期間

がある学校については、どの程度の状況である

かを確認をして、改築までの間の安全性を担保

をするような対応が必要ではないかというよう

な、市長の意見もいただきましたので、今議会

に、４校の第２次の耐震診断予算を計上させて

いただいたと、こういうことでございます。 
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 それから、３点目になろうかと思いますけれ

ども、第２次の耐震の診断が計画をされていな

い、松田川小学校、宿毛小学校、及び宿毛中学

校については、どのように考えているかという

御質問がありました。 

 松田川小学校及び宿毛小学校につきましては、

今年度中に建設場所を決定をいたしまして、早

急に、建設まで、できるだけ早く建設を進めて

いきたいと考えておりますもので、２校につき

ましては、第２次の耐震診断は計画をしており

ません。 

 また、宿毛中学校につきましては、現段階で、

教育委員会といたしましては、現松田川小学校

の跡地に建設する案を、検討をしておりまして、

松田川小学校と宿毛小学校の新校舎の建設が完

了の後、速やかに宿毛中学校校舎の建設に着手

をするという予定になっておることから、宿毛

中学校についても、第２次診断を、今のところ

計画をしておりません。 

 今後については、できるだけ早く、宿毛小学

校及び宿毛中学校を建設し、耐震の問題が解決

できるように努めてまいりたい、このように考

えております。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 再質問をさせていた

だきます。 

 まず、介護保険給付金の返納について、少し

再質問をさせていただきたいと思いますが。 

 市長答弁によりますと、返納金の中で、宿毛

市の持ち分と言いますか、は１０万程度である

というふうにお聞きをしました。 

 これは、金額の高い低いはあるにしても、ど

この市町村も同じような処理になるんじゃない

かというふうに思いますので、次年度に相殺を

されるということで、御理解をしたいというふ

うに思います。 

 これで、１点お聞きをいたしますのは、今回、

許認可権については、高知県にあるというふう

に認識をしておりますが、介護給付金の請求に

ついては、関係自治体、宿毛市内においては宿

毛市が判断をするというふうに聞いております

が、宿毛市として、今回、この事業所にとった

判断というのは、間違いがないというふうに、

宿毛市長として自信を持って言えるのかについ

て、もう一度お聞きをしたいというふうに思い

ます。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） この判断に間違いない

かということでございます。 

 きのうからの浅木議員、それから松浦議員の

御質問の答弁にもございましたように、この判

断については、私は間違いないというふうに思

っております。 

 これは、その根拠を申しますと、何度も言わ

せていただくようになるかもしれませんが、私

も、この案件が発生したときに、県も監査しま

した。それから、宿毛市としても、ここを指導

する立場もございますし、すぐに現地調査とい

うものに入っております。 

 そういう入った中で、県の御意見も聞き、そ

して県のほうの部長さんにも、話も、私、直接

聞いてまいりました。 

 いろんな裁判事例等もございますけど、これ

は悪意であるのかないのかというふうな判断が

ございます。そういった意味で、我々が調べた

結果では、何回も申し上げます、これは単純な

ミスであって、悪いことをしてやろうと。金を

だまして取ってやろうというふうな作為という

ものが、ほとんど見受けられませんでした。 

 そういったことと、もう一つは、介護サービ

スを、この介護保険適用してでございますが、

受けております。そういったようなことも含め

まして、そういったことを総合的に判断した結
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果で、これはいわゆる法律違反にかかるものだ

けが、やっぱり返してもらうべきお金だろうと

いうふうなことを判断したわけでございます。 

 そうしたことで、私どもの事務方とも話しま

して、自分が最終的に判断をしたわけでござい

ますが、これはもう、間違いないというふうな

自信は持っております。 

 それをもって、各市町村の首長さん方にも説

明に、何回も行っております。 

 その面についての返答はなかったわけでござ

いますが、それ以後、彼らの判断についての返

答もなかったということでございます。 

 だから、私自身は、この判断には間違いない

し、この宿毛の事業者だからといって、不公平

な判断をするというつもりもございませんでし

た。 

 そういった偏った判断というものは、後々や

はり、市民の皆様から糾弾されるもとになると

いうふうなことも思ってましたし、これはきち

んとした判断をしなきゃいけないというふうに、

慎重に皆様の御意見も聞きながら、勉強もしな

がら、させていただいたということでございま

す。 

 少し長くなりましたが、こういう判断でござ

います。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 介護保険の問題につ

いては、おおむね理解ができたというふうに思

います。 

 続きまして、地震対策と街づくりについての

部分で、何点か御質問をさせていただきます。 

 まず、真丁のアーケードについては、老朽化、

また補修等を踏まえて、検討していきたいとい

うことですので、早急に、実際にそこで営業さ

れている方等もおりますので、地元の人との話

し合いも、当然必要であろうと思いますので、

早急な計画というのを示していただければとい

うふうに思います。 

 この部分で、先ほど、まちづくり、市街地区

域の総合的なまちづくりについての計画をつく

っていかなければいけないというふうな答弁が

あったというふうに思うんですが、大体、いつ

ごろをめどにつくっていこうとしているのか、

これは非常に大事なことじゃないかというふう

に思うんですが、その点について、市長のお考

えをお聞きをいたします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） ただいま、まちづくり

計画でございます。早急な計画策定をしなきゃ

いけないとは思っております。 

 これ、特に今まで、まちづくり活性化協議会、

中心市街地活性化協議会ということで、まちづ

くり会社が中心になって、今までいろんな検討

をしてまいりました。 

 それが、３．１１以来、少しとまっておりま

す。これは、本当に避難計画、市街地の方々の

避難計画であるとか、災害に対応する計画だと

か、そういうものを大きな災害が来るというよ

うな想定を、もう一つ見直しをしないと、また

今まで積み重ねたものが無駄になるんじゃなか

ろうかというふうなことを、みんなお考えにな

っているんじゃなかろうかと思います。 

 商工会議所のほうでも、まちづくり会社の社

長をしていただいておるわけでございますから、

この方々、皆さんと一緒になって、早急な取り

組みをしていかなきゃいけない。 

 災害対策、地震対策、津波対策につきまして

は、この９月に、できるだけ地方に出向いてい

って、皆さんの御意見を聞いた上で、避難道で

あるとか、避難タワーとかいう話も出ておりま

す。これが実現できるかどうかは別としまして、

この地震津波対策、これに具体的なものを張り

つけていかなきゃいけないと思いますし、この

中心市街地も一緒でございます。 
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 そういった水が来る、津波が来るというふう

な想定が、どこまでの想定でやるのかどうかと

か、そういったいろんな要素が、今回の３．１

１で変わってきております。真丁のアーケード

の、この建てかえといいますか、建てかえなの

か、全部青空にしてしまうのか、そこら辺の判

断も、やはり皆さんの声をたくさん聞きながら、

まとめていかなきゃいけないかなというふうに

思います。 

 そんなことで、いつまでというのが、これは

早急にしなきゃいけないというのは、よくわか

っておるんですが、いつまでという期限が、ち

ょっと私、まだ、きょう初めて、今、聞きまし

て、心の中に用意ができておりませんでしたの

で、これはもう、早急な検討をしてまいりたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） それでは、再質問を

行います。 

 早急な計画をつくっていきたいということで

すので、できるだけ早く計画をつくり、また審

議を、私たちにもさせていただきたいというふ

うに思います。 

 次の質問は、特に災害に強いまちづくりとい

うのが、やっぱり必要になってくるんじゃない

かというふうに思うんですが、その部分でいえ

ば、役所がやっぱりリーダーシップをとってや

っていかなければいけないというふうに感じて

おります。 

 その点でいえば、宿毛市の庁舎というのは、

やはりその拠点になるべき建物であるというふ

うに思っておりますので、この庁舎の耐震化と

いうのか、耐震をするよりも、建てかえるほう

がいいのかというのが、私にはわからないので

すが、ぜひ耐震診断というのも、一つ選択肢の

中に入れるべきではないかというふうに思いま

すが、今月の高知市議会においても、高知市庁

舎が３４年ぐらいの建物であるというふうに聞

いたと思うんですが、耐震をすべきか、建てか

えるべきかを、検討を始めたいというふうなこ

とが出ておりましたが、宿毛市庁舎においても、

年代的には、そんなに、５年ぐらいの差はあり

ますが、非常に老朽化が激しくて、なかなか強

度が弱いというふうな判断をしているように聞

いておりますが、一度、耐震診断をしてみるべ

きではないかというふうに考えますが、このこ

とについて、御答弁を願いたいと思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 難しい話でございまし

て、今ちょっと、戸惑いがあります。 

 今まで、実は、学校の再編計画等も含めまし

たときに、試案が出たときに、財政的なシミュ

レーションをしております。 

 その中には、まだ市役所の庁舎の建てかえで

あるとか、先ほど申しました、あと二つの施設

の建てかえのほうには、まだシミュレーション

の中に入っていないというふうなことがござい

まして、頭の中に、その財政的な部分が入って

いなかったということがございます。 

 今はその耐震診断だけでもというふうなお話

がございました。またこれ、事務方とちょっと

話を、打ち合わせをさせていただきながら、検

討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） さきの東日本大震災

において、庁舎が残った自治体、また職員が多

く生存している自治体は、災害復旧、また復興

にすぐ取りかかれているというふうな例も出て

いるようですので、ぜひ宿毛市としての庁舎の

耐震、また建てかえ等についての検討に入って

いただきたいということを申し添えておきます。 

 次に、市長雑感ついて、市長も変えるとこは
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変えて、よりよいものにしていきたいというふ

うに答弁をいただきましたので、１点だけ、こ

こ４月以降で読んでいて気になった点が、１点

だけありますので、それについてお聞きをした

いと思います。 

 これは、職員採用問題について、２回ほど、

多分、市長は雑感の中に書かれているというふ

うに思いますが、採用試験について、不正はな

いよと。これは当然、あってはいけないことで

すので、当然、そうだと思うんですが、１次試

験の中に、現在、作文が入れられております。 

 これは、一般的に考えて、なかなか人の書い

た作文というのは、採点しにくい部分にありま

すので、これを１次試験に入れることによって、

不透明感がすごくできてくるんではないかとい

うふうに思うんですが、この作文を１次試験の

中に入れたことの理由と、効果というのが、わ

かれば御答弁を願いたいというふうに思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） つまびらかに覚えてい

るところはございませんが、教養試験が、これ

は試験官も見えないような形でなされている１

次試験があります。 

 その時間が半日で済むといったところで、そ

のときにもう、作文もしていただいたほうがい

いんじゃないかというふうなことで、１次試験

の、いわゆる教養試験通った方ですね。 

 それを、その方の人物を、そこで一応見よう

かというふうなことで始めたと、いうふうに記

憶をしているところでございます。 

 したがって、あくまで１次試験というのは、

教養試験でございます。その教養試験の結果に

基づいた形で、そういう形で、あと、その方々

の作文も見せていただくと。その後、１次と２

次の中間にあるのかなというふうに思いますが、

その作文も試験官のほうが採点をするというふ

うな形でなされているということでございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） ちょっと、再質問を

させていただきます。 

 今の市長の答弁によりますと、１次試験、学

科試験というふうに、多分、いわれていると思

うんですが、学科試験は、多分、東京のほうの

業者がとってかえって、採点をするというふう

に聞いておりますが、それが返ってきた中に、

その作文の点数を加点するという形になってい

るのか、最初から作文が１次試験の中に入って

いるのか、面接との間の中間点にあるような説

明でありましたので、その点をはっきりしてい

ただきたいというふうに思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） いわゆる学科試験がご

ざいまして、その中に、プラスして作文の点数

を、試験官が点数をつけまして、その合計の形

の点数で１次合格者を決めるというふうな状況

でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 採用試験ですので、

これは市の職員、１８歳であったり、２２歳で

あったりという、新しい血を役所の中に入れる

ということで言えば、長い時間、定年までとい

うか、職員を、一人の人を雇う試験ですので、

慎重に、また市民から不審の目で見られないよ

うな形で試験が行われるのが、当然であります

ので、市長雑感にもありましたように、不正は

ないよと言えば言うほど、本当はあるんじゃな

いかというふうに思われがちですので、できれ

ば１９年度ぐらいから、１次試験のほうに作文

が入ったようにも聞いておりますが、そんなに

昔じゃないですよね。多分、今の市長になって

から変わったというふうに認識をしております

が、そこの点について、もう一度、採用試験全

体を見直すべきではないかというふうに思いま

すが、この点について、御答弁があればよろし
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くお願いします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 採用試験全体を見直す

ということのお話がございました。これは、や

はりいい人材を取るというのが、この採用試験

でございますから、いろんな民間の人たちと、

もうお話を聞いたりしますと、近ごろは面接を

非常に重視しているというふうなことを聞いて

おります。 

 面接を、１次、２次、３次、４次ぐらいまで

やって、そしてその最後に、例えば教養的な試

験をやっているとか、そういうふうな、高知県

の人材育成センターというのがあるんですが、

そういった方々に聞きますと、そんなこともあ

りますということで、私自身としましては、や

はり人物重視をきちんとやるためには、民間で

採用しているような採用試験の方法というふう

なものとか、やはりいい人材をきちんととれる

ような、システム的なものがなされればいいの

かなというふうには思います。 

 ただ、今、市役所の公務でございますから、

そこら辺が一株式会社と違った部分が、どうし

ても発生してきます。そこら辺もやっぱり勘案

しながら、厳選できるというふうな体制、対応

というものは、していかなきゃいけないだろう

というふうなことは、幹部会の中でも、いつも

話はしているところでございまして、人に不審

を抱かれないような形の採用試験となるような

ことも、していきたい。 

 その反面、また人物を重視した、面接を重視

した、今、見てますのは、一人１５分ぐらいで

すかね。一人１５分ぐらいで、この人物を判定

しなきゃいけないような、非常に厳しい判定会

になっていると思います。 

 そういったことで、いろんな採用試験のあり

方、やり方、そういったものも、いろいろ勉強

した形で実施していかなきゃいけないかなと、

そんなことを感じております。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） ありがとうございま

した。 

 採用試験、これからの検討もあるというふう

に受け取りましたので、この採用試験について

は、これで終わりたいというふうに思います。 

 次に、教育長に、小中学校の再編計画につい

て、何点か御質問させていただきたいと思いま

す。 

 先ほど、年内に方向性は示したいということ

でありましたので、予算面については、そうい

うことになると、２４年度の当初予算に計上を

する方向で考えているというふうな認識でよろ

しいのでしょうか。まず１点目、そのことにつ

いてお聞きをいたします。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、寺田議員の

再質問にお答えをいたします。 

 先ほど、学校の統合問題、それから建設場所

について、年内に決定をして、予算を計上する

と、話をいたしました。 

 いつまでがめどかといって、大変難しいと思

いますけれども、先ほど来、申し上げておりま

すように、皆さんの、地域の皆さん、それから

保護者の皆さん、教育的な視点であるとか、そ

れから、市長部局のまちの活性化であるだとか、

防災の面であるだとか、いろいろな視点で協議

をしなくてはなりませんので、はっきりした日

にちはわかりませんけれども、我々とすれば、

年内に設定ができて、それで１２月議会に予算

が計上できればしたいと、こんなふうに思って

おります。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） １２月には予算を計

上したいということで、鋭意努力をしていくと

いうふうに受け取りました。 



 

－ 102 － 

 あと２カ月ぐらいしかありませんので、ぜひ

頑張っていただきたいというふうに思います。 

 次に、今回の９月議会の補正予算に出ており

ます耐震２次診断についてお聞きをいたします。 

 耐震補強をする方向で、予算をつけていると

いうふうに思っておりますので、これはいいこ

とであるというふうに、私自身は思っているわ

けですが、まず、ことし６月の浅木議員の質問、

先ほど言った質問の中で、２０１５年までに耐

震補強ができない学校が４校あると。その４校

については、山奈小、平田小、東中、それと休

校になっている沖の島小であるというふうに言

われました。 

 橋上小学校は、多分、橋上中学校へ移転をし

て、橋上中学校が統合になるのでというような

話やったというふうに思うんですが、というこ

とは、橋上中学校も、当面は統合ということは

なくなるのかなというふうに感じるわけですが、

その点について、教育委員会のお考えをお聞き

をいたします。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 寺田議員の再質問に

お答えいたします。 

 何点かあったと思いますけれども、まず、第

２次診断のその建設を取りやめた、診断の委託

料を計上している、そのことについて、６月議

会でのことに整合性がたたんのではないかとい

う話があったと思いますけれども、その点につ

きましては、先ほど申しましたように、できれ

ばすべての学校の子供の安全安心を担保するた

めに、すべての学校を耐震補強する、新しい学

校を改築するということで対応してまいりたい

と、こんなふうに考えておりますけれども、

近々、学校を改築する、改築する学校について

は、それが近い将来、短いスパンで統合が計画

をされている学校については、耐震補強を取り

組まない。 

 その中で、議員御指摘のありましたように、

橋上小学校につきましては、耐震の補強工事を

するというのを目途に、ことし第２次診断をす

ることについて、説明をしていただきたい、説

明をしてくれというお話ですけれども、このこ

とにつきましても、今、鋭意、我々としても地

域にも出向いて、学校にも説明をする中で、新

しい枠組みの中に入ってもらって、中学校の中

では、いつも私が申しておりますように、専門

の教科の先生が、子供の知に対する興味の心を

育てるためには、宿毛中学校の枠組みの中に入

っていただきたいという、こういう話を進めて

まいっています。 

 けれども、皆さんに説明をする中で、あと何

年になるか、難しいということもありますし、

あきらめたわけではありませんけれども、努力

はするけれども、いつになるかわからないのに、

このまま耐震補強もせずに、子供の安全安心を

担保できるのかという考えもありますし、それ

からもう１点、そこの橋上中学校は、耐震補強

はできている。昭和５７年度でありますので、

もう耐震補強する必要のない学校でありますけ

れども、小学校の児童が中学校へ来た場合には、

その小学校の子供に合った、その施設をいろい

ろ改善しなければならない。いろいろ、階段を

低くするだとか、トイレのことだとか、それか

らいろいろなものを、工事をしなくてはならな

いという点もあるかもしれない。 

 それから、その中学校を地区のためにいろい

ろ話し合い活動であるだとか、地域の住民が、

いろいろな災害の対策の拠点にするだとかいう

ような視点もあって、いろいろなことを考慮す

る中で、小学校は耐震補強して、あきらめたわ

けではありませんので、中学校は宿毛中学校の

中へ、枠組みの中に入っていただきたいけれど

も、相談をしながら、やっぱり子供たちの安全

は担保しなければならないんではないかと、こ



 

－ 103 － 

ういうふうな判断をしております。 

 それから、もう１点、沖の島につきましても、

ちょっと説明させていただきたいと思いますけ

れども、今の予定では、沖の島小学校に１名、

児童が入ってくると。入学する予定になってお

ります。 

 そのときに、今の状況でいいのかという話が

ありまして、そのことについては、今の施設を

壊して、新しい校舎を建てると。それから保育

園も入ってもらって、木造で対応するだとか、

それから耐震補強で対応するだとかいうことが

ありますので、地域の皆さん、それから教育委

員会ともいろいろ協議をする中で、対応してま

いりたいと。 

 この２点のことについて、ちょっと説明させ

ていただいた、こんなふうに思います。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 質問を行います。 

 橋上小中学校、また沖の島のことについても

説明をいただきました。 

 安全に、安心して勉強ができる環境を、いち

早く整備してほしいという、７割を超すＰＴＡ

の保護者の声を受けての、今回の教育委員会の

方向転換ということですので、ある程度、私と

しても評価をしたいというふうに思いますが。 

 １点、宿毛中学校については、さきに、これ

は市長に聞いたほうがいいかもしれないんです

が、耐震補強をして残したいという意向も示さ

れたわけですが、このことについて、もし残す

のであれば、当然、早急に耐震診断、２次診断

をし、耐震補強をすべきではないかというふう

に思うんですが、このことについて、市長から

答弁がいただければというふうに思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 私のほうとしては、中

学校を残したいというふうに言い切っておりま

せん。 

 松田川のほうに、中学校を行かないためには

どうすればいいか。それには、ここのある中学

校を耐震補強して、今のところを生かすしかな

いねと、いうふうな言い方でございまして、そ

このとこ、誤解ないようにしていただきたい。 

 そういうふうに、もし行かないような方策を、

皆さんが行くなというふうなことは、議会にも

請願が３，０００何百人ですか、集まっておる

ということで、じゃあ、今、原案が教育委員会

のものでございますから、そこでじゃあ、皆さ

んが、３，６００人の方々の意向を踏まえた、

一つの検討案を考える上では、今のところに残

すしかない。残すんであれば、耐震補強、これ

はしていかなければいけないと、そういう意味

でございますから、そこのところをお間違いの

ないように。 

 今は、教育委員会が原案のままで、皆さんか

らいろんな意見を聞いております。ただ、一つ

の考え方として、あそこの南側に、例えば小学

校を高いのをつくったりして、そしてまた、中

学校を耐震補強するという形であったら、そこ

は残りますねというふうなことでございますの

で、今、そこで私が、これで決めたということ

ではございませんし、教育委員会が今、皆さん

からいろんな意見を聞いて、また意見に基づい

た案を、議会のほうにも提示をしている状況で

ございますから、そういった案を、皆さんがう

んとたたきにして、いろんな意見を言っていた

だいて、教育委員会が最終的にまとめていただ

くという状況でございます。 

 そういうことで御理解願いたいと思います。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 市長の案は、案の一

つであるというふうに受け取ってよろしいです

ね。 

 ということですので、教育委員会としての方

向性は、２２年の６月以降、言っている小学校
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をグラウンドに建て、中学校を松田川に移転し

たいということで、現在も進んでいるというふ

うに、私として認識しておりますので、それで

よろしければ、後で御答弁をよろしくお願いし

たいと思います。 

 これが、多分最後になるかと思うんですが、

市内に小中学校が点在をしております。さきの

震災を受けて、ほとんどの東北の小中学校、ま

た学校の体育館というのが、避難所になったり

しております。宿毛市としても、やはり震災後、

また復興の途中では、そういうところが避難所

になっていくんではないかというふうに思うん

ですが。 

 小学校、中学校の建物が、宿毛市として、１

次避難所としての認識があるのか。２次避難所、

２次的な避難所として、認識をしているのかに

ついて、これは執行部というか、市長部局に聞

いたほうがいいんじゃないかというふうに思う

んですが、避難所に対する認識というのがどの

ようにあるのかというのを、お聞きをしたいと

思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 学校とか、公共の施設

につきましては、屋根あり、生活をする場とい

うふうなことで、避難所としては、２次的なも

のに使えるんじゃなかろうか。 

 ただ、その被害の状況によると思うんですね。 

 まず、地震が来たら、高いところへ逃げろと

いうふうなことを言ってるわけでございますか

ら、これが一時的な避難場所になろうかと思い

ます。 

 あと、ただそれで、学校が、その施設がその

まま残って使えるんであれば、これは２次的な

避難所として使わなきゃいけないだろうという

ふうな思いがしております。民間の方々が流さ

れたりなんかしたときには、公共のものが残っ

ていれば、当然、これは学校とか体育館とかい

うものは、２次避難場所として活用していかな

きゃいけないと思います。 

 今の学校の形態で、じゃあそれが地震に耐え

られるかどうかとか、そういうものを早く、だ

から耐震化するとか、後々、この耐震化をした

ものが、また統合とか、いろんなものになりま

したら、そこは地域のものとして使っていける

ようになるのかとか、そういうふうなことを総

合的に考えていかなきゃいけないというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、寺田議員の

再質問にお答えをいたします。 

 先ほど御質問がありました新しい、今の宿毛

中学校の建設場所は、最初予定したとおりでよ

いのかという質問が、再度の確認がありました

けれども、教育委員会といたしましては、ずっ

と申し上げておりますように、現在、３．１１

のこういう災害を受けて、あの悲しい教訓を生

かすべきではないかという、意を強くしており

ますし、高台で広いスペースでということは、

大事な視点であろうと。 

 我々は、教育的視点でお話をしたい、説明を

していきたい、納得していただきたいという思

いであります。 

 これは、教育委員会が子供のために、教育視

点でというお話をしても、議会の皆さんにそれ

が理解をしていただけなければならない。３月

議会のように、例えばここにこんなものを建て

るから、予算を計上しても、それは議会の皆さ

んが認めてくれないということになれば、これ

は通らない話ですので、我々は、地域の皆さん

に、それから学校の関係者の皆さんに説明する

と同時に、皆さんに理解をしてもらえるように

進めていかなくてはならないと思いますし、市

長は市長部局の中で、先ほど来申し上げており
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ますように、いろいろな視点で学校の建設場所、

それからその学校の施設をいろいろな、どうい

うものに活用できるかという視点で、総合的に

判断をしなくてはならないという立場にありま

すので、我々は、市長部局の中では、今の話し

た教育的な視点を、市長部局と話をする。 

 それで、市長が最終的な判断をすると、こう

いうプロセスになろうかと思いますけれども、

我々の思いは変わってないということでありま

す。 

 以上です。 

 それから、もう１点、私が先ほど申しました

橋上の中学校の建設の日時ですけれども、私は

国の建物の基準が、昭和５６年に基準が決った

ものですから、昭和５７年以降の建物が耐震補

強がなされているということが頭にありました

ので、橋上中学校は５７年の築だと申しました

けれども、実際は５９年の築だったということ

ですので、訂正をいたします。 

 どうも済みませんでした。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） いろいろとお聞きを

いたしました。 

 ただ、教育委員会と執行部が、やはり一緒に

なって学校をつくっていかなければいけないと

いうふうに思いますので、意思の疎通はできて

いると思いますが、統一した見解が、一日も早

く出ることを期待して、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（中平富宏君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 ３時２９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時４０分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

 １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） １３番、一般質問に

先立ち、台風１２号及び１５号でお亡くなりに

なりました方々に、心よりお悔やみを申し上げ

ます。 

 １３番、一般質問を行います。 

 宿毛小中学校の改築について。 

 現在、想定されている学校の改築について、

先ごろ、宿毛市の小中学校再編計画を進めてい

く市教育委員会は、８月２３日に開かれた市総

務文教常任委員会に、新しい宿毛小中学校の校

舎配置案を、初めて図面で示したが、図面は今

後、順次開いていく地区長や保護者との説明会

の資料とする。現在の再編計画では、宿毛小は

松田川小と統合し、現在の宿毛小グラウンドに

校舎を新築、宿毛中は橋上中と統合し、松田川

小跡地に校舎を新築する。 

 同日、委員会に示された図面で、新宿毛小学

校校舎は、現在の小学校グラウンドに３階建て

を新築、現在の中学校グラウンドに３階建てを

建設の二つのパターンができております。 

 新宿毛中学校校舎については、松田川小学校

跡地に加え、敷地南側の市有地も造成、さらに

敷地東側の市有地と民有地を造成の二つのパタ

ーンを示した。 

 これらによると、新小学校グラウンドは１．

３倍から１．４倍、新宿毛中学校グラウンドは

１．９から２．３倍になるという、市教委は、

これらとは別に、中心市街地の区長らから求め

られた現在地での宿毛小学校新築３案を策定し

た。 

 それによると、周辺の一部民有地を買い取り、

５階建て校舎一部４階建ての部分にプールをつ

くる。 

 ２階建て体育館、１階は駐車場建設、一部民

有地を買い取り、コの字型の４階建て校舎を、
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プールを中庭につくるか、別に平家の体育館を

建設。土地を買収せず、４階建て校舎と２階建

て体育館、１階にプールを建設の図面を作成。 

 これらの場合、小学校は現在の５６から９

３％の広さになるという。 

 市教委は、図面案について、これから具体的

に話を進めるためのたたき台としていると、８

月２４日の高新に掲載されました記事を抜粋さ

せていただきました。 

 活字だけではわかりにくいので、宿毛市の広

報にイラスト入りの学校を載せていただきたい。  

 ２番目といたしまして、防災対策について。 

 街区における避難施設の指定状況について、

高知県では南海トラフ沿いで発生した巨大地震

の中で、四国沖から紀伊半島が震源地になった

場合は、津波や強い揺れによって、大きな被害

を受けています。 

 １７０７年の宝永地震は、大島地区のお宮の

２３段まで津波が押し寄せ、大島地区は壊滅的

な打撃を受けた。 

 また、宿毛市の市街地の清宝寺においては、

畳の上まで浸水し、お寺の過去帳が流されたと

聞き及んでいます。 

 街区のある車いすの方からは、私たちのよう

な弱者でも避難できる避難施設を指定していた

だきたいと、相談を受けました。 

 今、街区の避難場所は何カ所あるか、お聞き

します。 

 また、釜石市では、風水害で避難する災害１

次避難所、津波警報が出たときに逃げ込む津波

避難場所、大規模な火災や地震が発生した場合

の火災地震避難場所、災害後の避難生活を前提

とした拠点避難所と４種類の避難場所を定めて

いるが、宿毛市ではどのような称号で分けてい

るか。 

 また、災害時のライフラインについて、一般

的に電気、ガス、水道、通信などがライフライ

ンといいますが、食料の備蓄とか、避難場所で

の水、その他どのような対策をとっているか、

お聞きいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、濵田議員の一般

質問でございますが、少しちょっと、問いの面

がわかりにくかったので、確認をしながらでよ

ろしゅうございましょうか。 

 １点目は、現在の学校建設プランが、いろい

ろ皆さんの御意見が出された中で、配置図とか

がたくさんあるだろう。それを広報か何かに載

せてほしいということでございますか。 

 市の広報に、そういったいろんな配置プラン

を載せてほしいということでよろしゅうござい

ますか。 

 この件につきまして、今、初めて私のほうも

聞きまして、通告のほうではなかったんですが、

いろいろ配置図について、広報に載せてもいい

んですが、ただ、いろんな、やっぱり説明がな

いと、今、学校の配置図関係で、今、いろんな

皆さんが、情報が錯綜したりしておりますので、

図面だけ載せると、ちょっとまた混乱が生じる

んではなかろうかというふうに思いますが、ど

れがいいのか、ちょっと、また教育委員会とも

図らなきゃいけない。 

 また、教育委員会の教育長の考えもあろうか

と思いますので、後で、その辺はまた答えては

いただこうと思います。 

 それから、防災対策でございます。 

 街区の避難場所ということでのお話だったか

と思います。 

 今の街区の緊急避難場所につきましては、現

在、大井田病院、それから文教センター、水道

課、石鎚神社、宿毛天満宮、それから忠霊塔な

どの１２カ所を指定しておりまして、最近、指

定されました避難場所以外につきましては、各
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戸全戸に配布をしています津波の浸水マップに

記載をしている状況でございます。 

 今回、東日本の被災で受けた避難場所を、東

日本の災害を受けたところでは、避難場所を区

分けしているということでございますが、今の

ところ、市のほうでは、いろんなそういった形

での区分け、そういうものはしておりません。

避難場所ということだけの設定をしているとこ

ろでございます。 

 それから、災害時のライフラインの確保でご

ざいます。これ、自主防災組織等にも、いろい

ろと備品等を渡したりもしておりますし、場所

によっては、毛布だとかいったものも置いてお

るわけでございます。 

 ライフラインの確保ということでございます

と、どうしても電気、ガス、それから水道、電

話など、いろんなものがございますが、今、市

が直接、これは携わっておりますのは、水道で

ございます。 

 水は命の水といいますように、非常に生活し

ていく上で大切なものでございます。電気もガ

スも、全部大切なものではございますが、人が

生きていくためには、非常に水は、すぐ要るよ

うなものでございますが、まず水道施設のこと

を申し上げますと、松田川水系は本当に良質で

豊富な地下水なんかで、恵まれた自然環境のも

とで、上水道が２、簡易水道施設が５、それか

ら飲料水供給施設３の、計１０施設で水道水、

生活用水の安定供給を、今、行っているところ

でございまして、このうち上水道、東部広域簡

易水道、北部簡易水道、小筑紫簡易水道は、配

水本管を連結しておりますので、稼働可能な施

設があり、配水管等に破損がなければ、これは

送水することができるようになっています。 

 万一、もう配水管等が破損した場合につきま

しては、給水タンクが１７基ございまして、３

６トン分を保有しております。 

 そういったところで、車両等によりまして、

断水をした地区には、巡回をしまして、配水を

行っていきたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

 一応、以上でございます。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、濵田議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 先ほど、市長のほうから、要旨については答

弁がありましたけれども、同じ考えであります

けれども、私のほうから、少し補完して、詳し

く説明をさせていただきたい、こんなふうに思

います。 

 これは、先ほど、寺田議員の一般質問の中で

もお答えをいたしましたので、重複するところ

があろうかと思いますけれども、教育委員会と

しての考え、それも濵田議員にお知らせをしな

くてはならないと思いますし、濵田議員さんの

この学校、宿毛小学校の建設場所について、思

い入れがあって、みんなの問題にして、話し合

いを進めていく、そういう気持ちもわかります

ので、教育委員会としての考えを説明させてい

ただきたいと、こんなふうに思います。 

 まず、宿毛小学校及び宿毛中学校の建設に係

る配置図を、イラスト入りで、広報で住民に周

知をすることができないかという質問であった

と思います。 

 このことにつきましては、去る８月２３日に、

総務文教常任委員会において、宿毛小学校と宿

毛中学校の建設に係る配置図を提示をさせてい

ただきました。 

 教育委員会といたしましては、学校再編計画

に基づいて、宿毛小学校及び中学校を改築する

上で、両校の関係、教育環境を改善するために

は、宿毛小学校と松田川小学校の統合校舎を、

現在の宿毛小学校のグラウンドに建設をいたし

まして、その後、松田川小学校の跡地に宿毛中
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学校を建設することが、最も望ましい方法であ

ろうと考えております。 

 そのことにつきましては、３月議会、それか

ら６月議会にもお話をしたと思いますけれども、

子供の視点で、広い場所で、広いスペースで、

安全安心な学校教育活動が推進できると、そう

いうふうに考えたからであります。 

 それぞれの、宿毛中学校区の保護者や地区長

の皆さん、ＰＴＡ連合会の役員の皆さんにも、

そういう方向で説明をしてきましたし、今後も

意見交換を進めていきたいと、こんなふうに思

っております。 

 その説明の中で、地区長さんや保護者の皆様

から、口頭で説明を受けるだけでは、どのよう

な学校の配置になるか。そして、どのような学

校をイメージしたらいいのかわかりにくいので、

自分たちが望む場所に、校舎等の絵をかいて、

その地図の中に絵をかいてみて、協議のたたき

台にしてもらいたいと、そういう提示をしてほ

しいとの要請がありましたので、教育委員会の

プランとは別に、皆さんから要求があったもの

について、配置図を提示をしたと、こういうこ

とでございます。 

 地区長連合会における説明会の中では、教育

委員会が考えている案とは別に、濵田議員さん

もお話もありましたように、現在の宿毛小学校

の校舎や体育館、プールのある敷地に、グラウ

ンドも入れた図面も描いてほしいとの依頼も受

けました。 

 一方、ＰＴＡの連合会からは、宿毛小学校の

グラウンドではなくして、現在の宿毛小学校の

南側ぎりぎりに、それは南側を校庭に使えると

いう意味もあったと思いますけれども、小学校

を建設する図面を描けないかという依頼があり

ました。 

 そのために、要望を受けまして、どのような

イメージになるかだけを伝えるために、宿毛小

学校と宿毛中学校に、それぞれ必要な教室の数

等をもとに、建設課に依頼をして、作成をして

いただきました。 

 ８月２３日に総務文教委員会において、教育

委員会の案としての配置図と、それから地区長

連合会やＰＴＡの連合会の依頼を受けて作成し

た配置図を、合わせて提示をさせて、今後この

図面をたたき台として、地区長連合会やＰＴＡ

の連合会と協議をしていく旨を、報告をさせて

いただきました。 

 このような趣旨で作成をした配置図でありま

すので、十分に趣旨を説明をしていただいて、

提示をさせていただくことが、最も誤解を招く

ことがない方法であると、そのように考えてお

ります。 

 そのため、文書にて趣旨を掲載をして、市民

の方々に広報でお知らせするだけでは、誤解を

招くことも予想されますので、必要であれば、

説明会などを開催していただいて、その場で提

示をして、説明をさせていただくことが望まし

い、そういうふうに考えておりますので、御理

解いただきたいと、こんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 今、教育長のほうから説明を受けましたけれ

ども、一応、６月議会に請願として３，６００

名近くの人の署名を集めて、わずか１０日間の

間に出したわけですから。 

 それで、皆様方のいろいろと意見を聞きます

と、その地区長会と保護者だけではなくて、私

たちも、やっぱり説明は聞きたいと。そして、

この高知新聞には、大体書いてもらってますけ

ど、これだけでは、ちょっとわからないと。 

 そして、どうしても、私たちも今、教育委員

会が示しているビジョンを、言葉ではなくて、

イラストでも示していただきたいというのを、
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二、三の方から受けまして、ここでまた質問し

ているわけでございますが。 

 やはり、イラストなんかにすると、何か誤解

が生じるというような話も聞きましたけど、こ

の点について、もう一度お答えをお願いしたい。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 濵田議員の再質問に

お答えをいたします。 

 最初に、私がＰＴＡの連合会の方の中で、宿

毛小学校、新しい宿毛小学校の配置の場所を、

今の宿毛小学校の南側にというような話をした

と思いますけれども、それは言い違いでありま

して、今の宿毛中学校の南側に、今の校庭にあ

るところですね、あこのところへ、宿毛小学校

を建てたらどうかと、そういうことでしたので、

訂正をさせていただきたいと思います。 

 もう一遍言いますと、教育委員会の案は、今

の宿毛小学校のグラウンドであります。宿毛小

学校のグラウンドは、道から入ったところを、

右側にあるところが宿毛小学校のグラウンドで

ありますけれども、そこのところへ新しい宿毛

小学校を建てたらどうかという案であります。 

 それから、ＰＴＡの連合会の方から出された

案が、宿毛中学校の南側、すぐ近くの南側に、

新しい小学校を建ててはどうかという提案があ

った。そのことの配置図もお知らせをしたと、

こういうことでありますので、私が先ほど、宿

毛小学校の南側に、今の新しい宿毛小学校を建

てたらどうかという配置について申しましたけ

れども、大変誤解があったと思いますので、訂

正をさせて頂きたい。 

 それから、先ほどの質問がありました件につ

きましては、イラストを入れると誤解を生ずる

のではないかというふうに質問がありましたけ

れども、イラストというよりも、ただ、その配

置図だけを皆さんにお知らせすると、教育委員

会がいっぱい案を持っていて、皆さんから意見

をいただいている。まっといただきたいのでは

ないかというふうに誤解されては困ると。教育

委員会の案としては、先ほど申しましたように、

中学校は松田川小学校の、今の松田川小学校の

跡地に広いスペースで、高台でという施設であ

りまして、小学校については、小学校を敷地の

中で、一つの敷地の中で教育活動できるように、

小学校のグラウンドの中へ建てるというか、案

でありますけれども、いろいろな皆さんから案

はいただいておりますので、そのことを、ただ

図で示すということになりますと、誤解が生ず

るという意味であります。 

 ありますから、我々とすれば、今後、１０月

５日に地区長連合会とも、またこの図を落とし

たので、意見交換をしてまいりますし、それか

ら、それに引き続きまして、ＰＴＡの連合会と

も話し合いをする予定になっております。 

 その中ででも、どうしても皆さんの中で、濵

田議員のおっしゃいましたように、みんなの問

題として話し合いが必要であるというのであれ

ば、皆さんが集まっていただいて、その中で教

育委員会が説明をする中で、その配置図を示し

たいと、こういうことでございますので、全然、

だれにも見せたくないというものではないです

ので、御承知をお願いしたいと、こんなふうに

思います。 

 ちょっと、最初のほうの説明がややこしいこ

とになりまして、申しわけありませんでした。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 先ほど、私が発言を

しました中に、宿毛小学校、新しい宿毛小学校

の建設の場所、配置図を、宿毛中学校の南側に

建てる。それは、ＰＴＡ連合会の意見であると

いうふうに申しましたけれども、それはＰＴＡ

のある方から、そこに建てる案も入れていただ

きたいということでありましたので、配置図を

かかせていただきました。 
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 その中で、ＰＴＡの中で、集まって、多数決

で決った案ということではないと思いますけれ

ども、ＰＴＡの連合会の責任ある立場の方から、

そこの案も一つとして、プランの一つとして、

あこへ建つのも、配置図も入れてくれないかと

いう考えが、ＰＴＡから教育委員会にありまし

たので、それを提示をさせていただきました。 

 私が話の中で、ＰＴＡの周知した一つの統一

したプランであるというような意味合いの発言

をしたとすれば、大変申しわけなかったと、こ

ういうふうに思っております。 

 ＰＴＡの責任ある方から、あこに配置図をか

くのも入れてくれないかと。プランの一つとし

てかいてくれないかというのでありましたので、

ＰＴＡの会の中で決ったというふうな感じを与

えたとすれば、大変申しわけないと、こういう

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問を行います。 

 先ほど、髙倉議員からも話が出ましたけれど

も、学校の通学路ですね、あれなんかは、まち

の皆さんが、通学路として向こうに行くの、少

し子供のためにもよくないんではないかと。道

の問題ですね、そういうようなことも解決せず、

新しい、例えば道をつくるとか、そういうよう

なあれまであるがやったらいいですけど、道を、

若い女の子、中学生いうたら一番あれですかね。

そういう子供たちが、部活なんかで帰るときに、

どうしても危険性があると。 

 危険性があるいうたらあれですけど、そうい

うようなことを、物すごい、中には悩んでいる

人もおるんですよ。 

 だれが何と言っても、私たちは元のところへ

建ててもらいたいというような、そういう意見

が、私も何人かの人に聞いたんですけど。 

 やはり、道なんかにも大きいして、バスでも

あれでも、できるんならいいですけど、ちょこ

っとよけやることをするぐらいの道やったら、

だめだというような話も、多々聞いたんですけ

ど。 

 そういうような、道なんかのあれは、どれぐ

らいの、例えばあれですわね。父兄なんかも、

今までとちごうて大分行くわけですから。１０

０人以上の生徒が通学するんですから、今まで

の道では、もう到底、パニックを起こすと思う

んですが、それはどういうように。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 濵田議員の再質問に

お答えをいたします。 

 この通学路の件につきましては、市長のほう

からも答弁があったと思いますけれども、我々

の今の考えでは、松田川小学校跡地に中学校が

移転した場合のことを想定をした場合に、今現

在、二ノ宮のほうであるとか、中角であるとか、

和田のほうであるだとか、子供が通ってきてい

るわけですね。 

 それから、小学生も、中に来ている子もおり

ます。いろいろなことを、事情を考えなくては

いけないと思いますけれども、条件を考えなく

てはいけないと思いますけれども、私どもも何

回か、松田川小学校に学校訪問をするときがあ

るわけです。そのときに、３時とか４時とかい

う、小学生が下校する時間に遭遇することがあ

るわけですけれども、小学校１年生とか２年生

の子供は、歩道をゆらゆら揺れながら帰ってい

る。危険だなと思いながら見ているんですけれ

ども、立派に上級生が指導しながら、あこを通

っている。 

 そういう状況。それから、松田川小学校に入

る道ですよね。あの道と、宿毛小中学校の前を

通っている道との幅って、どこに広さが違うか

って。そんなに広さは、松田川小学校のあこ通

っているのは、１．５車線だと思うんです。 
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 大型と中型ぐらいであったら通れたり、普通

車と普通車やったら通れる、ありますので、交

通量とかいうことを考えますと、今の宿毛小中

学校に子供が自転車で通って、車が通る。その

交通の中で起こるだろう危険度と、それから松

田川小学校へ、中学生だけが通う危険度とは、

データを出して、しっかり私も検証しているわ

けではないですから、確信を持ってお答えする

ことはできないと思いますけれども、机上で考

える状況の中では、それは松田川小学校へ中学

生だけが通うほうが、安全ではないかと、こう

いうふうに考えております。 

 宿毛の小中学校へ、小学校も中学校の子も通

う中で、交通事故に遭うだろう可能性と、中学

生だけが、松田川小学校跡地に通う、交通の中

で起こるだろう危険度等を勘案してますと、そ

ういうことが想定されるのではないかと。 

 これは、先ほど申しましたように、くどいよ

うですけれども、確かなデータに基づいている

話ではありませんですけれども、そういうふう

に考えておりますので、対応できる、子供の安

全が担保できないということであれば、ライト

をつけるであるだとか、それから交通の、我々

が指定する通学路としては、本道のほうがより、

あこを指定するだとか、どこも指定せずに、子

供らに自由に通らすなとかいう、そういう方法

はあろうかと思いますけれども、今、あこに通

っている小中学生の子供が起きるだろう危険度

より、むしろ安全ではないだろうかと、こんな

ふうにも考えたりいたします。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 学校のエリアの問題

ですけど、今、本町の下のほうとか、そこの父

兄なんか、もし仮にそういうようになれば、向

こうには行かせないと。片島のほうに学校を変

えると。 

 そういうようながで、それは一応、テリトリ

ーというものもありますから、なかなかそこは

難しいんじゃないのかという。 

 なんちゃあ、片島に住所を移せばええんじゃ

ないかとか、そういうような、感情論も大分出

てきているんですが、そういうようながで、大

分、生徒数も当初思っているよりは減ると思う

んですよ。もう新田なんかに至っては、一人た

りとも、和田、中学校のほうには行かさないと。

そうすれば、何人もの方に私も聞いてますから、

それは間違いないんです。もしあれやったら、

教育長にお越しくださいと。説明しますという

ような話も聞いてますけれども。 

 そういうようなあれで、生徒の条件なんかは、

どういうように考えていますか。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 濵田議員の再質問に

お答えをいたします。 

 中学校に、小学校もですけれども、校区制と

いうのをしいておりますので、その中で、どう

しても子供が人間関係つくるのがうまくいかな

いで、学校をかわるだとか、自分の特性を生か

すために、校区をまたいでいくだとか、それか

らもう一つの手段としては、住所を変更してい

くだとかいう方法はありますので、そのことに

ついては、教育委員会は出された段階で対応し

てまいらなくてはならないと思いますけれども。 

 我々はできるだけ、今の校区の中におる子供

は、学校再編が進んで、それから中学校が場所

がかわったとしても、そこの学校にいっていた

だくように、学校にも、それから保護者にも説

明をしていくつもりであります。 

 以上です。努力をするということです。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 確かに校区の変更したら、学校もかわれるこ

と、それはわかってます。わかってますけれど
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も、余りにも宿毛市が感情的に、住民がなるの

は、私はあんまり得策ではないと、そのように

考えております。 

 例えば、先ほど、ミステークのような格好に

なりましたけれども、何人かの方に聞いたとき

に、そういうような御答弁をもらいました。そ

して、確かに距離からしたら、新田から片島、

新田から和田。そうすれば、距離的には大分違

うてくると思うんです。 

 そういうようなこともあって、そういう話を

したんではないかと思いますけど。 

 余り、このまちの中が、完全に割れてまうよ

うなんでは、余り教育委員会としても、通して

もらいたくないと。そして、皆さんがすぐ認め

てくれるんなら、それは正統の、やっぱりあれ

ですから、私たちも余りごねるつもりはありま

せんけれども、しかし、地区長会の方々は、こ

の間もちょっと話したんですけれども、皆さん、

絶対に向こうにあれするということは、私ら、

街区の地区長としたら、これは反対と。どのよ

うなことをしてでも反対やと押し通しますから

というような、そういうこともいただいてます

し、はい、そうですかといって、なかなか引き

下がれんような、私も立場におるんです。 

 その感情論とか、そういうようなことがない

ように、していきたいんですけれども、もう少

し教育委員会としても、何か柔軟な策はありま

せんか。お願いします。 

○議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 濵田議員の再質問に

お答えをいたします。 

 教育委員会として、皆さんに納得していただ

けるような、それから議会の皆さんにも理解し

ていただけるように、努力をしてまいりたいと

思います。 

 我々は、学校再編に関して、地区が割れて、

地域の教育力を活用できないような状況では、

アブハチ取らずみたいになりまして、子供のた

めになりませんので、皆さんに理解をしていた

だけるように、熱心にお願いをしてまいりたい。 

 それから、議員の皆さんにも理解をしてまい

りたい。その中で、どうしても受け入れられな

いということであれば、仕方がありませんけれ

ども、我々は先ほど来、ずっと申し上げており

ますように、今の段階で変更があるということ

にはならないと思いますので、皆さんの意見を

ちょうだいしながら、議員の皆さんにも理解し

てもらえるような説明をしながら、地区の皆さ

ん、それから地区長連合会の皆さんにも受け入

れてもらえるような、そんな納得していただけ

るような話もしていきたいと、努力をしたいと、

こういうふうに思っていますので、できるだけ

まちの方が割れて、地域の教育力が下がる。地

域の活性につながらないということがないよう

に、最大限、努力をしています。 

 性急にそのことを推し進める、強引に推し進

めるという気持ちはありませんので、そのこと

について、お約束いたしますので、御理解をい

ただきたい、そんなふうに思います。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 できる限り、生徒のためですから、子供たち

のためですから、安全性というのは、やっぱり

私なんかも考えていないわけではないです。一

日も早く、学校はつくってやりたいと。 

 しかし、街区の区長さんたちは、いまだに、

絶対にまちからあれすることはだめだと、いう

ような話は私も聞いてますから、何度も。だけ

ど、できる限り、生徒のためだからとか、いろ

いろとあれして、皆さんが納得していくような

解決策を残してもらいたいと。 

 これで学校関係のあれは、一応、終わります。 

 それから、防災対策について。 

 これも少し申しますと、今、一時避難場所と
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して、学校を拠点にしてもらいたいと。そして、

街区で逃げるところがないと、余り。 

 先ほど、市長から申されました大井田病院と

か、忠霊塔のとことか、水道のあれとか、いろ

いろとあれしてますけど、なかなか頑丈なあれ

もないし、そして、一応、高知県のあれでも、

学校を避難場所というのは、ちょっと不謹慎な

言い方かもしれませんけれども、街区、宿毛の

まちは大体、フラットのあれで、台風が来たら、

２階ぐらいまでは浸からあ。大きな津波ですよ。

それがきたら、浸かりゃあしないだろうかと、

私も想定はしてます。 

 しかし、まちで車いすの人なんかに会ったと

きに、学校を拠点にしていただきたいと。そし

て、生徒のことですから、一般住民がそれをと

いうようなわけにもいかんでしょうけど、街区

の人なんかは、逃げ場所として、中学校、小学

校、両方を避難場所となるような計画を立てて

もらえるでしょうかという意見が大分あるんで

すよ。 

 市長にももちろん答えてもらわんといけませ

んけど、教育関係の場で、学校を避難場所と余

り言うと、不謹慎という言葉も出てきますので、

これぐらいにしておきますけど。 

 一応、あれですか、宿毛でもし今度、宝永と

か、いろいろと地震が今までありましたけど、

大島なんかでも、２３段になりますかね、階段

で。 

 そういうようなことで、宝永の地震とか、そ

ういうようなのが、宿毛では今度の津波はどの

ぐらいの規模で、想定外という言葉が今、使わ

れてますけれども、市長はどのようにお考えし

てますか。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 今度くる南海地震の津

波はどれくらいというのは、さっぱりわかりま

せん。はっきり言って。 

 昔の宝永地震のときの津波につきましては、

昔のここの御当主でありました伊賀さんの子孫

からちょっと聞きまして、この街区まで、やは

り水が来たというふうなことで、そのときの山

内家から、本家からこちらにいろんな借金をし

たのが、明治時代まで続いたというふうなこと

は、言い伝えであるということを聞いておりま

して、そのときに、非常な災害を受けたんだろ

うということは、想定をされました。 

 ただ、東南海・南海地震、いろんな、三連動、

四連動というふうなお話が、皆さんから、新聞

論調とかで聞きますが、どれくらいがくるのか

というの、さっぱり、私に想定がつきません。 

 はっきり何メートルぐらいきますということ

はよう言いませんが、やはり大規模なものがく

るんだろうというふうなことでの対策は、練っ

ておかなきゃいけないだろう。 

 濵田議員、先ほどから、避難場所として小学

校、中学校というお話がございました。そうい

った中で、街区が水につかる、津波がくるとい

うことを想定されますと、今の小中学校では、

やはり１階、２階、３階までつかるのかわかり

ませんが、浸かってくるだろうと。 

 その場合は、まず皆さんの命が大切ですから、

まず高いところへ上がっていただきたい。その

上で、潮が引いた場合に、潮というか、津波が

引いた場合に、どういった形の避難場所が適正

であるかというふうなところ、残ったところが

避難場所として使っていかなきゃいけないんじ

ゃなかろうかと、こんなことを思っています。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 一応、想定外を今、大体、考えているんです

けれども、釜石市なんかで、この間、津波の８

日前に避難訓練をしたらしいです。そのときに、

一時避難場所ではなくて、避難場所でやったら
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しいです。そこが一応、避難場所と錯覚して、

そこに大分、殺到して、命を落とした人がおる

らしいですが。 

 宿毛では、確かに避難場所というのを、１次

避難場所、例えば赤いしるしでやるとか、そし

て、２次避難場所やったら、グリーンの看板で

やるとか、そういうようなことは考えたことあ

りますか。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 今のところ、その色分

けをしてということにつきましては、いろんな

民間の建物であるとか、公共の建物はいいんで

すが、民間の方々の了解を得なきゃいけないと

か、そういうものがあろうかと思います。 

 これはまた、今、いわゆる災害の起こった後、

それから災害の起こるときに、逃げ場所という

ふうなことの、これから海抜表示であるとか、

いろんなものを、やっぱりやっていかなきゃい

けないところで、考えてもいきたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 一応、あれですか。水とか、毛布とか、あれ

とか、宿毛市では大体、どのぐらいの備蓄をし

てますか。ちょっとお聞きしたいです。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） ただいま、手元に備蓄

の数、用品の数、ちょっと持ってませんので、

今すぐ調べさせていただきます。 

 ただいま備蓄している物を申し上げます。 

 現在、使用した物もございますが、一応、東

部支所、小筑紫支所、東庁舎、それから東部農

村環境改善センター等に備蓄をしているものが

ございまして、合計では、毛布が６５、毛布の

真空パック毛布が１，０００、それからブラン

ケットが６０、ポータブルトイレが９、簡易ト

イレ、組織用セットというのが４，２００、ア

ウトドア用敷きマットが７４８でございますが、

現在、使用をしたものもございますので、これ

はこれから補充をしていかなきゃいけないとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君） 再質問をします。 

 一応、人命にかかわるようなことでございま

すので、市のほうとしても、一生懸命努力して

いただき、備蓄できるものは備蓄すると。そし

て、いろいろと避難訓練なんかも、市があげて、

率先してやっていただきたいと、そういうよう

に思っております。 

 私の一般質問、これで終わります。 

○議長（中平富宏君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時３４分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０５分 開議 

○議長（中平富宏君） これより本日の会議を

開きます。 

 ただいま、市長から、昨日の一般質問におけ

る発言について、その一部を訂正したい旨の申

し出がありますので、この際、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 市長、昨日、寺田議員の一般質問がございま

した介護保険給付金の返還についてでございま

すが、その中の一部、答弁に誤りがございまし

たので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 この議員の質問の中で、サービス提供記録を

改ざんという、この改ざんの中身は何であるか

ということで、お答えをきのうさせていただき

まして、その答えが、私ども、代筆をしたとい

うことを申し上げましたが、これはヘルパー活

動記録表のヘルパー欄に、実際にサービスを行

ったヘルパーの氏名と異なる氏名が記載された

ということでございますので、訂正をさせてい

ただきたいと思います。 

 答弁に間違いがありましたことを、心からお

わびを申し上げまして、今後、きちんとした、

もっと調査をしまして、答弁をするよう努めた

いと思います。どうか御了解願いたいと思いま

す。 

○議長（中平富宏君） ただいまの申し出のと

おり、市長の発言訂正については、議長はこれ

を許可します。 

 日程第１「議案第１号から議案第１４号まで

及び議案第１６号から議案第３０号まで」の２

９議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） おはようございます。

１１番、質疑を行います。 

 私が質疑をいたしますのは、議案第１６号別

冊、平成２３年度宿毛市一般会計補正予算（第

６号）と、議案第２３号別冊、平成２３年度宿

毛市水道事業会計補正予算（第１号）の２議案

であります。 

 早速、議案第１６号について、お聞きをいた

します。 

 ページ１８ページ、２款１項１７目の１５節、

離島振興費の中の工事請負費として、鵜来島待

合所建設工事費として４４０万円が出されてお

ります。 

 昨年だったと思うんですが、島民の利便性を

確保するためにということで、２５０万程度で

整備するという予算が出されていたというふう

に記憶をしているんですが、今回、改めて４４

０万に増額して出してきた理由をお聞きしたい

と思います。 

 続きまして、２１ページ、３款２項２目２３

節児童手当給付費の中で、子ども手当市町村事

務取扱交付金返還金ということで、２５万４，

０００円が計上されております。 

 これは、つなぎ法案で、この９月まであった

子ども手当に対する事務手数料と思うんですが、

返還金が２５万４，０００円も出た経過と、子

ども手当が１０月からどのようになるのか、ま

たどのようにそれを判断しているのかについて、

お聞きをいたします。 

 続きまして、２４ページ、５款１項１目１３

節労働費の中の委託料、緊急雇用事業委託料と

して、市長の提案理由の説明で、宿毛湾水産物

付加価値向上事業について、３０２万３，００

０円の予算をつけておりますが、この事業の内

容、またどこに委託をするのかについて、お聞

きをいたします。 

 続きまして、２５ページ、６款１項３目１９
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節負担金補助及び交付金の中で、宿毛市新規就

農研修支援事業補助金として１２０万が計上を

されております。 

 宿毛市の農業を守っていくためには、新規就

農者、非常に歓迎したいところでありますので、

もっともっと積極的にしてほしいというふうに

感じておるんですが、この１２０万については、

どこにどのような補助をするのかについて、お

聞きをいたします。 

 続きまして、２８ページ。８款１項１目１５

節の工事請負費で、親水公園補修工事費として、

４３万８，０００円が計上されております。 

 親水公園については、高知県が管理をしてい

るというふうに思っているんですが、宿毛市が

一般財源を使って、一般財源１００％で工事を

しようというふうに出ておりますので、工事の

内容と、どういう理由なのかをお聞きをいたし

ます。 

 続きまして、同じく２８ページの８款２項３

目１９節の負担金補助及び交付金で、県営道路

事業負担金として９３８万４，０００円が計上

をされております。 

 県道宿毛宗呂下川口線ほか２路線の県営道路

事業の負担金とありますが、何に対して、宿毛

市が負担をしなければいけないのかについて、

お聞きをいたします。 

 次、２９ページ。８款５項１目１１節の住宅

管理費の中の需用費として、市営住宅修繕費と

して４５０万が計上されていますが、この内容、

また補修場所が確定しているのであれば、お示

しを願いたいと思います。 

 次に、３１ページ、９款１項２目１９節非常

備消防の負担金補助及び交付金ですが、高知県

市町村総合事務組合分担金として１，１３５万

５，０００円が計上をされております。 

 提案理由の説明で、東日本大震災により、消

防団員の公務災害補償に伴う財源ということで

ありますが、団員一人当たり１，９００円から

２万４，７００円に増額されるということです

ので、この一人当たりの保険金が１２倍以上に

なるということは、補償内容について、変わり

があるのか。また、変わったときには、どのよ

うな補償内容になるのかについて、お聞きをい

たしたいと思います。 

 次に、議案第２３号別冊、宿毛市水道事業会

計補正予算（第１号）ですが、ページ１１ペー

ジの１款１項１目の上水道資本的支出の建設改

良費の中の上水道配水管整備事業費の中で、２，

５０６万４，０００円の予算が出されておりま

す。老朽化している上水道施設のポンプの取り

かえとありますが、この時期に予算した理由と、

どのような工事内容になるのかについて、お聞

きをいたします。 

 同じページの２款１項１目の簡易水道資本的

支出の建設改良費配水管整備事業費の中で、９

８９万３，０００円が出されております。 

 小筑紫簡易水道施設の減圧弁の取りかえ工事、

それに附随する配管工事とありますが、どこの

場所で、どのような工事を行うのかについて、

お聞きをいたします。 

 以上で、１回目の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 企画課長。 

○企画課長（山下哲郎君） 企画課長、寺田議

員の質疑にお答えします。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）。１８ページ、第２款

総務費、第１項総務管理費、１７目離島振興費、

１５節工事請負費、鵜来島待合所建設工事費４

４０万円について、御説明いたします。 

 本事業は、昨年度２５０万円にて予算を計上

させていただいておりました。 

 しかしながら、２回の入札が不落となり、事

業を実施することができませんでした。 

 御承知のとおり、鵜来島の定期船の発着場所
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については、雨風をしのげる場所がないため、

定期船を待つ間などは、大変、不自由をしてい

ます。この待合所の建設につきましては、地区

からの長年の要望でもあり、特に高齢化が著し

い鵜来島地区においては、住民の利便性の向上

のため、市といたしましても、ぜひ建設をして

いきたい施設でありました。 

 そうしたことからも、２回の不落の結果を受

け、昨年度の積算を大幅に見直し、今回、改め

まして４４０万円の予算を計上させていただき

ましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（滝本 節君） 福祉事務所長、

１１番、寺田議員の質疑にお答えします。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）、２１ページ、歳出の

第３款民生費、第２項児童福祉費、２目児童手

当給付費、２３節の償還金利子及び割引料の子

ども手当市町村事務取扱交付金返還金２５万４，

０００円の増額補正につきまして、御説明させ

ていただきます。 

 本補正予算につきましては、平成２２年度子

ども手当市町村事務取扱交付金につきまして、

実績報告により返還金が確定したため、ルール

どおり返還金としまして２５万４，０００円の

増額補正を計上しようとするものであります。 

 なお、新たな制度に係る子ども手当の市町村

事務取扱、１０月からの事務取扱交付金につき

ましては、まだ具体的なスケジュールが示され

ておりませんので、示され次第、対応してまい

ります。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（三本義男君） 産業振興課長、

１１番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）、２４ページ。第５款

労働費、第１項労働諸費、１目労働諸費、１３

節委託料、緊急雇用事業委託料、宿毛湾水産物

付加価値向上事業３０２万３，０００円の補正

の内容でございますが、この事業は、宿毛湾で

操業をしております中小型まき網で漁獲した小

型のサバを生かしたまま、養殖こわりで試験的

に数カ月畜養し、一定のサイズまで大きくして

出荷することで、商品価値の向上や、安定出荷

の可能性を探り、事業採算性の検証を行う事業

でございます。 

 事業の内訳は、約６カ月の畜養で、作業員２

名への賃金、１４８万５，０００円、原料代、

サバ１，４００キログラムで、単価約３５０円

ですが、これが４９万円、事業代７８万４，０

００円、生けす及び船舶使用料等で２６万４，

０００円、合計３０２万３，０００円を委託料

として計上しております。 

 委託先としましては、まき網漁業者と養殖漁

業者が加入しておりますすくも湾漁協へ委託す

る予定でございます。 

 なお、畜養する場所は、小筑紫町の大海地先

で行う予定としております。 

 また、今回、県からの補助内示があったこと

から、今回の補正したもので、１００％補助の

緊急雇用創出臨時特例基金事業補助金で事業実

施するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１６号別冊、平成２３年

度宿毛市一般会計補正予算（第６号）、２５ペ

ージ、第６款農林水産業費、第１項農業費、３

目農業振興費、１９節負担金補助及び交付金、

宿毛市新規就農研修支援事業費補助金１２０万

円の増額補正の内容でございますが、この事業

は、本年度からの事業でありまして、当初予算

において、ニラを中心とする新規就農研修者１

名分の研修助成費及び受入農家の謝金として、
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２４０万円を計上しておりました。 

 今回、新たに１名の方が、キュウリを中心と

した栽培で、就農研修を受けたいとの相談があ

り、１０月１日から半年間の研修を受けていた

だくための研修助成費と、受入農家の謝金１２

０万円を増額補正したものでございます。 

 補助率としましては、県補助金３分の２、市

補助金３分の１の負担となっています。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） 建設課長。 

○建設課長（岡崎匡介君） 建設課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）でございます。 

 ページ２８ページ、第８款土木費、第１項土

木管理費、第１目土木総務費の１５節工事請負

費において、４３万８，０００円の親水公園補

修工事費でございますが、もともとこの親水公

園につきましては、平成１８年に市の事業とい

たしまして、５，０００万円をかけて整備をし

たものでございまして、今回、親水公園の入り

口にありますトイレの隣にあります藤だなの方、

ちょっと骨組みが腐食した関係で、補修をしよ

うとしまして、今回、計上させていただいたも

のでございます。 

 続きまして、同じく２８ページ、第８款土木

費、第２項道路橋梁費、第３目道路新設改良費、

第１９節負担金補助及び交付金の９３８万４，

０００円の県営道路事業負担金についてでござ

います。 

 この負担金につきましては、高知県の実施い

たします県の単独事業費に係る道路改良工事に

対する負担金でございまして、通例８％の負担

をしております。 

 本来、高知県はこれ、当初、市の負担の伴わ

ない交付金事業で国に要望しておりましたが、

東日本大震災復旧に向け、交付金が割り振られ

たため、被災事業として実施することになりま

して、今回、予算計上させていただいたもので

ございます。 

 続きまして、ページ２９ページ、第８款土木

費、第５項住宅費、第１目住宅管理費、１１節

需用費、４５０万円の市営住宅修繕料でござい

ます。 

 例年、この修繕料につきましては、半期半期

で予算計上させていただいた経過がございます。

老朽化した市営住宅の改修が、今回、台風等の

影響も受け、新たに発生したものが多くござい

まして、市営住宅で一応１０件、それから改良

住宅で６件、それから地域新興住宅において３

件のものの補修修繕を行うものでございまして、

４５０万円の計上をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） 総務課長。 

○総務課長（弘瀬徳宏君） 総務課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）の３１ページでありま

す。 

 第９款消防費、第１項消防費、２目非常備消

防費の１９節負担金補助及び交付金の、高知県

市町村総合事務組合分担金１，１３５万５，０

００円の増額、それからまた、補償、こういっ

たことについての質疑であったと思います。 

 東日本大震災によります消防団員の死者、行

方不明者は、消防団員等公務災害補償等責任共

済等に関する法律施行令の一部改正が公布され

る直前の８月３日現在で、２５１名の方が死者、

行方不明者となっております。 

 その多くの方が、公務中であったということ

から、平成２３年度、今年度に限った特別な掛

金を支払うことによって、被災されました消防

団員の公務災害補償の確実な実施を確保すると

いうことになっておりまして、補償内容は全く
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変わりません。 

 亡くなられた団員の遺族に対して、一時金が

２，２３０万円、それから年金もございますが、

年金の支給につきましては、勤務年数であると

か、それからまた、扶養家族なんかによって変

わりますので、この分については、割愛をさせ

ていただきたいと思います。 

 なお、特別な掛金による今年度の増額部分に

つきましては、特別交付税により措置されると

いうふうになっております。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 水道課長。 

○水道課長（岩本克記君） おはようございま

す。水道課長、１１番、寺田議員の質疑にお答

えいたします。 

 議案第２３号別冊、平成２３年度宿毛市水道

事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 ページ１１ページ、１款上水道資本的支出、

１項建設改良費、１目上水道配水管整備事業費

２，５０６万５，０００円の金額で、老朽化し

ている上水道施設のポンプの取りかえ理由と、

この時期に予算化しなければならない理由、そ

してどのような工事を予定しているのかという

御質問でございますが、まず、１点目の理由と

いたしまして、上水道配水管の整備工事といた

しましては、現在、宿毛上水道施設は３台の水

中ポンプを、昭和６２年に設置し、２４年経過

した今も、稼働しておりますが、老朽化に伴い

まして、電気保安絶縁抵抗値の基準値が下がり、

過電流になり、断絶寸前な状態です。 

 また、保守点検においても、漏電しているこ

とがわかりましたので、このような事態では、

いつ停止するかわかりません。潤いのある市民

生活に欠かすことのできない水でございます。

安全で安定的な給水を行うため、今回、地下４

２メートルに設置しております２台の水中ポン

プの取りかえを行うための補正でございます。 

 また、２点目の、この時期になぜ予算化しな

ければならないかということでございますが、

この議決をいただきまして、受注後、製造に約

５カ月程度かかりますので、どうしてもこの時

期に予算計上させていただきました。 

 次に、２点目の同じページの２款簡易水道資

本的支出、１項建設改良費、１目配水管整備事

業費９８９万３，０００円の増額の理由といた

しまして、まず、減圧弁の取りかえ工事、これ

は小筑紫町周辺地域に注水しております小筑紫

簡易水道施設の減圧本体が、２４年経過したこ

とから、老朽化が進みまして、障害が多く、配

水管や給水管に負荷がかかり、水道本管や給水

管がたびたび破損を起こしている実情でありま

すので、減圧の調整を行うために、減圧弁の取

りかえといたしまして６６４万６，０００円を

計上し、早急に取りかえ工事を行うための補正

でございます。 

 また、場所といたしましては、ちょうど伊与

津地区のほうに行きますと、かなり広い田園地

帯がございます。その中央に市道伊与野中央線

という市道が走っておりますが、そこの中間あ

たりから東側へ、伊与野城ノ下線いう市道がご

ざいます。その四差路の近くで、ちょうど小筑

紫簡易水道施設の、施設の手前側のところの減

圧弁をかえるためのものです。 

 また、もう１点は、配水管の布設がえという

ことでございますが、国道３２１号線沿いの本

管は、ちょうど４０年近く経過し、老朽化が進

んでおります。破損箇所がたびたび発生し、ま

た修繕工事が、最近、多くなりまして、市民に

迷惑をかけております。 

 今回、小筑紫簡易水道施設の減圧弁を取りか

えることによりまして、水道管にかかる負荷を

控え、破損箇所を少なくするために、今回、３

２１号線、ちょうど山中スレート前の歩道の中

でございますが、約７３０メートル間をＶＴ硬
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質塩化ビニール管１５０ミリ管をＨＰＰＥ、水

道配水用ポリエチレン管１５０ミリに布設がえ

をいたしまして、宿毛上水道と小筑紫簡易水道

を結ぶ唯一の連絡管として整備し、市民の安定

的な給水を行うための補正でございます。 

 なお、事業費が２，１６０万円程度かかりま

すので、現在、予算では不足する金額、３２４

万７，０００円を計上いたしまして、合わせて

９８９万３，０００円の補正をお願いするもの

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 丁寧な御説明をいた

だきました。本当にありがとうございます。 

 １点だけ、再質疑をさせていただきたいと思

います。 

 まず、議案第１６号の離島振興費に関する４

４０万円でございますが、２回、不落になった

という御説明を受けました。今回、見直して４

４０万円に増額して、もう一度、入札を行うと

いうことになると思うんですが、先ほど説明に

もありましたように、島民の利便性を担保する

ためには、早急に欲しいというふうに思うんで

すが、この金額で、今度は大丈夫というふうな

ことが言えるのかどうかについて、もう一度質

疑をいたします。 

○議長（中平富宏君） 企画課長。 

○企画課長（山下哲郎君） 企画課長、再質疑

にお答えいたします。 

 来船の回航費を、昨年度は１回しか見ており

ませんでした。入札を受けまして、その積算を

確認しましたら、３回、どの業者さんも必要だ

という積算でございました。 

 中身を見てみますと、それが必要だというこ

とになりましたので、今回、３回分を計上させ

ていただいておりますので、ことしはできると

思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） ありがとうございま

した。 

 私の質疑は、これで終わります。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） おはようございます。

２番の山上でございます。質疑をさせていただ

きます。 

 私の場合は、議案第１６号別冊、平成２３年

度宿毛市一般会計補正予算（第６号）、３２ペ

ージでございます。 

 第１０款教育費、この中に、第２項と第３項、

小学校、中学校、それぞれの表がございます。

その中に、１目１３節委託料というのがござい

ます。その中に、１３節委託料、それぞれ１３

節になっておりますけれども、小学校につきま

しては、８４１万１，０００円が計上されてお

りまして、３項中学校費、１目１３節委託料に

つきましては、３８５万３，０００円というの

は、それぞれ計上されております。 

 診断するのは、平田小学校、山奈小学校、橋

上小学校、それに東中学校の４校となっておる

ようですけれども、予算的には、小学校では１

校当たり、単純に計算しますと、２８０万円と

いうことになります。 

 それに比べて、中学校が３８５万３，０００

円ということでございますので、１００万強の

差がございます。この差はどこから来ているの

かということについて、御説明をしていただき

たいと思います。 

 それとともに、この４校につきまして、面積

規模と、それぞれの診断費について、お示しを

いただきたいと思います。 

 この内容等につきましては、これまで、一般

質問の中でも議論をされておりますので、重複

する部分もあるかと思いますけれども、済みま



 

－ 123 － 

せん、よろしくお願いいたします。 

 これで１回目の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、２番議員の質疑にお答

え申し上げます。 

 議案第１６号別冊、平成２３年度宿毛市一般

会計補正予算（第６号）でございます。 

 ３２ページ、第１０款教育費、第２項小学校

費、第１目学校管理費の１３節委託料、及び同

じく第１０款教育費、第３項中学校費、第１目

学校管理費の１３節委託料についての御質問を

いただきました。 

 今回、小学校については、３校で８４１万円、

中学校については、１校で３８５万３，０００

円、その金額について、小学校１校当たりの金

額と、中学校の金額の差についてということで

ございますけれども、二次耐震診断業務の経費

につきましては、各学校ごとに、面積等に基づ

きまして、直接人件費、諸経費、均一経費、直

接経費等を積算をしているものでございます。 

 各学校ごとの面積及び金額につきましては、

山奈小学校が１，５０５平米で、金額２６１万

５，０００円、平田小学校が２，０７１平米、

金額３４４万８，０００円、橋上小学校１，０

８１平米、２３４万８，０００円、東中学校１，

９５２平米、３８５万３，０００円となってお

ります。 

 ただいま説明しましたように、その面積的に

は、平田小学校のほうが東中学校よりも大きい

にもかかわらず、単価が少なくなっている分が

ございます、確かに。これにつきましては、東

中学校は校舎を２期に分けて建設したという経

緯がございまして、そういう部分については、

より精度の診断をしなければいけないというこ

とから、金額の増額をしているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） 再質疑をさせていただ

きます。 

 どうもありがとうございました。 

 ちょっと、関連しましてお伺いしたいですけ

れども、前回の６月議会でも、片島中学校と小

筑紫中学校というのを、二次診断をされるとい

うふうな、二次診断と耐震補強実施計画という

ことで、するということがございましたけれど

も、市内全体として、耐震診断及び耐震工事の

状況はどのようになっているのかということを、

少し御説明をいただけますでしょうか。お願い

いたします。 

○議長（中平富宏君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、２番議員の再質疑にお

答えを申し上げます。 

 市内の各小中学校の耐震の状況ということで

ございますけれども、まず、市内の小中学校の

うち、耐震化の必要のない、いわゆる新耐震基

準の施設といたしましては、小筑紫小学校の校

舎及び体育館、それから、咸陽小学校の北校舎

及び体育館、それから、大島小学校の新校舎、

平田小学校の新校舎及び体育館、山奈小学校体

育館。 

 中学校では、片島中学校の新校舎、宿毛中学

校新校舎及び体育館、橋上中学校校舎及び体育

館でございます。 

 次に、既に耐震補強工事を実施している施設

といたしましては、咸陽小学校の南校舎、それ

から大島小学校校舎でございます。 

 次に、今後、本年度二次診断を予定いたして

いる学校につきましては、先ほど、山上議員御

指摘のとおり、小筑紫中学校の校舎及び片島中
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学校の校舎と体育館につきましては、本年の２

月の臨時議会で御承認をいただいて、現在、発

注をいたしているところでございますけれども、

今回、あわせて平田小学校、山奈小学校、橋上

小学校及び東中学校を耐震診断をいたしたいと

いうことでございます。 

 それから、今後、耐震診断、もしくは改築を

行う必要があるという学校につきましては、大

島小学校体育館、橋上小学校体育館、東中学校

体育館、沖の島小中学校の校舎及び体育館、そ

れと今回、再編計画に基づきまして、改築予定

のございます宿毛小学校、松田川小学校の統合

校舎、それから宿毛中学校の校舎でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ２番山上庄一君。 

○２番（山上庄一君） どうもありがとうござ

いました。 

 こちらにあります小中学校の再編計画でござ

いますけれども、これらとの整合ということに

つきまして、どのように図られているのかとい

うところがあろうかと思いますけれども。 

 これでいきますと、再編計画でいきますと、

平成２４年度に橋上中学校に移転するという計

画を、橋上小学校が耐震化診断をされるという

ことですけれども、これは、昨日、教育長のほ

うから中学校の仕様と小学校の仕様が違うので、

その期間、ブランクがあるので、その間の安全

性を確保するというようなお話がございました

けれども。 

 それでありますと、宿毛中学校についても、

耐震診断をされて、それなりの安全性を図るべ

きではないかと思いますけれども、今後の、ど

のような、宿毛中学校等を含めてですけれども、

どのような予定になっているのかということを、

少しお教えいただけますでしょうか。 

 このたびの補正予算につきましては、予算的

な差等につきまして、理解いたしましたので、

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております「議案第１号

から議案第１４号まで及び議案第１６号から議

案第３０号まで」の２９議案は、お手元に配付

してあります議案付託表のとおり、それぞれ所

管の委員会へ付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、９月２６日から９月３０

日まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月２６日から９月３０日まで休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月２３日から１０月２日までの１０日間は

休会し、１０月３日午前１０時より再開いたし

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時５４分 散会 
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議 案 付 託 表 

                             平成２３年第３回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 
常任委員会 
（２２件） 

議案第 １号 
議案第 ２号 

 
議案第 ３号 
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議案第１２号 

 
議案第１３号 

 
議案第１４号 
議案第１６号 
議案第１７号 

 
議案第１８号 

 
議案第１９号 
議案第２０号 

 
議案第２１号 
議案第２２号 

 
議案第２３号 

平成２２年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 
平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定について 
平成２２年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算
認定について 
平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定
について 
平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出
決算認定について 
平成２２年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に
ついて 
平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認
定について 
平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定
について 
平成２２年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決
算認定について 
平成２２年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決
算認定について 
平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について 
平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決
算認定について 
平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
認定について 
平成２２年度宿毛市水道事業会計決算認定について 
平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 
平成２３年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算に
ついて 
平成２３年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算につ
いて 
平成２３年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 
平成２３年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算
について 
平成２３年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算につい
て 
平成２３年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算につ
いて 
平成２３年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

総 務 文 教 
常任委員会 
（ ４件） 

議案第２４号 
議案第２５号 

 
議案第２７号 
議案第２８号 

宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 
宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例につ
いて 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

産 業 厚 生 
常任委員会 
（ ３件） 

議案第２６号 
議案第２９号 
議案第３０号 

宿毛市児童遊園設置条例の一部を改正する条例について 
市道路線の変更について 
市道路線の廃止について 
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平成２３年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第２２日（平成２３年１０月３日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第１４号まで及び議案第１６号から議案第３０号まで 

      （議案第１６号から議案第３０号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 請願第１号及び陳情第１号外１件について 

   第３ 委員会調査について 

   第４ 意見書案第１号 離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を求める意見書の提出 

              について 

   第５ 議案第３１号及び議案第３２号 

      （議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

      議案第３１号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第３２号 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第１４号まで及び議案第１６号から議案第３０号まで 

   日程第２ 請願第１号及び陳情第１号外１件について 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 意見書案第１号 

   日程第５ 議案第３１号及び議案第３２号 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 髙 倉 真 弓 君     ２番 山 上 庄 一 君 

   ３番 山 戸   寛 君     ４番 今 城 誠 司 君 

   ５番 岡 﨑 利 久 君     ６番 野々下 昌 文 君 

   ７番 松 浦 英 夫 君     ８番 浅 木   敏 君 

   ９番 中 平 富 宏 君    １０番 浦 尻 和 伸 君 

  １１番 寺 田 公 一 君    １２番 宮 本 有 二 君 

  １３番 濵 田 陸 紀 君    １４番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        岩 本 昌 彦 君 

   次長兼調査係長  朝比奈 淳 司 君 

   議 事 係 長        田 村 泰 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   企 画 課 長  山 下 哲 郎 君 

   総 務 課 長        弘 瀬 徳 宏 君 

   市 民 課 長  野 口 節 子 君 

   税 務 課 長  沢 田 清 隆 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 

   保健介護課長  村 中   純 君 

   環 境 課 長        松 岡 博 之 君 

   人権推進課長  岩 田 明 仁 君 

   産業振興課長  三 本 義 男 君 

   商工観光課長  河 原 敏 郎 君 

   建 設 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   福祉事務所長  滝 本   節 君 

   水 道 課 長  岩 本 克 記 君 

   教 育 委 員 長  松 田 典 夫 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
出 口 君 男 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

金 増 信 幸 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
乾     均 君 

   千 寿 園 長        杉 本 裕二郎 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
島 内 千 尋 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（中平富宏君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第１４号まで

及び議案第１６号から議案第３０号まで」の２

９議案を一括議題といたします。 

 これより「議案第１６号から議案第３０号ま

で」の１５議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（寺田公一君） 予算決

算常任委員長。本委員会に付託された議案第１

６号から議案第２３号までの８件について、審

査の概要と結果を御報告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、９

月２６日と９月２７日の２日間にわたり審議を

行いました。 

 その後、９月３０日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本

委員会に付託された議案８件につきましては、

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 

 以下、各分科会における主な審査概要につい

て、御報告をいたします。 

 まず、第一分科会主査より、次のような審議

概要の報告がありました。 

 議案第１６号「平成２３年度宿毛市一般会計

補正予算」歳出中の１０款教育費、２項小学校

費、１目学校管理費、１３節委託料。二次診断

業務委託料８４１万１，０００円と、同じく１

０款教育費、２項中学校費、１目学校管理費、

１３節委託料、二次診断業務委託料３８５万３，

０００円についてでありますが、本予算は平田

小学校、山奈小学校、橋上小学校、東中学校の

二次耐震診断委託料を補正計上したものであり

ます。 

 委員からは、本市小中学校の耐震化率のおく

れを危惧する意見が出されましたが、これに対

し、執行部からは、本市の学校耐震化率が、県

下の市町村において、最低になることが予想さ

れており、現在の再編計画に固執する余り、耐

震化がおくれることにならないように、今回、

補正予算を計上したこと。また、宿小、松田川

小、宿中については、新しい校舎での安全性を

確保したいということで、計画を進めているの

で、今回の補正予算では計上しなかったことな

どについて、説明がありました。 

 また、今後の耐震補強工事のスケジュールに

関する質問に対しては、今回、耐震診断を行う

４校については、その診断結果により、優先順

位をつけ、可能であれば、来年度、実施計画、

平成２５年度には耐震補強工事に着手したいと

考えている、との回答がありました。 

 次に、第二分科会主査より、次のような審議

概要の報告がありました。 

 議案第１６号「平成２３年度宿毛市一般会計

補正予算」歳出中の第６款農林水産業費、第２

項林業費、２目林業振興費、８節報償費。有害

鳥獣捕獲報償費、２６４万についてであります

が、本予算は、当初予算ではシカ３２０頭の捕

獲を計画したところ、７月の段階で、既にシカ

１８３頭を捕獲しており、このままだと予定し

ていた捕獲頭数を超えてしまうので、捕獲計画

をシカ３２０頭から４００頭に変更することに

伴い、２６４万円の増額補正をするものであり

ます。 

 委員からは、猟友会のメンバーも高齢化して

いるが、今後、どのような対策をとっていくの

かとの質問があり、執行部からは、新たな人材

を育成するため、捕獲わな猟の免許取得に関し

て、市としても助成しているとの回答がありま
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した。 

 また、わなの講習会で、若い人は来ているの

かとの質問に対して、一人、二人は講習会に来

ているとの回答がありました。 

 以上、本委員会に付託された議案第１６号か

ら議案第２３号までの議案８件につきまして、

予算決算常任委員長の審査結果の報告といたし

ます。 

○議長（中平富宏君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（今城誠司君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました議案

第２４号から第２５号、及び議案第２７号並び

に議案第２８号の４議案の審査結果について、

御報告をいたします。 

 議案第２４号は、宿毛市税条例等の一部を改

正する条例についてであります。 

 本案は、現下の厳しい経済状況、及び雇用情

勢に対応して、税制の整備を図るための地方税

法の一部を改正する法律、並びに地方自治法の

一部を改正する法律が公布されたことに伴い、

個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を５，

０００円から２，０００円に引き下げることや、

租税罰則にかかわる過料を３万円から１０万円

に引き上げること等について、改正するもので

す。 

 議案第２５号は、宿毛市スポーツ振興審議会

条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、本年８月２４日から、スポーツ振興

法が、スポーツ基本法に改正されたことに伴い、

宿毛市スポーツ振興審議会を、宿毛市スポーツ

推進審議会へ名称変更する等について、改正す

るものです。 

 議案第２７号及び第２８号は、辺地に係る公

共施設の総合整備計画の策定についてでありま

す。 

 議案第２７号は、沖の島辺地について、消防

施設として、軽積載車の購入事業について。 

 議案第２８号は、栄喜辺地について、簡易水

道施設の整備事業について、辺地対策事業債の

申請を行うため、計画を策定する必要がありま

すので、辺地に係る公共施設の総合整備のため

の財政上の特例措置等に関する法律第３条第１

項に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 以上４議案につきましては、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査した結果、い

ずれも原案を適当であると認め、全会一致をも

って可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案４件

についての報告を終わります。 

○議長（中平富宏君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（岡﨑利久君） 産業厚

生常任委員長。産業厚生常任委員会に付託され

ました議案の審査結果を御報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

６号、第２９号、第３０号の３議案であります。 

 議案第２６号は、宿毛市児童遊園設置条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、貝礎児童遊園の地番について、錯誤

がありましたので、地番の改正をするものであ

ります。 

 議案第２９号は、市道路線の変更についてで

あります。本案の市道田ノ浦団地１号線は、田

ノ浦漁港沿いの部分は、臨海道路として高知県

が整備を進めており、管理が重複する部分を市

道から除外する必要がありますので、本路線の

変更をすることについて、道路法第１０条第３

項の規定に基づき、議会の決議を求めるもので

あります。 

 議案第３０号は、市道路線の廃止についてで

あります。 

 議案の市道池島樺線は、宿毛湾港の工業団地

を土地造成する計画の際、同道路の南北の土地

を一体的に利用する目的で、工業団地の一部と

することを決定しており、高知県により、造成
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工事が本年度完了することで、道路として利用

できなくなるため、本路線を廃止することにつ

いて、道路法第１０条第３項の規定に基づき、

議会の決議を求めるものであります。 

 以上、３議案につきまして、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査した結果、い

ずれも原案を適当と認め、全会一致をもって可

決するものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案３件

についての御報告を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第１６号から議案第２３号ま

で及び議案第２５号から議案第３０号まで」の

１４議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１６号から議案第２３号ま

で及び議案第２５号から議案第３０号まで」の

１４議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１６号から議案第２３号まで

及び議案第２５号から議案第３０号まで」の１

４議案は、原案のとおり可決されました。 

 これより、議案第２４号について、討論に入

ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） おはようございます。

８番議員の浅木です。ただいまから、議案第２

４号について、討論を行います。 

 この議案を審査した総務文教常任委員長から、

原案を可決することにしたとの報告がありまし

たが、私は、この委員長報告に反対する立場か

ら討論します。 

 この議案は、今年の６月２２日に国会で成立

した現下の厳しい経済状況、及び雇用情勢に対

応して、税制の整備を図るための地方税の一部

を改正する法律が成立したことに追随して、宿

毛市税条例等の一部を改正しようとするもので

あります。 

 成立したこの法律は、ＮＰＯ法人への寄附金

控除の対象拡大とか、離島航路事業の船舶に対

する固定資産税軽減措置を図る一面もあります

が、国民にさらなる苦難を押しつける内容も含

まれています。 

 その問題点の一つが、納税者に対する刑事罰

の強化であります。 

 さらに、国民健康保険税の算定方式を、旧た

だし書方式に一元化するなどであります。こう

した国民に新たな負担を押しつける内容である

ため、日本共産党は、この法律の成立に反対し

ました。 

 そもそも税金は、負担能力に応じて賦課され

るべきものであり、また、取り立てるのではな

く、国民が納得して自主的に納めるべきもので

あります。 

 ところが、今日では、徴税という言葉でわか

るように、無理な税金をかけて、払えなければ

お上が権力にものをいわせて取り立てる方法が

露骨になりつつあります。 

 ２４０兆円もの内部留保を持つ大企業にはさ
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らなる減税をし、弱いところへ高い税金を押し

つけ、強制的に取り立てる税行政自体に、大き

な問題があります。特に納税者に対する刑事罰

を強化する。罰金を一気に３倍化するなど、許

されるものではありません。 

 また、国民健康保険税の所得割算定方式を、

旧ただし書方式に一元化することは、本文方式

や住民税方式で住民負担を軽減している自治体

に対し、住民に高額保険料の押しつけをさせる

ものとなり、今でも高過ぎる保険料であえぐ国

民に、さらに苦しめることになります。 

 こうした国民をさらなる苦難に陥れるこの税

制改革に、日本共産党は厳しく反対を貫きまし

た。 

 こうした法が成立したとはいえ、市民税の租

税罰則に係る過料を、３万円から一気に１０万

円に引き上げる条例がつくられ、もしこれが乱

用されるなら、市民はさらなる苦難におそわれ

ます。 

 なお、この条例の対象となる事業者は、宿毛

では約１，０００業者ぐらいあるようでありま

す。私は、過料をせいぜい現状程度に据え置き、

行政が適切な納税指導に努め、問題事案が発生

しないようにするべきだという立場から、この

議案には反対します。 

 皆さんの御賛同を求め、討論を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２４号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって「議案第２４号」は、原案のとおり可

決されました。 

 議案第１号から議案第１４号までの１４議案

については、予算決算常任委員長から、会議規

則第１０４条の規定により、お手元に配付いた

しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

 日程第２、「請願第１号及び陳情第１号外１

件」の３件を一括議題といたします。 

 これより、「請願第１号及び陳情第３号」の

２件について、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（今城誠司君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました請願

第１号及び陳情第３号の審査結果を御報告いた

します。 

 初めに、請願第１号は、６月定例会からの継

続審査となっております宿毛小学校の移築、宿

毛中学校の移転に反対する請願であります。 

 本件は、宿毛市中央四丁目 大井田俊朗氏か

ら提出されたものであり、内容といたしまして、

１、両計画とも市民への説明が不十分である。 

２、小学校の改築は、現校舎敷地に建設すべき

である。 

３、中学校の松田川小学校跡地への移転は、中

心街に空洞化が生じ、市街地活性化に逆行する。 

４、小中学校の分散は、歴史的由緒ある宿毛文

教地区の消滅につながる。 

５、公共建築物は、大災害時の避難場所の役割
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があり、市街地中心部に建設することが望まし

い。 

６、中学校の移転先への通学路の整備が不十分

であり、登下校時における安全が確保されてい

ない。 

 以上の理由から、宿毛小学校の移築、宿毛中

学校の移転に反対することを請願するものであ

ります。 

 本件につきましては、現地調査や参考人から

の意見聴取を踏まえて、慎重に審査をしてまい

りました。 

 その結果、地域に学校を残し、文教地区の伝

統は守りたいという請願者と、署名をされた３，

５００名を超える方々の思いは十分に理解でき

るものであり、請願の内容を全面的に否定する

ものではないが、本請願は、小学校を現校舎敷

地内で改築し、中学校の移転は認めないとの趣

旨であるため、現時点で採択すると、議会意思

として建設場所を指定することになり、現在、

執行部において行われている場所選定の議論を

制約することになるから、賛成多数をもって不

採択とすべきものと決しました。 

 陳情第３号は、大規模自然災害に対する防災

対策など、住民の安心、安全を支える行政サー

ビスの体制機能の充実を求める意見書の提出に

ついてであります。 

 本件は、国のアクションプランや、独立行政

法人の削減、廃止を前提とする見直しは白紙に

戻し、国と地方の責任と役割を再検討すること

や、防災対策など、住民の安心、安全を支える

ために必要な国の出先機関の体制や、機能の充

実を図ることなどを求めるものであります。 

 本件につきましても、陳情の趣旨も踏まえて、

慎重に審査をいたしましたが、本市議会におい

ては、既に平成２２年１２月定例会において、

本陳情と内容が重複する出先機関の統廃合に反

対する意見書を可決し、国に対して、意見書を

提出している。 

 また、独立行政法人の整理合理化は、必要な

見直しであるなどの意見が出され、全会一致を

もって不採択と決しました。 

 以上、本委員会に付託されました請願１件及

び陳情１件についての審査報告を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「請願第１号」について、討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「請願第１号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 これより、「陳情第３号」について、討論に

入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。

ただいまから、陳情第３号について、討論を行

います。 

 この陳情について、先ほど、総務文教常任委

員会の委員長から、審査の結果、不採択にした

との報告がありましたので、私はこの委員長報
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告に反対する立場から討論を行います。 

 この陳情は、高知県国家公務員労働組合協議

会が、政府と国会に対して、大規模自然災害に

対する防災対策など、住民の安心、安全を支え

る行政サービスの体制と、機能の充実を求める

意見書の提出を、宿毛市議会へ要請してきたも

のであります。 

 その内容は、３月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震による大災害の救援等において、

国や地方自治体の職員が果たした役割から見て、

今後、発生が予想される東南海・南海地震等に

おいて、住民を守る防災対策上からも、国の出

先機関の維持や充実を求めるものであります。 

 内容的には、まさにこの陳情のとおりであり、

今後の大震災でも、国や地方の公務員が、みず

からの危険も顧みず、住民の救援のために尽く

している姿は、マスコミの報道でも御承知のと

おりであります。 

 公務員は、採用の時点で憲法の遵守と、国民

全体の奉仕者としての任につくことを宣誓しま

す。私も３７年間、林野庁の職員として勤務し

ましたが、常に我が身を律し、みずからの行動

が国民への奉仕となっているかを顧み、確信を

持って勤務してきたところでございます。 

 みずからの経験に照らしても、ほとんどの公

務員が、同じ思いで仕事に取り組んでいると思

います。 

 しかし、近年、経団連など、財界の要望に基

づき、構造改革路線が進められ、公的機関が縮

小されつつあります。特に、地方にある国の出

先機関が縮小され、国民の要望にこたえた仕事

が果たせなくなりつつあります。 

 また、出先機関の縮小は、地方の人口減と連

動し、地域経済の疲弊をも進めています。宿毛

市でも、ＮＴＴや森林管理署、気象庁、法務局

など、国の出先機関がなくなり、郵便局も民営

化で機能が縮小されました。また、県の出先機

関も縮小されております。 

 こうしたことから、宿毛地域の防災対策、経

済活動から見て、これ以上の出先機関の縮小や

統廃合を、何としても食いとめなくてはなりま

せん。 

 昨年の１２月議会で国の出先機関の統廃合に

反対する意見書を議員提案し、議決しています

が、この１年間のうちにも、東日本大震災が発

生し、また内閣がかわるなど、時代は大きく変

化しております。今、改めて陳情の趣旨を生か

した意見書を議決し、新政権に地方の意見を発

信することは、大きな意義があります。 

 また、一昨年の１２月議会では、国土交通省

建設労働組合から要請された地方整備局の事務

所や、出張所の存続を求める意見書の提出を求

める陳情を否決しております。 

 同趣旨の意見書を２年前には否決して、昨年

は可決して、今年はまた否決する。年ごとに議

会の意思決定が変わるのもおかしいものであり

ます。 

 宿毛市議会の国の出先機関等を維持せよとい

う、断固たる意志を貫くためにも、今回の陳情

も採択するべきであるということを声高く訴え、

皆さんの御賛同を求め、討論を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「陳情第３号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 
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○議長（中平富宏君） 「陳情第１号」につい

ては、産業厚生常任委員長から、会議規則第１

０４条の規定により、お手元に配付いたしまし

た申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出

があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することに御異議はありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続調査に付することに決しました。 

○議長（中平富宏君） 日程第３「委員会調査

について」を議題といたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４、意見書案第１号「離島振興法を抜

本的に改正し更なる延長を求める意見書の提出

について」を議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。７番、松浦でございます。 

 高知県唯一の有人離島を持つ自治体として、

離島振興法の果たす役割は、大変重要なものが

ありますが、平成２５年３月末で期限切れとな

りますので、さらなる延長を求める意見書を、

４名の同僚議員の賛成をいただき、提出をいた

します。 

 そこで、意見書案を提出に当たり、その内容

について読み上げて、提案の理由といたします。 

 離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を求

める意見書（案） 

 全国の離島は、排他的経済水域等の我が国の

領域の確保、海洋資源の利用、自然環境の保全

等、我が国にとって大変重要な役割を担ってい

る。 

 昨今、その離島の役割がますます重要となっ

てきている。 

 そうした中、離島での生活者にとっては、交

通や医療、教育など更なる生活の向上が極めて

重要である。 

 そこで、平成２５年３月末で期限切れを迎え

る現在の離島振興法を、国並びに県の責務をよ

り明確なものとするよう抜本的に改正し更なる

延長を図るとともに、総合的な離島振興策を強

力に推進し、あわせて、医療、教育、交通、介

護及び通信など離島が抱える諸課題の改善やハ

ード・ソフト面にわたる生活基盤の整備に全力

を挙げる必要がある。 

 よって、国においては、離島振興法を抜本的

に改正し、延長を図るとともに、総合的な離島

振興策を推進するよう、次の措置を講じること

を強く要望する。 

１ 離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を

実現すること。 

２ 関係各府省庁所管の離島振興関係事業予算

所要額を必ず確保すること。 

３ 離島自治体に必要な地方交付税・各種交付

金を措置し、離島を持つ自治体への十分な財政

措置を講ずること。 

４ 医師等離島医療従事者の確保・派遣制度を

確立するとともに、離島の特性に応じた介護支

援体制を講じること。 
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５ 離島航路補助制度の抜本改革を推進すると

ともに、運営費等補助制度を拡充すること。 

６ 離島漁業再生支援交付金を拡充し、産業と

しての離島水産業の振興を図るとともに、離島

独自の観光振興対策を促進すること。 

７ 離島における海洋漂着廃棄物の収集・処理

等に係る財政支援を強化すること。 

８ 本土に比べて割高な離島のガソリンの継続

的な引き下げを図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見

書を提出いたしますので、議員各位の御賛同を

いただきますように、よろしくお願いをします。 

○議長（中平富宏君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって「意見書案第１号」は、原案のとおり

可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、意見書案が可決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

 日程第５、「議案第３１号及び議案第３２

号」の２議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、追加提案いたし

ました議案につきまして、提案理由の説明をさ

せていただきます。 

 議案第３１号は、平成２３年度一般会計補正

予算でございます。 

 総額で３１１万３，０００円を増額しようと

するものでございます。内容につきましては、

高知海区漁業調整委員会委員の補欠選挙が１０

月１８日告示、１０月２７日投票の日程で、こ

れが急遽行われる予定となりましたので、その

関係予算を補正しようとするものでございます。 

 議案第３２号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

 本議会に提案しています議案第２５号、宿毛

市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条

例についてに関連をいたしまして、スポーツ振

興審議会委員の名称を、スポーツ推進審議会委

員に名称変更しようとするものでございます。 

 なお、報酬金額につきましては、日額５，０

００円で変更はございません。 
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 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すよう、お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時４５ 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時５０分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） １１番、質疑を行い

ます。 

 まず、質疑に入る前に、一言、議会の流れと

いうものについて、説明をさせていただきたい

と思います。 

 本来、議案の審査につきましては、提案理由

の説明後、質疑、委員会審査を行う中で、十分

な審議時間を経た後に採決をすべきものであり

ます。 

 したがって、議会最終日に追加で議案提出さ

れるということは、例外的な事態だというふう

に考えております。 

 このことについては、しかるべき理由があろ

うとは思いますが、本日、ここで質疑をいたす

ことといたしました。 

 まず、議案第３１号について、より詳しい説

明をいただきたいと思います。 

 本議案は、高知海区漁業調整委員の補欠選挙

が急遽行われるためということでありますが、

今回、このような措置をとらなければならなか

った経過をお示し願いたいと思います。 

 次に、議案第３２号、宿毛市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてでありますが、

先ほど、提案理由の説明にもありましたように、

議案第２５号の改正に伴って、改正するという

ことでありますが、本来は、同時に改正すべき

議案ではなかったかというふうに思いますが、

本日の提案になった理由と経緯について、お示

しを願いたいと思います。 

 １回目の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（島内千尋君） 選

挙管理委員会事務局長、１１番、寺田議員の質

疑にお答えいたします。 

 追加議案第３１号別冊、なぜこの時期に追加

補正をするようになったかの御質問でございま

すが、通常、海区の選挙は来年８月が任期満了

でございます。 

 委員のお一人であります黒潮町の村越久佐夫

氏が、先月９月１２日にお亡くなりになりまし

た。そのため、１名の欠員が生じたわけでござ

います。 

 前回の平成２０年の一般選挙、海区の選挙の

ときには、無投票であったため、繰上充用、補

充すべきものがいないことから、先ほど、市長

からの説明もありましたように、急遽、今月１

８日告示、２７日選挙の運びとなったわけでご

ざいます。 

 そのため、今回、追加補正とさせていただき

ました。 

 以上であります。 

○議長（中平富宏君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（金増

信幸君） 生涯学習課長兼文教センター所長。

１１番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第３２号「宿毛市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
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を改正する条例についてでございます。 

 なぜこのような当日の追加議案になったかと

いうことでございます。 

 先ほど、追加議案の説明にもございましたよ

うに、今議会で提案しております議案第２５号

「宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正

する条例について」に関連して、この条例もあ

わせて提出する必要がございました。 

 本来であれば、そのように、当初、議案提出

するところでございましたが、議案提出できて

おりませんでしたので、追加議案として提案さ

せていただきました。 

 総務文教常任委員会でもお断りいたしました

ように、担当部門の管理責任者であります私の

不注意によりまして、追加議案ということにな

り、大変御迷惑をおかけいたしました。 

 しかしながら、先ほど採決をいただきました

議案第２５号とあわせて、改正する必要がござ

いますので、御審議、決定のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 内容的にはよくわか

りました。 

 私が、今回、質疑を行いましたのは、単に一

課長の責任ということではなく、執行部全体の

責任として、議案を提出していただきたいとい

うことを、一言つけ加えさせていただきまして、

私の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時５７ 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１５分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第３１号及び議案第３２

号」の２議案を一括採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 全員起立であります。 

 よって、議案第３１号及び議案第３２号の２

議案は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、今期定例会の日程はすべて議了いた

しました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長。閉会に当たりま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月１２日に開催をいたしました今期定

例会は、本日までの２２日間、議員の皆様方に

おかれましては、連日、御熱心に御審議をいた

だき、提案申し上げました３２議案、うち、追

加議案をきょう２議案でございましたが、決算

そして決算認定議案の１４議案を除いて、いず



 

－ 139 － 

れも原案のとおり御決定をいただきました。ま

ことにありがとうございます。 

 今議会を通じましてお寄せいただきました

数々の貴重な御意見や御提言につきましては、

今後、さらに検討をいたしながら、市政の執行

に反映をさせてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも引

き続き御指導、御協力を賜りますようお願いを

申し上げますとともに、どうか健康に御留意い

いただき、より一層の御活躍を御祈念申し上げ

ます。 

 これで、閉会のごあいさつとさせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（中平富宏君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成２３年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時１８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  中 平 富 宏 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  野々下 昌 文 

 

 

                          議 員   岡 﨑 利 久 

 

 

                          議 員   野々下 昌 文 



 

－ 141 － 

                            平成２３年９月３０日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                     予算決算常任委員長 寺 田 公 一  

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１６号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第１７号 
平成２３年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について 
原案可決 適 当 

議案第１８号 
平成２３年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正

予算について 
原案可決 適 当 

議案第１９号 
平成２３年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について 
原案可決 適 当 

議案第２０号 
平成２３年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について 
原案可決 適 当 

議案第２１号 
平成２３年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について 
原案可決 適 当 

議案第２２号 
平成２３年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正

予算について 
原案可決 適 当 

議案第２３号 
平成２３年度宿毛市水道事業会計補正予算につい

て 
原案可決 適 当 
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                               平成２３年９月２６日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                       総務文教常任委員長 今 城 誠 司  

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２４号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第２５号 
宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する

条例について 
原案可決 適 当 

議案第２７号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて 
原案可決 適 当 

議案第２８号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて 
原案可決 適 当 
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                               平成２３年９月２７日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                       産業厚生常任委員長 岡 﨑 利 久  

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２６号 
宿毛市児童遊園設置条例の一部を改正する条例に

ついて 
原案可決 適 当 

議案第２９号 市道路線の変更について 原案可決 適 当 

議案第３０号 市道路線の廃止について 原案可決 適 当 
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                               平成２３年９月２８日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        総務文教常任委員長 今 城 誠 司  

 

請願審査報告書 

 

 本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第１

項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 １号 
宿毛小学校の移築・宿毛中学校の移転に反対する請願

について 
不 採 択 不 適 当 
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                               平成２３年９月２６日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        総務文教常任委員長 今 城 誠 司  

 

陳情審査報告書 

 

 本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第１

項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 ３号 

大規模自然災害に対する防災対策など、住民の安心・

安全を支える行政サービスの体制・機能の充実を求め

る意見書の提出について 

不 採 択 不 適 当 
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                               平成２３年９月３０日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        予算決算常任委員長 寺 田 公 一  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

受 理 番 号 事     件     名 

議案第 １号 平成２２年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ２号 平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ３号 平成２２年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ４号 平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ５号 
平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第 ６号 平成２２年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ７号 平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ８号 平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 ９号 平成２２年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１０号 平成２２年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１１号 平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１２号 平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１３号 平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第１４号 平成２２年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

 

 ２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                               平成２３年９月２７日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 岡 﨑 利 久  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

受 理 番 号 事     件     名 

陳情第１号 西町五丁目の市道建設について 

 

 ２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                               平成２３年９月２８日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        総務文教常任委員長 今 城 誠 司  

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                               平成２３年９月２７日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 岡 﨑 利 久  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                               平成２３年９月３０日  

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

 

                          議会運営委員長 宮 本 有 二  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２３年１０月３日 

                       提出者 宿毛市議会議員 松浦英夫 

                       賛成者 宿毛市議会議員 髙倉真弓 

                        〃     〃    山上庄一 

                        〃     〃    野々下昌文 

                        〃     〃    浦尻和伸 

 宿毛市議会議長 中 平 富 宏 殿 

説明 口頭 

 

   離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を求める意見書 

 

 全国の離島は、排他的経済水域等の我が国の領域の確保、海洋資源の利用、自然環境の保全

等、我が国にとって大変重要な役割を担っている。 

 昨今、その離島の役割がますます重要となってきている。 

 そうした中、離島での生活者にとっては、交通や医療、教育など更なる生活の向上が極めて

重要である。 

 そこで、平成２５年３月末で期限切れを迎える現在の離島振興法を、国並びに県の責務をよ

り明確なものとするよう抜本的に改正し更なる延長を図るとともに、総合的な離島振興策を強

力に推進し、併せて、医療、教育、交通、介護及び通信など離島が抱える諸課題の改善やハー

ド・ソフト面にわたる生活基盤の整備に全力を挙げる必要がある。 

 よって、国においては、離島振興法を抜本的に改正し延長を図るとともに総合的な離島振興

策を推進するよう次の措置を講じることを強く要望する。 

記 

１ 離島振興法を抜本的に改正し更なる延長を実現すること。 

２ 関係各府省庁所管の離島振興関係事業予算所要額を必ず確保すること。 

３ 離島自治体に必要な地方交付税・各種交付金を措置し、離島を持つ自治体への十分な財政

措置を講ずること。 

４ 医師等離島医療従事者の確保・派遣制度を確立するとともに、離島の特性に応じた介護支

援体制を講じること。 

５ 離島航路補助制度の抜本改革を推進するとともに、運営費等補助制度を拡充すること。 

６ 離島漁業再生支援交付金を拡充し、産業としての離島水産業の振興を図るとともに、離島

独自の観光振興対策を促進すること。 

７ 離島における海洋漂着廃棄物の収集・処理等に係る財政支援を強化すること。 

８ 本土に比べて割髙な離島のガソリンの継続的な引き下げを図ること。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成２３年１０月３日 

 

                       宿毛市議会議長 中 平 富 宏 

 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 文 部 科 学 大 臣 殿 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 国 土 交 通 大 臣 殿 

 内 閣 官 房 長 官 殿 
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              一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２３年第３回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ６番 

野々下昌文君 

１ 地域ぐるみでの高齢者の見守りシステムについて（市長） 

（１）本市の単身世帯の状況及び一人暮らしの高齢者認知症患

者の実態について 

（２）地域の社会資源の協力を得た高齢者の見守りについて 

（３）緊急医療情報キットの導入について 

（４）介護支援ボランティア制度の導入について 

 

２ 地域防災対策について（市長） 

（１）集中豪雨による孤立集落対策について 

（２）緊急放送屋外施設による放送が聞けない地域の把握及び

緊急情報伝達施策について 

（３）高齢者や障害者への避難支援全体計画について 

（４）被災者支援システムの検証について 

２ 
 ３番 

 山戸 寛君 

１ 大規模災害（特に大震災）発生時の業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）、特にＩＣＴシステムの保全について（市長） 

（１）現有の地域防災計画における業務継続計画（ＢＣＰ）の

位置づけと新たな防災計画への反映について 

（２）現在の情報セキュリティー計画におけるＩＣＴシステム

の物理的安全性の確保と情報復元性の担保について 

（３）総務省による「地方公共団体におけるＩＣＴ部門の業務

継続計画（ＢＣＰ）策定に関するガイドライン」の把握に

ついて 

（４）急速に変革されていく自治体情報システムに対応してい

くための人材の確保とそのスキルアップについて 

３ 
 ４番 

 今城誠司君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）市長２期目の総括について 

（２）災害時・緊急事態における業務継続計画について 

（３）企業誘致について 

４ 
１番 

 髙倉真弓君 

１ 行政方針における宿毛市の振興計画について（市長） 

 

２ 教育環境の整備について（市長） 
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５ 
 ８番 

 浅木 敏君 

１ 地元業者の仕事づくりについて（市長） 

（１）市公共事業の地元優先発注について 

（２）住宅リフォーム制度について 

 

２ 原発事故から市民保護について（市長） 

（１）伊方原発の事故防止策について 

（２）伊方原発事故発生時の対策について 

（３）東日本大震災のがれき受け入れについて 

 

３ 有害鳥獣対策について（市長） 

（１）農地等の防護対策について 

（２）駆除対策について 

（３）駆除鳥獣の食肉化について 

（４）被害に対する行政の対応について 

 

４ 介護保険について（市長） 

（１）介護認定の現状について 

（２）介護給付金不正受給の返還について 

（３）第５期介護保険制度改定について 

６ 
 ７番 

 松浦英夫君 

１ 改正「障害者基本法」について（市長、教育長、選挙管理

委員会委員長） 

 

２ 中山間地域振興計画について（市長） 

 

３ 介護給付金の不正受給問題について（市長） 

７ 
５番 

 岡﨑利久君 

１ 第４回花へんろマラソンについて（市長） 

 

２ 自主防災組織について（市長） 

 

３ 肝炎ウイルス検査について（市長） 

８ 
 ２番 

 山上庄一君 

１ 公共工事の分離発注について（市長） 

 

２ 宿毛中学校の移転問題について（市長） 

 

３ 宿毛小学校の設計業務委託について（市長） 

９ 
１１番 

 寺田公一君 

１ 介護保険給付金返還提訴について（市長） 

 

２ 地震対策と街づくりについて（市長） 

（１）老朽化した真丁アーケードの対策について 

（２）市役所庁舎の耐震対策について 

 

３ 広報「すくも」の市長雑感について（市長） 

 

４ 小中学校の再編計画について（市長、教育長） 

１０ 
１３番 

 濵田陸紀君 

１ 宿毛中学校の再編計画について（市長、教育長） 

（１）現在の学校建設プランについて 

 

２ 防災対策について（市長） 

（１）街区における避難施設の指定状況について 

（２）防災時のライフライン確保対策について 
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平成２３年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
平成２２年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定

について 
１０月３日 継続審査 

第 ２号 
平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ３号 
平成２２年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ４号 
平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ５号 
平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計歳入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ６号 
平成２２年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出

決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ７号 
平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ８号 
平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第 ９号 
平成２２年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第１０号 
平成２２年度幡多西部介護認定審査会特別会計

歳入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第１１号 
平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第１２号 
平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第１３号 
平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について 
１０月３日 継続審査 

第１４号 
平成２２年度宿毛市水道事業会計決算認定につ

いて 
１０月３日 継続審査 

第１５号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について ９月１２日 原案可決 

第１６号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について １０月３日 原案可決 

第１７号 
平成２３年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

補正予算について 
１０月３日 原案可決 
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第１８号 
平成２３年度宿毛市へき地診療事業特別会計補

正予算について 
１０月３日 原案可決 

第１９号 
平成２３年度宿毛市定期船事業特別会計補正予

算について 
１０月３日 原案可決 

第２０号 
平成２３年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計補正予算について 
１０月３日 原案可決 

第２１号 
平成２３年度宿毛市学校給食事業特別会計補正

予算について 
１０月３日 原案可決 

第２２号 
平成２３年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補

正予算について 
１０月３日 原案可決 

第２３号 
平成２３年度宿毛市水道事業会計補正予算につ

いて 
１０月３日 原案可決 

第２４号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について １０月３日 原案可決 

第２５号 
宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正す

る条例について 
１０月３日 原案可決 

第２６号 
宿毛市児童遊園設置条例の一部を改正する条例

について 
１０月３日 原案可決 

第２７号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

について 
１０月３日 原案可決 

第２８号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

について 
１０月３日 原案可決 

第２９号 市道路線の変更について １０月３日 原案可決 

第３０号 市道路線の廃止について １０月３日 原案可決 

第３１号 
平成２３年度宿毛市一般会計補正予算につい

て 
１０月３日 原案可決 

第３２号 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

１０月３日 原案可決 
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   請  願 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １ 号 
宿毛小学校の移築・宿毛中学校の移転に反対す

る請願について 
１０月３日 不 採 択 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 ３ 号 

大規模自然災害に対する防災対策など、住民の

安心・安全を支える行政サービスの体制・機能

の充実を求める意見書の提出について 

１０月３日 不 採 択 

 

 

 


